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白川・緑川水系流域治水協議会規約 

 

 

（設置） 

第１条 「白川・緑川水系流域治水協議会」（以下「協議会」）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変

動による水害の激甚化・頻発化に備え、白川及び緑川流域において、あらゆる関係者

が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進するた

めの協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別

表１の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会等を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成するが、必要に応じて別表２の職にあ

る者以外の関係者を参加させる事ができる。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換及び河川に関する対策、流域に関する対

策、避難・水防等に関する対策等の各種検討、調整、取組み状況の確認・点検を行う

ことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別

表２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

１ 白川及び緑川流域で行う流域治水の全体像を共有・検討。 

２ 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域

治水プロジェクト」の策定と公表。 

３ 「流域治水プロジェクト」にもとづく対策の実施状況のフォローアップ。 

４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開する。ただし、審議内容によって

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会報告することにより公開と見な

す。 



 
 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表

しないものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た

後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局を熊本河川国道事務所流域治水課及び熊本県河川課に置く。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第10条 本規約は、令和２年９月２日から施行する。 

 

（附則一部改正） 

  本規約は、令和４年４月２６日から施行する。 

  本規約は、令和５年４月２４日から施行する。 

  本規約は、令和６年４月２５日から施行する。 

本規約は、令和７年５月１５日から施行する。 

本規約は、令和８年 月  日から施行する。 

 

 

  



 
 

 

別表１－１ 協議会の構成（白川水系） 

熊本市長 

阿蘇市長 

大津町長 

菊陽町長 

高森町長 

西原村長 

南阿蘇村長 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課長 

熊本県 土木部 道路都市局 下水環境課長 

熊本県 土木部 河川港湾局 砂防課長 

環境省 九州地方環境事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所長 

林野庁 九州森林管理局 熊本森林管理署長 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 

熊本水源林整備事務所長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所長 

国土交通省九州地方整備局 阿蘇砂防事務所長 

 

  オブザーバー 

農林水産省 九州農政局 農村振興部 

阿蘇ジオパーク推進協議会 事務局長 

  



 
 

 

別表１－２ 協議会の構成（緑川水系） 

熊本市長 

宇土市長 

宇城市長 

美里町長 

大津町長 

菊陽町長 

西原村長 

御船町長 

嘉島町長 

益城町長 

甲佐町長 

山都町長 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課長 

熊本県 土木部 道路都市局 下水環境課長 

熊本県 土木部 河川港湾局 砂防課長 

林野庁 九州森林管理局 熊本森林管理署長 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 

熊本水源林整備事務所長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所長 

国土交通省九州地方整備局 緑川ダム管理所長 

 

  オブザーバー 

農林水産省 九州農政局 農村振興部  

 

  



 
 

 

別表２－１ 幹事会の構成（白川水系） 

熊本市 政策局 危機管理防災部 危機管理課長 

熊本市 都市建設局 土木部 河川課長 

阿蘇市 総務部 防災情報課長 

阿蘇市 土木部 建設課長 

大津町 総務部 防災交通課長 

大津町 都市整備部 建設課長 

菊陽町 総務部 危機管理防災課長 

菊陽町 都市整備部 建設課長 

菊陽町 都市整備部 都市計画課長 

高森町 建設課長 

西原村 建設課長 

南阿蘇村 総務課長 

南阿蘇村 建設課長 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課 課長補佐 

熊本県 土木部 道路都市局 下水環境課 審議員 

熊本県 土木部 河川港湾局 砂防課 審議員 

熊本県 農林水産部 森林局 森林整備課 審議員 

熊本県 農林水産部 森林局 森林保全課 審議員 

熊本県 県央広域本部 土木部 工務管理課長 

熊本県 県北広域本部 土木部 工務第一課長 

熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 維持管理調整課長 

熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 工務課長 

環境省 九州地方環境事務所  

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 国立公園保護管理企画官 

林野庁 九州森林管理局 熊本森林管理署 森林土木指導官 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 

熊本水源林整備事務所 主幹 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 副所長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 流域治水課長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 河川管理課長 

国土交通省九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 副所長 

国土交通省九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 調査課長 

 

オブザーバー 

農林水産省 九州農政局 農村振興部 

阿蘇ジオパーク推進協議会 事務局長 

 

 



 
 

別表２－２ 幹事会の構成（緑川水系） 

熊本市 政策局 危機管理防災部 危機管理課長 

熊本市 都市建設局 土木部 河川課長 

宇土市 総務部 危機管理課長 

宇城市 土木部 土木課長 

美里町 総務課長 

美里町 建設課長 

大津町 総務部 防災交通課長 

大津町 都市整備部 建設課長 

菊陽町 総務部 危機管理防災課長 

菊陽町 都市整備部 建設課長 

菊陽町 都市整備部 都市計画課長 

西原村 建設課長 

御船町 建設課長 

嘉島町 建設課長 

益城町 建設課長 

益城町 下水道課長 

甲佐町 建設課長 

山都町 建設課長 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課 課長補佐 

熊本県 土木部 下水環境課 審議員 

熊本県 土木部 河川港湾局 砂防課 審議員 

熊本県 農林水産部 森林局 森林整備課 審議員 

熊本県 農林水産部 森林局 森林保全課 審議員 

熊本県 県央広域本部 土木部 工務管理課長 

熊本県 宇城地域振興局 土木部 維持管理調整課長 

熊本県 宇城地域振興局 土木部 工務課長 

熊本県 上益城地域振興局 土木部 維持管理調整課長 

熊本県 県北広域本部 土木部 技術管理課長 

熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 維持管理調整課長 

熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 工務課長 

林野庁 九州森林管理局 熊本森林管理署 森林土木指導官 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 

熊本水源林整備事務所 主幹 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 副所長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 流域治水課長 

国土交通省九州地方整備局 緑川ダム管理所 専門調査官 

 

オブザーバー 

農林水産省 九州農政局 農村振興部 



 

 

熊本県県央地域水防災意識社会再構築協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本協議会は、「熊本県県央地域水防災意識社会再構築協議会」（以下、「協議

会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、水防法第１５条の９及び第１５条の１０に基づき、平成２４年７月

九州北部豪雨、平成２７年９月関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生したこ

とを踏まえ、国、県、市町等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対

策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、白川水系、緑川水系、坪井川

水系、大野川水系、五丁川水系、八枚戸川水系、砂川水系、波多川水系、その他県央地

域の単独水系における国及び県管理河川において氾濫が発生することを前提として社

会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的とする。 

  

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

１の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会等を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調

整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は

連携して実施している現状の減災に係る取り組み状況等について共有する。 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現する

ために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作

成し、共有する。 

三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認

する。また、本協議会等を中心として、毎年出水期前にトップセミナーや堤防の共同点

検等を実施し、情報の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 



 

 

 

（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開する。ただし、審議内容によって

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会報告することにより公開と見な

す。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表

しないものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た

後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局を熊本河川国道事務所流域治水課、熊本県河川課に置く。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第 10 条 本規約は、令和５年４月２４日から施行する。 

 

（附則一部改正） 

     本規約は、令和６年４月２５日から施行する。 

本規約は、令和７年５月１５日から施行する。 

本規約は、令和 年 月  日から施行する。 

  



 

 

 

別表１ 協議会の構成 

熊本市長 

宇土市長 

宇城市長 

阿蘇市長 

合志市長 

美里町長 

大津町長 

菊陽町長 

高森町長 

西原村長 

南阿蘇村長 

御船町長 

嘉島町長 

益城町長 

甲佐町長 

山都町長 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課長 

熊本県 知事公室 危機管理防災局 防災推進課長 

熊本県 農林水産部 農村振興局 農地整備課長 

熊本県 企業局 発電総合管理所長 

熊本県 県央広域本部 土木部長 

熊本県 宇城地域振興局 土木部長 

熊本県 上益城地域振興局 土木部長 

熊本県 県北広域本部 土木部長 

熊本県 阿蘇地域振興局 土木部長 

気象庁 熊本地方気象台長 

九州電力（株）熊本水力センター センター長 

九州旅客鉄道（株）鉄道事業本部 新幹線部長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所長 

国土交通省九州地方整備局 緑川ダム管理所長 

 

  



 

 

 

別表２ 幹事会の構成 

熊本市 政策局 危機管理防災部 危機管理課長 

熊本市 都市建設局 土木部 河川課長 

宇土市 危機管理課長 

宇城市 市民部 防災消防課長 

阿蘇市 防災情報課長 

阿蘇市 建設課長 

合志市 安全安心課長 

美里町 総務課長 

大津町 防災交通課長 

菊陽町 危機管理防災課長 

菊陽町 建設課長 

高森町 総務課長 

高森町 建設課長 

西原村 総務課長 

西原村 建設課長 

南阿蘇村 総務課長 

南阿蘇村 建設課長 

御船町 危機管理防災課長 

御船町 農業振興課長 

嘉島町 総務課長 

益城町 危機管理課長 

甲佐町 くらし安全推進室長 

山都町 総務課長 

熊本県 知事公室 危機管理防災局 防災推進課 審議員 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課 審議員 

熊本県 農林水産部 農村振興局 農地整備課 審議員 

熊本県 企業局 発電総合管理所 施設二課長 

熊本県 県央広域本部土木部 工務管理課長 

熊本県 宇城地域振興局土木部 維持管理調整課長 

熊本県 宇城地域振興局土木部 工務課長 

熊本県 上益城地域振興局土木部 維持管理調整課長 

熊本県 県北広域本部土木部 技術管理課長 



 

 

熊本県 阿蘇地域振興局土木部 維持管理調整課長 

熊本県 阿蘇地域振興局土木部 工務課長 

気象庁 熊本地方気象台 防災管理官 

九州電力（株）熊本水力センター 土木グループ長 

九州旅客鉄道（株） 鉄道事業本部 安全創造部 担当課長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 副所長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 流域治水課長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 河川管理課長 

国土交通省九州地方整備局 緑川ダム管理所 専門調査官 

 



白川・緑川洪水予報連絡会規約（案） 
 

第 1 章 総   則 
  
  
第 1 条  本会は、水防法及び気象業務法の趣旨に基づき、白川並びに緑川における

洪水予報に資するため、関係官公庁及び諸団体の間の協力並びに連絡を図る

ことを目的とする。 
 
第 2 条  本会は、「白川・緑川洪水予報連絡会」と称する。 
  
第 3 条  本会は、別表-1 に掲げる白川並びに緑川に関係ある官公庁及び諸団体をも

って構成する。 
  
第 4 条  本会の事務局は、熊本河川国道事務所内に置く。 
  
第 5 条  本会は、第 1 条の目的を達するために、次の事業を行う。 
      1.洪水予報の利用効果に関すること 
      2.協力及び連絡に関すること 
      3.広報宣伝に関すること 
      4.調査研究に関すること 
      5.その他必要な事項 
 
第 6 条  本会に次の役員を置く。 
      会長      1 名 
      副会長     2 名 
      委員及び幹事  若干名 
      会計監査     1 名" 
  
第 7 条   会長は、委員の推薦により定める。 

 会長は、会務を統理する。 
  
第 8 条   副会長は、委員の推薦により定める。 

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 
  
第 9 条  委員は、関係官公庁及び諸団体の長またはその推薦による者のうちから会

長がこれを委嘱する。 



第 10 条 幹事は、委員の推薦する者のうちから会長がこれを委嘱する。 
会長は、幹事のうちから幹事長 1 名及び副幹事長 1 名を委嘱する。 
幹事は、会務の企画及び相互連絡に当たる。 

  
第 11 条  委員及び幹事は、別表-2 に定めるとおりとする。 
  
  

第 2 章 運   営 
  
  
第 12 条  本会の運営は、委員会及び幹事会による。 
  
第 13 条 委員会は、会長が必要と認めた時、会長がこれを召集する。 
  
第 14 条  委員は、委員会で決定された協議及び連絡事項を、その所属する組織にお

いて円滑に運営されるような最善の努力を払わなければならない。 
  
第 15 条  幹事会は、会長が必要と認めた時、会長の指示によって幹事長がこれを 

召集する。 
  
第 16 条  本会内に、専門委員会を置くことができる。 

専門委員は、会長がこれを委嘱する。 
  
第 17 条  専門委員会は、会長から委嘱された事項を審議し、その経過及び結論を会

長に報告しなければならない。 
  
  

第 3 章 雑   則 
  
  
第 18 条  この規約の変更は委員会の決定を得なければならない。 
  
  
 
 
 
 
 



附     則 
 

白川洪水予報連絡会規約          平成 4 年 5 月 19 日   施行 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 9 年 4 月 25 日   改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 18 年 4 月 26 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 21 年 4 月 24 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 22 年 4 月 27 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 23 年 4 月 28 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 24 年 4 月 26 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 25 年 4 月 26 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 26 年 4 月 24 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 27 年 5 月 18 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 29 年 4 月 27 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     平成 30 年 4 月 27 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     令和  2 年 4 月 27 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     令和  3 年 5 月 10 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     令和  4 年 4 月 26 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     令和  5 年 4 月 24 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     令和  6 年 4 月 25 日  改訂 
白川・緑川洪水予報連絡会規約     令和  7 年 5 月 15 日  改訂 

  白川・緑川洪水予報連絡会規約     令和  8 年  月   日  改訂 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表-1 
 

白川・緑川洪水予報連絡会構成団体 
 

機関及び団体名 

国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所 

国土交通省九州地方整備局緑川ダム管理所 

気象庁 熊本地方気象台 

熊本県 知事公室 

熊本県 土木部 

熊本県 警察本部 

熊本市 

宇土市 

甲佐町 

御船町 

嘉島町 

美里町 

陸上自衛隊 第 8 師団司令部 

NTT 西日本株式会社 熊本支店 

日本放送協会 熊本放送局 

九州旅客鉄道株式会社 熊本支社 

九州電力送配電株式会社 熊本支社 

一般財団法人 河川情報センター 福岡センター 

一般財団法人 日本気象協会 九州支社 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 



別表-2 
 

白川・緑川洪水予報連絡会 委員名簿 

役 員 名 機関及び団体 

会  長 国土交通省熊本河川国道事務所長 

副 会 長 気象庁熊本地方気象台長 

〃 熊本県土木部長 

委  員 国土交通省緑川ダム管理所長 

〃 熊本県 河川課長 

〃 〃  防災推進課長 

〃 〃  県央広域本部 土木部長 

〃 〃  県央広域本部 上益城地域振興局長 

〃 〃  県央広域本部 宇城地域振興局長 

〃 〃  警察本部 警備第二課長 

〃 〃  熊本中央警察署長 

〃 〃  熊本南警察署長  

〃 〃  熊本東警察署長 

〃 〃  御船警察署長 

〃 〃  宇城警察署長 

〃 熊本市長 

〃 宇土市長 

〃 甲佐町長 

〃 御船町長 

〃 嘉島町長 

〃 美里町長 

〃 陸上自衛隊 第 8 師団司令部 第 2 部長 

〃 NTT 西日本株式会社 熊本支店長 

〃 日本放送協会 熊本放送局長 

〃 九州旅客鉄道株式会社 熊本支社長 

〃 九州電力送配電株式会社 熊本支社 熊本支社長 

〃 一般財団法人 河川情報センター 福岡センター所長 

〃 一般財団法人 日本気象協会 九州支社長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
白川・緑川洪水予報連絡会 幹事名簿 

幹 事 長 国土交通省熊本河川国道事務所 技術副所長（河川） 

副幹事長 気象庁  熊本地方気象台 気象台次長 

幹  事 国土交通省 熊本河川国道事務所 事業対策官 

〃     〃            〃        地域防災調整官 

〃     〃            〃        流域治水課長 

〃     〃            〃        工務第一課長 

〃     〃            〃        河川管理課長 

〃     〃            〃        白川出張所長 

〃     〃            〃        緑川上流出張所長 

〃     〃            〃        緑川下流出張所長 

〃     〃     緑川ダム管理所  専門調査官 

〃 気象庁   熊本地方気象台 観測予報管理官 

〃     〃  熊本地方気象台 防災管理官 

〃 熊本県   河川課 審議員  

〃     〃  防災推進課 主幹 

〃     〃  県央広域本部土木部 工務管理課長 

〃     〃  上益城地域振興局 土木部長 

〃     〃  宇城地域振興局 土木部長 

〃     〃  警察本部 警備第二課 危機管理室長補佐（災害警備）

〃     〃  熊本中央警察署 警備課長 

〃     〃  熊本南警察署 警備課長 

〃     〃  熊本東警察署 警備課長 

〃     〃  御船警察署 警備課長 

〃     〃  宇城警察署 警備課長 

〃 熊本市  政策局 危機管理防災部 危機管理課長 

〃     〃  消防局 警防部 警防課長 

〃 宇土市 土木課長 

〃 甲佐町 建設課長 

〃 御船町 建設課長 

〃 嘉島町 建設課長 

〃 美里町 建設課長 

〃 陸上自衛隊 第 8 師団司令部 第 2 部地誌幹部 

〃 陸上自衛隊 第 8 師団 第 42 即応機動連隊第 2 科長 

〃 NTT 西日本株式会社 熊本支店 設備部 災害対策担当課長 

〃 日本放送協会 熊本放送局 コンテンツセンター長 



〃 九州旅客鉄道株式会社 熊本支社 工務課長 

〃 九州電力送配電株式会社 熊本支社 企画管理グループ長 

〃 一般財団法人 河川情報センター 福岡センター参事役 

〃 
一般財団法人 日本気象協会 九州支社 事業サービス課 課

長    

 
オブザーバー 九州防災エキスパート会 

〃 株式会社 パスート 24 

〃 株式会社 鶴屋百貨店 

〃 テトリアくまもと管理事務所 

〃 株式会社 熊日会館 

 



１．白川水防連絡会規約 （案） 

（目 的） 

第 １ 条 水防体制の強化を図るため、水防に関する情報交換等を積極的に行う

ことにより、洪水時における適確な水防活動を遂行することを目的とす

る。 

 

（組 織） 

第 ２ 条 連絡会は、別表－１に掲げる機関をもって構成する。 

 

（会 務） 

第 ３ 条 連絡会は下記会務を行う。 

     一、水防活動に必要な河川状況（重要水防箇所･河川改修状況･既往洪水    

の出水状況･水文観測所配置及び警戒水位の設定）の把握 

      二、洪水時の河川情報の提供（水防警報）及び連絡系統の確立 

   三、地元水防管理団体からの情報収集並びに出水期前の合同河川巡視 

 

（会 長） 

第 ４ 条 連絡会に会長を置く。 

 

（会長の職務権限等） 

第 ５ 条 会長は、連絡会を代表し、会務を総括するものとし、九州地方整備    

局熊本河川国道事務所長をもってこれにあてる。 

 

（総 会） 

第 ６ 条  総会は、会長が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。 

 

（幹事会） 

第 ７ 条 連絡会に幹事会を置く。 

    ２．幹事会は、別表－２に掲げる幹事をもって構成する。 

    ３．幹事会は、次の各号に掲げる事務を行う。 

          一、会務の推進に関すること。 

     二、会員相互間の連絡に関すること。 

     三、総会において、委託された事項に関すること。 

  



 

（幹事会の役員等） 

第 ８ 条 幹事長は、九州地方整備局熊本河川国道事務所副所長（技術）、副幹

事長は、同事務所河川管理課長及び、県央広域本部土木部工務管理課長

をもってこれにあてる。 

      ２．幹事長は、幹事会を主宰し、これを召集する。 

   ３．副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務    

を代行する。 

 

（事務局） 

第 ９ 条 連絡会の事務を処理するために、九州地方整備局熊本河川国道事務    

所に事務局を置く。 

 

（規約の改正） 

第１０条  本規約の改正は、総会の決議を経なければならない。 

 

  附 則 

         本規約は、昭和５７年４月２７日から施行する。 

            本規約は、平成１８年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２１年４月２４日から改訂する。 

            本規約は、平成２２年４月２７日から改訂する。 

            本規約は、平成２３年４月２８日から改訂する。 

            本規約は、平成２４年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２５年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２６年４月２４日から改訂する。 

            本規約は、平成２７年５月１８日から改訂する。 

      本規約は、令和５年４月２４日から改訂する。 

      本規約は、令和６年４月２５日から改訂する。 

本規約は、令和７年５月１５日から改訂する。 

本規約は、令和８年 月  日から改訂する。 

  



 

 別 表 － １ 

 

 

白川水防連絡会構成関係機関及び代表者名簿 

 

 

   九州地方整備局 熊本河川国道事務所          所 長 

 

  熊本県河川課                     課 長 

 

     〃  防災推進課                   課 長 

 

     〃 県央広域本部土木部               土木部長 

 

  熊本市水防管理者                   市  長 

  



 

別 表 － ２ 

 

白川水防連絡会幹事会名簿 

 

    九州地方整備局 熊本河川国道事務所          技術副所長 

 

          〃            〃                     事業対策官 

 

     〃       〃           地域防災調整官 

 

          〃            〃                     流域治水課長 

 

          〃             〃                     工務第一課長 

 

          〃             〃                     河川管理課長 

 

          〃             〃                     白川出張所長 

 

    熊本県 河川課                              審議員 

 

      〃    防災推進課                    主幹 

 

      〃    県央広域本部土木部                  工務管理課長 

 

    熊本市                                     危機管理課長 



１．緑川水防連絡会規約 （案） 

（目 的） 

第 １ 条 緑川水防連絡会（以下「連絡会」という。）は、緑川水系における    

直轄管理区間の水防活動に関係する各機関相互間において、水防活動に

関する迅速適確な情報連絡、協力体制の確立並びに効果的な水防活動の

確立をはかり、もって水害を防止し又、軽減することを目的とする。 

 

（組 織） 

第 ２ 条 連絡会は、別表－１に掲げる機関をもって構成する。 

 

（会 務） 

第 ３ 条 連絡会は、第１条の目的を達成するため次の活動を行う。 

        １ 出水期前の合同河川巡視 

    ２ 水防活動に関する河川情報の交換 

    ３ 水防活動に関する連絡系統の確立 

    ４ 水防に関する知識の普及 

    ５ 会員相互の密接な連絡 

    ６ その他、連絡会の目的を遂行するために必要と認められる事項 

 

（会 長） 

第 ４ 条 連絡会に会長を置く。 

 

（会長の職務権限等） 

第 ５ 条 会長は、連絡会を代表し、会務を総括するものとし、九州地方整備    

局熊本河川国道事務所長をもってこれにあてる。 

 

（総 会） 

第 ６ 条  総会は、会長が必要と認めたとき、会長がこれを召集する。 

 

（幹事会） 

第 ７ 条 連絡会に幹事会を置く。 

    ２  幹事会は、別表－２に掲げる幹事をもって構成する。 

    ３  幹事会は、次の各号に掲げる事務を行う。 

          一、会務の推進に関すること。 

     二、会員相互間の連絡に関すること。 

     三、総会において委託された事項に関すること。 

 

 

 



 

（幹事会の役員等） 

第 ８ 条 幹事長は、九州地方整備局熊本河川国道事務所技術副所長、副幹事    

長は同事務所河川管理課長及び熊本県河川課審議員をもってこれにあて

る。 

      ２ 幹事長は幹事会を主宰し、これを召集する。 

   ３ 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を        
代行する。 

 

（事務局） 

第 ９ 条 連絡会の事務を処理するために、九州地方整備局熊本河川国道事務    

所に事務局を置く。 

 

（規約の改正） 

第１０条  本規約の改正は、総会の決議を経なければならない。 

 

  附 則 

         本規約は、昭和５７年１２月７日から施行する。 

            本規約は、平成１８年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２１年４月２４日から改訂する。 

            本規約は、平成２２年４月２７日から改訂する。 

            本規約は、平成２３年４月２８日から改訂する。 

            本規約は、平成２４年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２５年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２６年４月２４日から改訂する。 

            本規約は、平成２７年５月１８日から改訂する。 
      本規約は、令和５年４月２４日から改訂する。 

本規約は、令和６年４月２５日から改訂する。 
本規約は、令和７年５月１５日から改訂する。 
本規約は、令和８年 月  日から改訂する。 
 

  



 

 別 表 － １ 

 

緑川水防連絡会構成関係機関及び代表者名簿 

 

 

   九州地方整備局 熊本河川国道事務所          所 長 

 

          〃     緑川ダム管理所                      所  長 

 

  熊本県 河川課                                        課 長 

 

     〃   防災推進課                              課 長 

  

      〃    県央広域本部 上益城地域振興局        局 長 

 

      〃    県央広域本部 宇城地域振興局                局 長 

 

     〃  県央広域本部 土木部                          土木部長 

 

  熊本市 水防管理者                                    市 長 

 

    宇土市      〃                                        市 長 

 

  嘉島町      〃                                        町 長 

 

  御船町      〃                                        町 長 

 

  甲佐町      〃                                        町 長 

 

  美里町      〃                                        町 長 

  



 

 別 表 － ２ 

 

緑川水防連絡会幹事会名簿 

 

 

   九州地方整備局 熊本河川国道事務所     技術副所長 

            〃            〃                    事業対策官 
      〃      〃          地域防災調整官 

            〃            〃                    工務第一課長 

            〃            〃                    流域治水課長                  

〃            〃                    河川管理課長 

           〃            〃                    緑川上流出張所長 

            〃            〃                    緑川下流出張所長 

            〃      緑川ダム管理所              専門調査官 

 

  熊本県 河川課                              審議員 

    〃   防災推進課                    主 幹  

      〃    県央広域本部 上益城地域振興局   土木部長 

      〃    県央広域本部 宇城地域振興局        土木部長 

     〃  県央広域本部 土木部                工務管理課長 

 

  熊本市                                   危機管理課長 

 

    宇土市                                      土木課長 

 

  嘉島町                                     建設課長 

 

  御船町                                     建設課長 

 

  甲佐町                                     建設課長 

 

  美里町                                     建設課長 



議事３
２）各機関の流域治水や水防災意識向上に関する

取組について

資料－２



 2℃に抑えるシナリオでも2040年頃には降雨量が約1.1倍、
流量が1.2倍、洪水発生頻度が2倍になると試算
現行の河川整備計画が完了したとしても治水安全度は目減り

グリーンインフラやカーボンニュートラルへの対応
インフラDX等の技術の進展

○ 気候変動の影響により当面の目標としている治水安全度が目減りすることを踏まえ、流域治水の取組を加速
化・深化させる。このために必要な取組を反映し『流域治水プロジェクト2.0』に更新する。

現状・課題 必要な対応

流量

期間

目標とする
完了時期

現在

気候変動下においても、目標とする治水安全度を
現行の計画と同じ完了時期までに達成する

あらゆる関係者による、様々な手法を活用した、
対策の一層の充実を図り、流域治水協議会等の関
係者間で共有する。

必要な対応のイメージ

降雨量
（河川整備の基本とする洪水規模）

気候変動
シナリオ

約1.1倍２℃上昇

流量全国の平均的な
傾向【試算結果】 約1.2倍

降雨量が約1.1倍となった場合

様々な手法の活用イメージ

同じ治水安全度を確保するためには、
目標流量を1.2倍に引き上げる必要

同じ治水安全度

＝

＜気候変動に対応し
た計画＞
6000トン

（50年に一度の洪水）

＜現行計画＞
5000トン

（50年に一度の洪水）

◆治水施設の多面的機能の活用
・平時における遊水地内の利活用
・MIZBEステーションの整備
（防災×賑わい創出）

◆溢れることも考慮した減災対策の推進
・粘り強い河川堤防の整備
・貯留機能保全地域における、
家屋のかさ上げ・移転

◆インフラDX等の新技術の活用
・洪水予測の高度化
・浸水センサの導入
・ドローンによる河川管理の
高度化・効率化

◆治水施設の多面的機能の活用
・ハイブリッドダムの取組推進

※現行の計画と同じ完了時期までに目標とする治水安全度を達成するため、
様々な手法を活用し、集中的に整備を進めることが必要

流域治水プロジェクト2.0
～流域治水の加速化・深化～

⇒現在の河川整備計画に基づく対策や流域における各取組を推進するとともに、気候変動を踏まえて追加で必要となる
対策案の詳細については、更に議論を深めていく。



＜対策後＞

気候変動に伴う水害リスク の増大

■気候変動に伴う水害リスクの増大

■水害リスクを踏まえた各主体の主な対策と目標

＜現状＞ ＜気候変動考慮（雨量1.1倍）＞

現況

リスク
増大

対策後

気候変動

【目標】気候変動による降雨量増加後のS18.9洪水に対する安全の確保

○既往最大流量を記録したS18.9洪水に対し、２℃上昇時の降雨量増加を考慮した雨量1.1倍となる規模の洪水が発生した場合、緑川流域では浸水世帯

数が約18,000世帯（現況の約1.2倍）になると想定され、事業の実施により、浸水被害が解消される。

浸水世帯数0世帯

【目標】KPI：浸水世帯数 約18,000世帯⇒0世帯

期間追加対策目的・効果実施主体種別

概ね
30年

堤防整備
河道掘削
堰改築

既存施設の有効活用
洪水調節施設の整備

約18,000世帯の浸水被害を解消国

氾濫を防ぐ・
減らす

概ね
20年

遊水機能を有する土地の保全
洪水時の急激な水位上昇を抑制

内水排除
市町村

概ね
20年

校庭貯留施設整備
小学校敷地内貯留施設整備

河川への流出抑制
市街地等の浸水の防止

市町村

対策後

期間追加対策目的・効果実施主体種別

－
土砂災害警戒区域等の指定による

土砂災害リスク情報の充実
防災まちづくり県

被害対象を
減らす

概ね5年
内外水一体型のリスクマップを踏まえた

立地適正化計画の見直し
防災まちづくり市町村（熊本市）

－
土砂災害特別警戒区域

からの移転促進
防災まちづくり

市町村

概ね5年災害危険区域の指定の検討
新たな居住に対し、立地を規制する居

住者の人命を守る

概ね5年排水機場の遠隔操作・監視
操作の確実性による
浸水被害の軽減国被害の軽減

・早期復旧・
復興 概ね5年洪水予測の高度化災害対応や避難行動等の支援

－広域避難の促進避難体制等の強化県・市町村

※

※国管理区間における外水氾濫によるリスク

 上図は、緑川、御船川、加勢川、浜戸川の洪水予報区間について、河川整備計画規模及び気候変動考慮後の外力により浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 上図は、緑川、御船川、加勢川、浜戸川における現況の河道・洪水調節施設の整備状況及び流域治水プロジェクト2.0に位置付けている国が実施する氾濫を防ぐ・減らす対策を実施後の状況を勘案したうえで、氾濫した場合の浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
 なお、このシミュレーションの実施にあたって、国管理区間以外の支川においては、決壊による氾濫は考慮しておらず、溢水・越水のみを考慮しています。また、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。

浸水世帯数約15,000世帯 浸水世帯数約18,000世帯

※国管理区間における外水氾濫のみによるリスク
※高潮や及び内水による氾濫等は考慮していません

89020219
長方形



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

熊本市

宇土市

嘉島町

御船町

甲佐町

益城町

西原村

菊陽町

美里町

宇城市

山都町

大津町

高潮堤防整備

堤防整備

堤防整備

橋梁架替

緑川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～歴史的な治水対策の保全及び未来に向けて流域が一体となった防災・減災対策～

災害危険区域の指定

立地適正化計画制度における
防災指針の作成（熊本市）

高潮堤防整備

森林の整備・保全
治山施設の整備

船津ダム

緑川ダム

天君ダム

事前放流

既存調整池容量の拡充

砂防堰堤整備

調整池の整備

ため池の補強・有効活用

ため池の調査・補強・有効活用

立地適正化計画制度における
防災指針の作成（益城町）

歴史的な治水対策の保全（轡塘）

堰改築

既存施設の有効活用

・ハザードマップの整備、避難訓練の実施（流域内の全市町村）
・水防災教育の実施（熊本市、宇土市、甲佐町、美里町）
・防災士の育成（熊本市、御船町、甲佐町、益城町、美里町、山都町）
・自主防災組織の活動の推進（熊本市、西原村、御船町、甲佐町、益城町、

美里町、山都町）

凡例
浸水想定区域
大臣管理区間
居住誘導区域

校庭貯留施設整備

小学校敷地内貯留施設整備

・用水路等の事前排水（宇土市、嘉島町、甲佐町）
・排水機場の事前排水（熊本市、宇土市、宇城市）

堤防整備

河道掘削内田川
排水機場

上仲間
排水機場 古川

排水機場

鯰
排水機場

堤防整備

河道掘削

砂防堰堤整備

雨水貯留機能向上

河道掘削

雨水貯留機能向上

流木・塵芥捕捉

農業水利施設の整備

砂防堰堤整備

水田の貯留機能向上

・キキクルの普及等ICTを活用した早めの自主避難の促進
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備

⃝ S18.9洪水では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したこと等を踏まえ、以下の取り組みを一層推進する。国管理区間においては、気候変動（２℃上昇）下でも目標
とする治水安全度を維持するため、既往最大流量を記録したS18.9洪水に対し２℃上昇時の降雨量増加を考慮した雨量1.1倍となる規模の洪水を、安全に流下させることを目指す。

⃝ 堤防整備や河道掘削等の事前防災を引き続き推進し、洪水時の急激な水位上昇を抑制するために、遊水機能を有する土地や歴史的な治水対策の保全を図る。流出抑制対策の検討や特定都
市河川の指定に向けた検討、防災まちづくり等、流域市町村が一体となった防災・減災対策を図る。

海岸事業関係者との連携

・内外水一体型のリスクマップを踏まえた
立地適正化計画の見直し（熊本市）

R7.5（整備計画変
更に伴う更新）

※流域治水プロジェクト2.0で新たに追加した対策については、今後河川整備計画の過程で
より具体的な対策内容を検討する。

防災訓練の様子

下仲間
排水機場

下水道浸水対策
（バイパス管）

■被害対象を減少させるための対策
・内外水一体型のリスクマップを踏まえた立地適正化計画の見直し（熊本市）

・災害危険区域の指定（甲佐町、美里町）

・立地適正化計画制度における防災指針の作成（熊本市、益城町、宇城市）
・土砂災害特別警戒区域からの移転促進（流域内の全市町村）
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
○国・県・市町村
・水位・河川監視カメラの設置（国、県、宇土市、菊陽町、西原村、甲佐町）

○県・市町村
・広域避難の促進（県、宇土市）
・マイタイムラインの作成・更新・普及（県、菊陽町、美里町、山都町）
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保等
（県、菊陽町）

・避難訓練の実施（流域の全市町村）
○国
・内外水一体型のリスクマップの作成
・防災ステーションの整備 ・排水機場の遠隔化
・まるごとまちごとハザードマップの作成（想定最大規模）
・三次元管内図の整備
・危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラの公開
・洪水予測の高度化

○熊本県
・水害リスク空白域の解消
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組

○市町村
・総合防災マップ、ハザードマップの整備（流域内の全市町村）
・ため池ハザードマップの作成、認知度向上
（大津町、西原村、宇土市、御船町、甲佐町、益城町、美里町、山都町）

・防災無線・エリアメールの有効活用（大津町、菊陽町、嘉島町、御船町、
甲佐町、益城町、山都町）

・HP・防災アプリ等を活用した情報伝達
（熊本市、大津町、菊陽町、甲佐町、益城町、山都町）

・熊本地方気象台との連携による避難指示等の遅延防止（菊陽町）
・キキクルの普及等ICTを活用した早めの自主避難の促進（菊陽町）
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備（菊陽町）
・水防災教育の実施（熊本市、宇土市、甲佐町、美里町）
・防災士の育成（熊本市、御船町、甲佐町、益城町、美里町、山都町）
・自主防災組織の活動の推進（熊本市、西原村、御船町、甲佐町、益城町、
美里町、山都町）

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防整備、河道掘削、橋梁架替、堰改築、高潮堤防整備、天明新川水門整備 等

・下水道等の排水施設の整備 ・既存調整池容量の拡充 ・調整池の整備
・雨水貯留機能向上 ・水田の貯留機能向上 ・ため池の調査・補強・有効活用
・農業水利施設の整備 ・森林の整備・保全、治山施設の整備
・排水機場や用水路等の事前排水 ・校庭貯留施設整備 ・小学校敷地内貯留施設整備
・利水ダム等ダムにおける事前放流等の実施、体制構築（関係者：国、熊本県など）
・流木・塵芥の捕捉 ・既設施設の有効活用 ・竜野川合流点処理
・洪水調節施設の整備 ・遊水機能を有する土地の保全
・歴史的な治水対策の保全（轡塘） ・緑川ダム操作ルール変更
・砂防堰堤整備 ・海岸事業関係者との連携 ・特定都市河川の指定

歴史的な治水対策の保全（轡塘）

堤防

轡塘（くつわども）

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

既存施設の有効活用

特定都市河川の指定に向けた検討

立地適正化計画制度
における防災指針の
作成（宇城市）

河道掘削、樹木伐採

河道掘削

遊水機能を有する
土地の保全

河道掘削、樹木伐採

緑川ダム操作ルール変更

竜野川合流点処理

天明新川水門整備

堤防整備

河道掘削

堤防整備、河道掘削

堤防整備、河道掘削

河道掘削

堤防整備、河道掘削
橋梁架替、堰改築等

堤防整備

堤防整備、河道掘削

堤防整備、河道掘削
特定都市河川の指定

堤防整備、河道掘削

堤防整備

堤防整備、河道掘削

堤防整備、河道掘削

堤防整備

加勢川上流洪水調節施設

下水道等の排水施設の整備

緑川防災ステーション



被害の軽減・早期復旧・復興被害対象を減らす氾濫を防ぐ・減らす

○流域対策の目標を定め、
役割分担に基づく流域対策の推進
（特定都市河川浸水被害対策法の適用を含む）
＜具体の取組＞
・内外水一体型のリスクマップの作成
・まるごとまちごとハザードマップの作成
（想定最大規模）

・広域避難の促進
・マイタイムラインの作成・更新・普及
・防災無線・エリアメールの有効活用
・避難訓練の実施
・熊本地方気象台との連携による避難指示等の遅
延防止

・キキクルの普及等ICTを活用した早めの自主避難
の促進

・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の
整備

○気候変動を踏まえた治水計画への見直し
（２℃上昇下でも目標安全度維持）
＜具体の取組＞

・気候変動を考慮した河川整備計画に基づく
ハード対策（河道掘削、堰改築等）

・洪水調節施設の整備
・砂防堰堤整備

○流域対策の目標を定め、
役割分担に基づく流域対策の推進
＜具体の取組＞
・調整池の整備
・校庭貯留施設整備
・小学校敷地内貯留施設整備
・雨水貯留機能向上
・水田の貯留機能向上
・排水機場や用水路等の事前排水
・海岸事業関係者との連携
・特定都市河川の指定

○溢れることも考慮した減災対策の推進
＜具体の取組＞
・内外水一体型のリスクマップを踏まえた
立地適正化計画の見直し（熊本市）

・土砂災害特別警戒区域からの移転促進
・災害危険区域の指定の検討

○溢れることも考慮した減災対策の推進
＜具体の取組＞
・遊水機能を有する土地の保全
・歴史的な治水対策の保全（轡塘）

○インフラDX等の新技術の活用
＜具体の取組＞
・排水機場の遠隔操作・監視
・三次元管内図の整備
・危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラの
公開

・洪水予測の高度化

○土砂災害防止法に基づく警戒避難体制づ
くりの推進

＜具体の取組＞
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂
災害リスク情報の充実

○既存ストックの徹底活用
＜具体の取組＞
・既設施設の有効活用
・流木・塵芥の捕捉

緑川流域治水プロジェクト



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

熊本市

宇土市

嘉島町

御船町

甲佐町

益城町

西原村

菊陽町

美里町

宇城市

山都町

大津町

緑川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】
～歴史的な治水対策の保全及び未来に向けて流域が一体となった防災・減災対策～

船津ダム

緑川ダム

天君ダム

凡例
浸水想定区域
大臣管理区間
居住誘導区域

R7.5更新

※流域治水プロジェクト2.0で新たに追加した対策については、今後河川整備計画の過程で
より具体的な対策内容を検討する。

○緑川は、「日本の重要湿地500」に指定され、重要な生物が生息・生育する河口干潟、中流部に形成された良好な瀬や淵、加勢川におけるコウホネ等の希少な生物の生
息・生育環境等、流域の至る所に多様な河川環境を有している。

○かわまちづくりにおいては、周辺の文化財・史跡や自然豊かな地域資源を活用し、安心して水辺を利用できる環境、市境を越えた交流ができる賑わいのある水辺拠点を
各自治体（宇土市、甲佐町）と整備を行うことで、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取り組みを推進する。

●魅力ある水辺空間・賑わい創出
・宇土走潟地区かわまちづくり
・甲佐地区かわまちづくり

●治水対策における多自然川づくり
・干潟・ヨシ原の保全
・瀬・淵、砂礫河原、河畔林の保全・再生
・魚類等の移動からみた河川の連続性の維持・回復
・良好な河川景観の形成
・外来種対策及び在来種の保全

●自然環境が有する多様な機能活用の取組み
・小中学校などにおける環境学習
・水源地域（ダム）活性化のための活動支援

・干潟・ヨシ原の保全
・魚類等の移動からみた河川の連続性
の維持・回復
・良好な河川景観の形成

宇土走潟地区
かわまちづくり

・干潟・ヨシ原の保全
・魚類等の移動からみた河川の連続性の

維持・回復
・良好な河川景観の形成

・瀬・淵、河畔林、砂礫河原の保全
・魚類等の移動からみた河川の連続性の
維持・回復

・良好な河川景観の形成

甲佐地区
かわまちづくり

・水源地域（ダム）活性化のための
活動支援

・小中学校などにおける
環境学習

・魚類等の移動からみた河川の連続性の
維持・回復

・良好な河川景観の形成
・外来種対策及び在来種の保全

環境学習

凡 例

治水メニュー

大臣管理区間

想定浸水範囲（戦後最大のS28.6洪水規模）

流域界

グリーンインフラメニュー

【全域に掛かる取組】

・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携支援

宇土走潟地区かわまちづくり 甲佐地区かわまちづくり 河口部に広がるヨシ原

●グリーンインフラの取り組み 『生態系の保全と再生と固有の文化・歴史に学び、良好な景観の保全』

整備済箇所

追加整備箇所

高潮堤防整備

堤防整備

堤防整備

橋梁架替

森林の整備・保全
治山施設の整備

事前放流

既存調整池容量の拡充

砂防堰堤整備

調整池の整備

ため池の補強・有効活用

ため池の調査・補強・有効活用

歴史的な治水対策の保全（轡塘）

堰改築

校庭貯留施設整備

小学校敷地内貯留施設整備

・用水路等の事前排水（宇土市、嘉島町、甲佐町）
・排水機場の事前排水（熊本市、宇土市、宇城市）

堤防整備

河道掘削

堤防整備

河道掘削

砂防堰堤整備

雨水貯留機能向上

河道掘削

雨水貯留機能向上

流木・塵芥捕捉

農業水利施設の整備

砂防堰堤整備

水田の貯留機能向上

海岸事業関係者との連携

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

既存施設の有効活用

河道掘削、樹木伐採

河道掘削

遊水機能を有する
土地の保全

緑川ダム操作ルール変更

竜野川合流点処理

天明新川水門整備

堤防整備

河道掘削

堤防整備、河道掘削

堤防整備、河道掘削

河道掘削

堤防整備、河道掘削
橋梁架替、堰改築等

堤防整備

堤防整備、河道掘削

堤防整備、河道掘削
特定都市河川の指定

堤防整備、河道掘削

堤防整備

堤防整備、河道掘削

堤防整備、河道掘削

堤防整備

加勢川上流洪水調節施設

下水道等の排水施設の整備

緑川防災ステーション

河道掘削、樹木伐採



氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 被害対象を減少させるための対策 被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

農地・農業⽤施設の活⽤ 流出抑制対策の実施 ⽴地適正化計画における
防災指針の作成

避難のための
ハザード情報の整備

（概ね５か年後）

⾼齢者等避難の
実効性の確保

⼭地の保⽔機能向上および
⼟砂・流⽊災害対策

戦後最⼤洪⽔等に対応した
河川の整備（⾒込）

整備率：６３％
（令和７年度末時点）

８市町村
（令和６年度実施分）

０施設 （令和７年度実施分）

５箇所

（令和７年度完成分）
※施行中 ４施設

０施設

治山対策等の
実施箇所

砂防関連施設の
整備数 （令和７年１２月末時点）

３市町村 （令和８年３月末時点）

５５河川

（令和８年３月末時点）

６団体

洪水浸水想定
区域

個別避難計画

（令和７年９月末時点）

125施設

（令和５年１月１日時点）

１２市町村

避難確保
計画

1,457施設
土砂

洪水

内水浸水想定
区域

緑川水系流域治水プロジェクト2.0【流域治水の具体的な取組】
～歴史的な治水対策の保全及び未来に向けて流域が一体となった防災・減災対策～ R8.4月更新

【ワンコイン浸水センサ】 （甲佐町）

地域住民の早期避難や町で行う防災対策のため、監視カ
メラ、浸水センサの設置を行う。
令和７年度は、令和７年８月豪雨の浸水状況等を踏まえ、
監視カメラ、浸水センサを追加設置。

自主防災組織研修会（宇城市）

【自主防災組織の活動の推進】
（宇城市、甲佐町、山都町）

【特定都市河川指定】（熊本県、甲佐町）【高潮堤防整備】（国土交通省）

高潮堤防整備状況
（緑川下流左岸：TP 7.0対応）

緑川平木橋下流、浜戸川太郎兵衛橋下流の高潮区間にお
いて、平成11年9月の高潮規模の対応となるT.P.4.50mの堤
防整備が令和４年度に完成。現在実施中の第2段T.P.6.0m（
高潮II期）の整備が進捗してきたことから、令和７年度より平
行してT.P.7.0m（完成）の整備を実施中。

甲佐町に位置する竜野川流域では、流域治水を推進し、
水害に強いまちづくりに取り組むため、令和６年度に「特
定都市河川」に指定された。
流域水害対策計画策定に向け、甲佐町・熊本県・国土交
通省が連携して検討を行っている。

浸水被害の軽減

みんなが参加できる
仕組み

計画に基づくハード
対策の加速化 雨水流出の抑制

流域における貯留
機能の保全

水害を減らす
まちづくり

特定都市河川指定によるメリット

R7.7.2  第１回竜野川流域水害対策協議会

監視カメラ

浸水センサ

地元区及び地元自主防災組織を対象として、マイタイムライン
の作成や危険個所の把握、有事の際における行動について
の講習を実施。



校庭貯留

凡 例
気候変動考慮時の浸水深0.5m以上
のエリア
大臣管理区間

砂防堰堤整備
砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

○ S28.6洪水では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したこと等を踏まえ、白川水系においても以下の取り組みを一層推進していくものとし、国管理区間においては、
気候変動（２℃上昇）下でも目標とする治水安全度を維持するため、河川整備計画規模である年超過確率1/60の規模に対し２℃上昇時の降雨量増加を考慮した雨量1.1倍となる規模の洪
水を安全に流下させることを目指す。

○ 堤防整備や河道掘削等の事前防災を引き続き推進するとともに、気候変動の影響に伴う降雨量や洪水発生頻度の変化という新たな課題や、流域の土地利用の変遷に伴う保水・遊水地域の
減少等をふまえ、将来にわたって安全な流域を実現するため、流出抑制対策の検討や防災まちづくり等、流域市町村が一体となった防災・減災対策を図る。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、護岸整備、橋梁架替、堰改築、
阿蘇立野ダム、河床掘削
・調整池の整備
・住宅等における雨水浸透施設の設置補助
・一定規模以上の開発行為に対する雨水地下浸透の指導
・流域の雨水貯留施設の設置補助
・雨水浸透桝の設置
・校庭貯留施設整備
・森林の整備・保全、治山施設の整備
・ため池の補強・有効活用
・草原の保全・再生（流域自治体、環境省）
・砂防堰堤整備
・流域流木対策（林野部局との連携強化）
・水田の貯留機能向上 等

⽩川

熊本県

⼤分県

福岡県

宮崎県

⿅児島県

佐賀県

⻑崎県

位置図

※ 具体的な対策内容については、今後の調
査・検討等により変更となる場合がある。

■被害対象を減少させるための対策
・災害危険区域の指定
・立地適正化計画の策定（防災指針の追加を含む）
・中心市街地における老朽建築物の建替え促進による防災機能の強化
・防災マップ、避難所マニュアル等防災無線の多言語化等の検討
・地区公民館に対する補強工事補助による防災機能の強化
・土砂災害特別警戒区域からの移転促進（流域内の全市町村）
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実
・内外水一体型のリスクマップを踏まえた立地適正化計画の見直し

熊本市

堤防整備

横断工作物の対策
（固定堰の改築等）

流下能力向上対策
地域住民等の合意
を得た上で実施

河道掘削

横断工作物の対策
（固定堰群及び橋梁の改築等）

井
樋
⼭
堰

⼗
⼋
⼝
堰

薄
場
橋

三
本
松
堰

⽩
川
橋
梁

渡
⿅
堰

白川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～上流から河⼝まで⼀本でつながる治⽔対策及び流域が⼀体となった防災・減災対策～

河道掘削、堰改築 等

立地適正化計画の策定
（防災指針の追加を含む）

中心市街地における老
朽建築物の建替え促進
による防災機能の強化

調整池の整備

河川防災ステー
ションの整備

中心市街地における老朽建築物の建替え促進による
防災機能の強化

防災士育成の様子（防災セミナー）

R6.3更新（2.0策定）

河道掘削・護岸整備

大津町

西原村

南阿蘇村

高森町

阿蘇市

白川

菊陽町

・森林の整備・保全
・治山施設の整備

水田の貯留機能向上

・土砂災害特別警戒区域からの移転促進
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災
害リスク情報の充実

・ハザードマップの作成
・水位監視カメラ設置
・ため池ハザードマップ作成

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

・ハザードマップの周知
・防災無線による情報発信

河床掘削

・ハザードマップの配布
・浸水想定区域の周知

白川左岸の
避難場所確保

白川（陣内）水位
予測システムよる
情報把握

河道掘削

遊水地の整備

・防災マップ、避難所マニュアル等防災無線
の多言語化等の検討
・地区公民館に対する補強工事補助による
防災機能の強化

調整池の整備

堤防整備、河道掘削、橋梁架替、堰改築 等

阿蘇立野ダム

砂防堰堤整備

・防災教育、自主防災組織の活動の推進
・防災ハザードマップの作成

・総合防災マップの作成
・ため池ハザードマップの作成

ため池の補強・有効活用

・防災訓練
・消防団員防災士の育成
・自主防災組織の活動推進

災害危険区域の指定

内外水一体型のリスクマップを踏
まえた立地適正化計画の見直し

校庭貯留
施設整備

調整池の整備
雨水浸透桝の設置

洪水・土砂災害ハザードマップづくり

水田の貯留機能向上
草原の保全・再生（流域自治体、環境省）

・流域の雨水貯水施設の設置補助

・VR・ＡＲを活用した体験型の防災訓練の実施
・キキクルの普及等ITCを活用した早めの自主避難の促進
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備
・マイタイムライン普及、避難訓練の促進
・防災無線の多言語化の検討

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
○国・県・市町村
・水位監視カメラの設置（国、県、高森町、西原村）
○県・市町村
・広域避難の促進・実施（県、流域内の全市町村）
・マイタイムライン普及、避難訓練の促進（県・菊陽町）

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性
確保（県・菊陽町）
○国
・内外水一体型のリスクマップの作成
・三次元管内図の整備
・危機管理型水位計の公開
・洪水予測の高度化
・阿蘇ジオパーク推進協議会と連携した流域治水の情報発信
・阿蘇立野ダムインフラツアーと連携した流域治水の情報発信

○熊本県
・水害リスク空白域の解消
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組
○市町村
・総合防災マップ、ハザードマップの作成・更新（阿蘇市、西原村、大津町）
・ため池ハザードマップの作成（西原村）
・消防団防災士の育成、防災訓練の実施（南阿蘇村）
・防災教育、自主防災組織の活動の推進（阿蘇市、西原村、南阿蘇村）
・白川左岸の避難場所確保（大津町）
・ハザードマップの配布、浸水想定区域の周知（南阿蘇村）
・熊本地方気象台との連携による避難指示等の遅延防止（菊陽町）
・白川（陣内）水位予測システムによる情報把握（大津町）
・VR・ARを活用した体験型の防災訓練の実施（菊陽町）
・キキクルの普及等ITCを活用した早めの自主避難の促進（菊陽町）
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備（菊陽町）
・防災無線の多言語化の検討（菊陽町）
・防災無線による情報発信（菊陽町）
・まるごとまちごとハザードマップの作成（想定最大規模）（熊本市）

※ 流域治水プロジェクト2.0で新たに追加し
た対策については、今後河川整備計画の過
程でより具体的な対策内容を検討する。

・まるごとまちごとハザードマップの作成
（想定最大規模）

流域流木対策
（林野部局との連携強化）



白川水系流域治水プロジェクト

被害の軽減・早期復旧・復興被害対象を減らす氾濫を防ぐ・減らす
○流域対策の目標を定め、

役割分担に基づく流域対策の推進
＜具体の取組＞
・内外水一体型のリスクマップの作成（国）
・広域避難の促進・実施（県、流域内の全市町村）
・マイタイムライン普及、避難訓練の促進（県・菊陽町）
・防災無線による情報発信（菊陽町）
・防災無線の多言語化の検討（菊陽町）
・VR・ARを活用した体験型の防災訓練の実施（菊陽町）
・白川（陣内）水位予測システムによる情報把握（大津町）
・防災教育（阿蘇市、西原村）
・白川左岸の避難場所確保（大津町）
・ハザードマップの配布、浸水想定区域の周知（南阿蘇村）
・全市町村を対象とした避難訓練の実施（国、流域内の全市町村）
・熊本地方気象台との連携による避難指示等の遅延防止（菊陽町）
・キキクルの普及等ITCを活用した早めの自主避難の促進（菊陽町）
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備（菊陽町）
・阿蘇ジオパーク推進協議会と連携した流域治水の情報発信（国）
・阿蘇立野ダムインフラツアーと連携した流域治水の情報発信（国）
・まるごとまちごとハザードマップの作成（想定最大規模）（熊本市）

○気候変動を踏まえた治水計画への見直し
（２℃上昇下でも目標安全度維持）
＜具体の取組＞

・気候変動を考慮した河川整備計画に基づくハード対
策（河道掘削、護岸整備、橋梁架替、河床掘削）

・砂防堰堤整備

○流域対策の目標を定め、
役割分担に基づく流域対策の推進
＜具体の取組＞
・草原の保全・再生
（流域自治体、環境省）

・流域の雨水貯留施設の設置補助
・雨水浸透桝の設置
・流域流木対策
（林野部局との連携強化）

○溢れることも考慮した減災対策の推進
＜具体の取組＞

・内外水一体型のリスクマップを踏まえた立地適正化計
画の見直し（熊本市）

・土砂災害特別警戒区域からの移転促進（流域内
の全市町村）

○インフラDX等の新技術の活用
＜具体の取組＞
・三次元管内図の整備（国）
・危機管理型水位計の公開（国）
・洪水予測の高度化（国）

○被害対象を減少させるための対策
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リス
ク情報の充実

・防災マップ、避難所マニュアル等防災無線の多言
語化等の検討

・地区公民館に対する補強工事補助による防災機
能の強化



凡 例

⽩川

熊本県

⼤分県

福岡県

宮崎県

⿅児島県

佐賀県

⻑崎県

位置図

※ 具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

大津町

西原村

熊本市

南阿蘇村 高森町

阿蘇市

河道掘削

井
樋
⼭
堰

⼗
⼋
⼝
堰

薄
場
橋

⽩
川
橋
梁

白川

堤防整備、河道掘削、橋梁架替、堰改築 等

阿蘇立野ダム

河道掘削、堰改築 等

調整地の整備

校庭貯留施設整備 調整池の整備
雨水浸透桝の整備

森林の整備・保全
治山施設の整備

ため池の補強・有効活用

水田の貯留機能向上

砂防堰堤整備

○上流域では、ほぼ全域が「阿蘇くじゅう国立公園」に指定され、雄大な火山・カルデラ景観、広大な草原景観、阿蘇北向谷原始林を中心とした渓谷景観、南郷谷を中心とした清浄な湧水
源、内牧温泉を中心とした温泉群など優れた観光資源を有し、中・下流域においては、金峰山県立自然公園の一部である立田山のヤエクチナシ自生地や熊本市街部の白川沿いの緑地など、
豊かな自然を有している。

○白川が流れる熊本市街部を「くまもとの顔」として活性化し、魅力ある都市空間づくり等を目指し、白川の河岸部を活用して自転車通行などを快適かつ円滑に行い、上下流の交流促進、
河川の利活用による地域活性化、河川景観の向上、河川利用者の安全性の向上を図るため今後概ね１０年間で、白川市街部かわまちづくりを進めるなど、自然環境が有する多様な機能を
活かすグリーンインフラの取り組みを推進する。

治水メニュー

大臣管理区間

気候変動考慮時の浸水深0.5m以上のエリア

流域界

●魅力ある水辺空間・賑わい創出
・白川市街部かわまちづくり
・阿蘇立野ダム周辺かわまちづくり

●治水対策における多自然川づくり
・魚類等に配慮した水際の保全・整備
・野鳥の生息場となっている河畔林や河道内樹木、植生群の保全
・魚類に配慮した縦断的連続性や避難場所の確保
・多様な生物の生息・生育環境の保全
・アユの産卵場の保全
・ツルヨシ等の水辺植生の復元

●自然環境が有する多様な機能活用の取組み
・河川協力団体と連携した小中学校などにおける環境学習

【全域に掛かる取組】

・地域のニーズを踏まえた賑わいのある
水辺空間創出への連携支援

・多様な生物の生息・生育環境の保全

・多様な生物の生息・生育環境の保全

白川市街部
かわまちづくり

・野鳥の生息場となっている河畔林
や河道内樹木、植生群の保全

河道掘削

三
本
松
堰

横断工作物の対策
（固定堰の改築等）

遊水地の整備

環境学習

賑わい創出

魅力ある水辺空間

グリーンインフラメニュー

白川水系流域治水プロジェクト 【グリーンインフラ】
～上流から河口まで一本でつながる治水対策及び流域が一体となった防災・減災対策 ～

●グリーンインフラの取り組み 『沿川住民や水際の動植物にとって安全で心地よい空間の創出』

ソフト施策メニュー

水循環モデルの構築

・魚類等に配慮した水際の保全・整備
・魚類等に配慮した縦断的連続性や

避難場所の確保
・多様な生物の生息・生育環境の保全

横断工作物の対策
（固定堰群及び橋梁の改築等）

白川市街部地区かわまちづくり
魚類等に配慮した
横断工作物の改築

横断工作物（取水堰）

渡
⿅
堰

・河川協力団体と連携した
小中学校などにおける環境学習

・魚類等に配慮した水際の保全・整備
・魚類等に配慮した縦断的連続性や

避難場所の確保
・アユの産卵場の保全
・ツルヨシ等の水辺植生の復元

堤防整備
菊陽町

河道掘削・護岸整備

流下能力向上対策
地域住民等の合意
を得た上で実施

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

流域流木対策
（林野部局との連携強化）

砂防堰堤整備

河床掘削

砂防堰堤整備

水田の貯留機能向上
草原の保全・再生（流域自治体、環境省）

砂防堰堤整備

・流域の雨水貯水施設の設置補助

※ 流域治水プロジェクト2.0で新たに追加し
た対策については、今後河川整備計画の過
程でより具体的な対策内容を検討する。

R6.3更新

ダム周辺
かわまちづくり



白川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～上流から河⼝まで⼀本でつながる治⽔対策及び流域が⼀体となった防災・減災対策～

被害対象を減少させるための対策

・内外水一体型のリスクマップをふま
えた立地適正化計画の見直しを検討中。
・立地適正化計画に防災指針を追加。
・居住誘導区域を中心に防災部局等の
保有するハザード情報と都市部局が保
有する都市の情報を組み合わせ災害リ
スクを分析するなど、災害リスクに備
えた多核連携都市を目指す。

【熊本市立地適正化計画の見直し】
（熊本市）

農地・農業⽤施設の活⽤ 流出抑制対策の実施 ⽴地適正化計画における
防災指針の作成

避難のための
ハザード情報の整備

（概ね５か年後）

⾼齢者等避難の
実効性の確保

⼭地の保⽔機能向上および
⼟砂・流⽊災害対策

戦後最⼤洪⽔等に対応した
河川の整備（⾒込）

整備率：５５％
（令和７年度末時点）

３市町村
（令和６年度実施分）

０施設 （令和７年度実施分）

４箇所

（令和７年度完成分）
※施工中 １４施設

４施設

治山対策等の
実施箇所

砂防関係施設の
整備数 （令和７年１２月末時点）

１市町村 （令和８年３月末時点）

１６河川

（令和８年３月末時点）

２団体

洪水浸水想定
区域

個別避難計画

（令和７年９月末時点）

108施設

（令和６年1月1日時点）

７市町村

避難確保
計画

1144施設
土砂

洪水

内水浸水想定
区域

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

令和7年度に、熊本市と連携し、SDGs企業
である鶴屋百貨店を対象に水害版企業Ｂ
ＣＰの策定支援を実施し、水害版ＢＣＰ策
定マニュアルを作成。

【水害版企業BCP策定支援】
（国土交通省）

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

河川整備計画の目標流量2,400m3/sを安全に
流下させるため、洪水時の流下阻害となってい
る市街部下流の固定堰群（3堰）の改築を行う

【白川固定堰群改築】（国土交通省）

【草原の保全再生】（流域自治体・環境省）

野焼き等により草原の保全を図ることで、
雨水を土の中で貯え、ゆっくりと河川に送
り出し、また渇水時期でも水を放出し続け
る水源涵養機能を守る。

R8.4月更新



R8.5更新

高潮堤防整備（緑川・浜
戸川）

治水安全度の向上を図るため、高潮堤防整備を
実施

引き続き実施予定

堤防整備（緑川下流部）
緑川下流部の美登理地区及び莎崎地区におい
て、堤防整備を実施

今後は中流区間において、整備を実施予定

河道掘削（加勢川：野田
堰下流）

流下能力の向上を図るため、加勢川の河道掘削
を実施

引き続き野田堰下流まで河道掘削を実施予定

防災ステーション整備
（緑川上流部）

緑川上流部に円滑な復旧活動を行うための防災
拠点（防災ステーション）の整備を実施

令和７年度に整備完了
令和８年４月より供用開始

緑川ダム操作ルール変更 緑川ダム操作ルール変更の検討を実施
今年度実施した操作ルール変更の検討を基にダムコン
の変更設計を実施予定

内外水統合型の多段階浸
水想定区域図・水害リス
クマップ

緑川流域において、内外水統合型の多段階浸水
想定区域図・水害リスクマップを公表予定

令和７年度に公表完了

小学校における出前講座
日吉東小学校において、座学講義及びAR、簡易
降雨体験機、浸水ドアを活用した防災教育を実
施

他の学校への展開も含め、引き続き取り組みを進める

緑川フェスタ
緑川流域の地域住民の防災意識向上を目的に緑
川フェスタを開催

引き続き実施予定

地域連携×流域治水
河川協力団体と連携し、緑川流域つなぐ座談会
を実施

令和８年度は熊本地震から10年目の節目の年でもある
ため、流域首長登壇の緑川流域サミットを企画中

森林整備等×流域治水
NPO法人天明水の会と連携し、天明中学校の生徒
と一緒に森林整備を実施

引き続き実施予定

堤防整備（白川）
堤防高と堤防幅が不足している中原地区及び小
島地区において堤防整備を実施

中原地区において継続して整備を実施予定

固定堰群改築事業（白
川）

洪水時の流下阻害となっている市街部下流の固
定堰群（3堰）の改築を行う

右岸側堰本体のコンクリート打設を引き続き実施予定

小学校における防災教育
大江小学校において、白川大水害の体験談 及び
AR等を活用した防災教育を実施

今後も地域と連携した防災教育について、他の小学校
への展開も含め引き続き取り組みを進める

白川水防災体験
10月26日に地域住民の防災意識の高揚を図り、
自助・共助を基本とした地域防災力の向上を目
的に白川水防災体験を開催

引き続き実施予定

阿蘇立野ダムに関するツ
アー

みなみあそ観光局と連携し鶴屋友の会バスツ
アーで阿蘇立野ダムのツアーを実施

みなみあそ観光局と連携し、阿蘇立野ダムツアー継続
に向けて調整中

白川水系白川洪水浸水想定区域の
変更内外水統合型の多段階浸水想
定図・水害リスクマップを公表

白川水系白川洪水浸水想定区域 及び内外水統合
型の多段階浸水想定図・水害リスクマップを活
用

水害版企業BCP策定支援に継続的に活用する。
自治体等においての施設浸透対策検討にも継続的に活
用する。

被害対象を減少
させるための対
策

水害版企業ＢＣＰ策定支
援

鶴屋百貨店を対象に水害版企業ＢＣＰの策定支
援を実施

作成した水害版ＢＣＰ策定マニュアルを様々な企業へ
展開予定

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす

ための対策
土砂洪水氾濫対策 砂防堰堤整備

・砂防堰堤２５箇所の事業を推進し、令和８年３月末
時点で１３箇所完成。令和８年度は１２箇所で事業を
継続。

災害伝承
阿蘇地域の自然災害伝承分布図調査
災害伝承碑の登録申請の支援

・災害伝承・地域防災力向上の取組として継続して実
施

学校と連携した防災授業
の実施

小学校、中学校、高校での防災授業 ・学校と連携した防災学習を継続して実施

地区防災マップ作成支援 地区防災マップ作成支援 ・地区防災マップの普及に向けて継続して実施

防災啓発・地域活性化の
取組

地域のイベントやテレビ放送等を活用した防災
啓発の取組

・防災啓発・地域活性化の取組として継続して実施

草原保全に向けた取組
草原保全に向けた関係機関との協力
野焼きボランティアへの参加

・草原保全の取組として継続して実施

令和８年度の取組予定の内容対策内容 実施内容

中期 中長期

令和7年度時点の取組進捗状況

取組工程の進捗状況

短期

白川水系・緑川水系流域治水プロジェクト【流域治水対策内容のフォローアップ】

機関名 区別

熊本河川国道事務所

被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策

被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策

阿蘇砂防事務所

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす

ための対策

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす

ための対策

被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策

R7時点 目標

R7公表

完了予定

継続実施R7時点

R7時点

R7時点 目標

R7時点 目標

R7時点 目標

R7完了

R7時点 目標

R7時点 目標

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

目標

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

R7時点 目標

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点



R8.5更新

令和８年度の取組予定の内容対策内容 実施内容

中期 中長期

令和7年度時点の取組進捗状況

取組工程の進捗状況

短期

白川水系・緑川水系流域治水プロジェクト【流域治水対策内容のフォローアップ】

機関名 区別

既存ダムの洪水調節機能の強化

既存ダムの洪水調節機能の強化

橋梁架替
・Ｐ２橋脚工事、Ａ１橋台工事を引き続き実施予定。
・Ａ２橋台工事にR8出水期後から着手予定。

堤防整備
・菊陽町津久礼工区～久保田工区の用地買収及び用地買収が完
了した箇所の堤防整備を引き続き実施予定。

遊水地整備
・跡ヶ瀬遊水地において、用地買収（取得率９１％）及び、関
係機関と調整を図りながら、護岸工事、掘削工事を引き続き実
施予定

橋梁改築、樋門設置、護岸工
・河道バイパス区間において橋梁改築、樋門設置、護岸等の工
事を引き続き実施予定。
・年度内に河道バイパスに切り替え予定。

土砂災害対策 砂防堰堤整備、流木対策
・令和８年度以降も、継続して砂防堰堤の整備及び新規整備箇
所の調査を実施。

森林の整備・保全、治山
施設の整備

治山施設の整備
・令和８年度以降も、山地災害が発生した箇所又は恐れのある
箇所について、谷止工や山腹工等の復旧工事を実施。

森林の整備・保全（保育
間伐、間伐、枝打ち、再
造林、下刈等）

森林の整備・保全

・森林の有する山地災害防止機能や水源涵養機能等の公益的機能の発揮に向け、
山地災害防止地区や白川・緑川上流域等の森林を主体として、間伐や再造林等の
森林整備を実施予定。
・併せて、森林整備を効率的・効果的に進めるため、森林経営管理制度の活用や
施業技術の実証・普及等を引き続き実施。

水田の貯留機能の向上 田んぼダムの普及拡大

・県営基盤整備事業等を活用して、田んぼダムの取組拡大を目
指す。
・田んぼダムの普及拡大に向け、取組み内容の説明会等を実施
する。

被害対象を減少
させるための対
策

マイタイムラインの普及
学校等と連携した防災教育支援事業や県政広報
媒体等でのマイタイムライン作成呼びかけ等を
実施

・県内教職員を対象とした研修会等を継続し、教職員が自身でマイタイムライン
を活用した防災教育を実施できるよう支援。
・県内の新中学一年生に対し、マイタイムラインガイドブックを配布。
・テレビやラジオ、県からのたより等、県政広報媒体等でのマイタイムライン作
成の呼びかけを継続的に実施。
・５か国語に翻訳したマイタイムラインタブロイド判を用いて、在住外国人に向
けたマイタイムライン普及を実施。

多様な避難方法による
確実な避難の実施

研修会やワークショップを実施し、県内市町村
における広域避難計画の作成に向け、希望する
市町村に対し個別支援を行う。

・県内市町村における広域避難計画の作成に向け、希望する市
町村に対し個別支援を行う。

防災担当職員の防災スキ
ル向上に向けた訓練の実
施

防災担当職員の災害対応能力向上及び関係機関
との連携強化を目的として、訓練を実施。

高潮浸水想定区域の指定
・避難場所や避難経路等を定める地域防災計画に活用できるよ
う支援を実施予定。

要配慮者利用施設避難確保計画の作成・避難訓
練の実施支援

・避難確保計画を未作成の施設への訪問、作成支援を実施予
定。

水防管理者、水防団への
水防資機材の情報共有

水防計画書に最新の情報を記載
水防管理者等へ説明・情報共有

・令和８年度熊本県水防計画に水防資機材の最新の情報を記
載。水防管理者等へ説明・情報共有を実施予定。

河道掘削、横断工作物の
対策、堤防整備、橋梁架
替、遊水地整備

特定都市河川 流域水害対策計画の策定 ・竜野川流域水害対策計画を策定予定。

緑川ダム管理所

熊本県

被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策

避難体制等の強化

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす

ための対策

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす

ための対策

R7時点 目標

R7時点 目標

R7時点 目標

R7時点 目標

R7時点 目標

R7時点 目標

R7時点 目標

R7時点 目標

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

R7完了

継続実施R7時点

継続実施R7時点

R7時点 目標



R8.5更新

令和８年度の取組予定の内容対策内容 実施内容

中期 中長期

令和7年度時点の取組進捗状況

取組工程の進捗状況

短期

白川水系・緑川水系流域治水プロジェクト【流域治水対策内容のフォローアップ】

機関名 区別

止水板設置補助

水災害ハザードエリアにおける土地利用・住ま
い方の工夫

水害対応タイムラインの
策定、運用

住民が主体的に避難活動を実施できるようにマ
イ・タイムラインの作成促進

・昨年度に引き続き、地域の防災研修の内容にマイタイムライ
ンを取り上げ、各家庭での作成促進を図る。

要配慮者利用施設における避難確保計画作成促
進と避難の実効性確保

・昨年度に引き続き、訓練を通して避難確保計画の内容に基づ
く訓練に対する支援を行う。

自主防災組織連絡協議会の設立
・令和７年度に設立できなかった３地区の協議会立ち上げに向
け、防災研修等啓発活動の充実及び協議を図り、地区防災計画
の作成を促す。

宇城市
被害の軽減、早
期復旧・復興の
ための対策

土地の水害リスク情報の
充実

自主防災組織の活動の推進 ・今後も防災関係の講習会を適宜行っていく予定である。

阿蘇市
被害の軽減、早
期復旧・復興の
ための対策

避難体制の強化

・防災ハザードマップの作成（全戸配布）、WEB
版ハザードマップの公開（多言語）・大雨の備
えとして市広報誌による防災情報の発信（全戸
配布）・大雨を想定した防災訓練とハザード
マップ作成

・各地域での防災訓練と地域のハザードマップの作成。

出水期前の防災意識啓発
出水期前に「災害に備える」ために確認すべき
事項を広報誌に掲載し、市民への防災意識啓発
活動を実施

・引き続き、市HPや広報誌等にて市民に対して、防災意識の啓
発を行う。

外国人に向けた防災情報
の周知

市ＨＰにハザードマップをはじめ、避難情報に
関するガイドライン等多言語対応した防災情報
を掲載及び転入時に紹介

・引き続き、外国人転入者に、多言語に対応した手段を活用
し、防災に関する啓発活動を実施する。

防災フェアの実施
子供も大人も楽しく体験することができ、防災
について考えるきっかけ作りとなるイベントを
実施

・防災に関する持続性のあるイベント等の企画、検討。

情報配信の多重化への取
組

防災アプリの運用開始
・各種イベントや会議等で、防災アプリ活用の情報発信を継続
していく。

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす
ための対策

流域の雨水貯留機能向上
雨水浸透桝設置補助事業、開発事業等指導要綱
に基づく浸透桝設置等の指導を実施

・流域の雨水貯留機能の向上に向け、引き続き事業推進を図っ
ていく。

避難体制等の強化
洪水・土砂災害ハザードマップ、ため池ハザー
ドマップの作成、防災マップづくり等

・ハザードマップを活用して、各地域による危険個所の確認と
防災訓練を実施する。
・白川流域の洪水浸水想定区域の変更に伴い、町のハザード
マップの改訂を実施し、対象地域に配布するとともに、高解像
度のハザードマップを町ホームページに掲載する。

土地の水害リスク情報の
充実

防災無線とホームページ及び登録制メールとの
連携、水位予測システムによる情報把握

・防災無線情報を更に周知させる方法を検討。
・継続して水位予測システムを避難判断や災害予測に活用す
る。

被害の軽減、早
期復旧・復興の
ための対策

誰にでもわかりやすく、
正確かつ迅速な情報提供
の発信

出水期前に防災特集「災害から命を守るため
に」と題し、正常性バイアス及び対策としてマ
イタイムライン等を紹介

継続して情報提供を実施予定

流域の雨水貯留機能向上 校庭貯留施設の整備 流域の雨水貯留機能向上のため、適切に維持管理を行う。

流域の雨水貯留機能向上 調整池の整備 流域の雨水貯留機能向上のため、適切に維持管理を行う。

防災に関する情報発信 町独自の情報発信
・たかもりポイントチャンネルを活用し、防災情報の発信を行
う。

自主防災組織の取り組み 研修会や各種災害の避難訓練の実施
・令和７年度に防災士連絡協議会を設立し、協議会の活動で講
演会や各地区の自主防災組織の合同訓練を予定。

熊本市

宇土市

合志市

被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策

被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策

大津町

美里町

被害対象を減少
させるための対

策

被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策
避難体制等の強化

被害対象を減少
させるための対

策

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす

ための対策

高森町

菊陽町

被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

R7時点 継続実施

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

R5時点

（完了）

R5時点

（完了）

継続実施R7時点



R8.5更新

令和８年度の取組予定の内容対策内容 実施内容

中期 中長期

令和7年度時点の取組進捗状況

取組工程の進捗状況

短期

白川水系・緑川水系流域治水プロジェクト【流域治水対策内容のフォローアップ】

機関名 区別

西原村
氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす
ための対策

流域の雨水貯留機能向上 調整池の整備
・調整池の整備は完了している。現在、維持管理に努めてい
る。

南阿蘇村
氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす
ための対策

流域雨水貯留機能向上 計測を継続 ・令和８年度においても継続して実施予定。

御船町
被害の軽減、早
期復旧・復興の
ための対策

避難体制の強化
洪水・土砂災害、ため池ハザードマップの作
成、防災マップづくり等

・Ｒ８．４月～５月に全戸配布し、町ＨＰ及び町広報
誌で周知する予定。
・防災訓練や防災教育での活用により防災意識の向上
を図る。

水防教育の実施 小学校授業
・引き続き要請等に応じて授業等を実施し、特に消防団（水防
団）を知ってもらうためにも消防団の定期的なイベントに結び
付けていきたい。

水防教育の実施（ハザー
ドマップの周知等）

防災授業の実施
・引き続き要請等に応じて授業等を実施し、担当課の定期的な
イベントに結び付けていきたい。

防災会議 嘉島町災害対策会議
・引き続き、災害対策本部と消防団（水防団）との平時からの
情報共有を行っていく。

HPを活用した情報伝達 町HPへ気象情報等ページ作成
・引き続き、災害時必要な情報を精査しHP更新を行って町民の
情報収集の簡素化に寄与し、個々人の防災意識のさらなる醸造
に努める。

消防団入団促進 ・消防団入団促進に関するパンフレット配布

・消防団入団促進を図るため、引き続き、パンフレットを関係
機関や地域などに配布し、町消防団の取組などについて周知を
図り、新入団員の増加に取り組んでいく。
・消防団員資格等取得費補助金について、来年度も継続して実
施予定。

出水時の河川巡視情報等
の共有

Logoチャットによる被害状況の報告

・SNSによる情報共有にあっては、個人情報などの取り扱いに
注意が必要であることから、SNSによる情報共有を行う場合
は、情報の取扱いに十分注意するよう、周知していく。
・Webフォーム作成ツール等も活用することとし、情報共有の
効率化に取り組む。

町民の防災意識の向上 防災訓練や防災教育の継続実施
・町民参加型の防災訓練や児童生徒への防災教育の継続実施、
及び防災関係イベントへの積極的な参加。

防災会議 益城町防災会議・水防災会議 ・5月に防災会議及び水防災会議を開催する。

情報発信 水位情報の提供 -

河川掘削 秋津川への堆積した土砂の撤去
・河川管理者に対し、着実な治水整備、適切な維持管理に努め
るように依頼する。

雨水ポンプ場の建設・仮設排水ポンプによる内
水排水

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす
ための対策

支川等氾濫対策
中小河川の河道拡幅、橋梁架替、河床掘削、た
め池の補強・有効活用等

・ため池②の用地買収、工事用道路に着手。

避難体制等の強化 防災情報伝達の迅速化、多重化
・これまでに設置した監視カメラ５台、浸水センサ８台の運
用・管理。
・必要に応じて、追加設置を検討。

避難体制等の強化 自主防災組織の活動の推進 ・継続して合同訓練を実施し、地域防災力の向上を図る。

山都町
被害の軽減、早
期復旧・復興の
ための対策

避難体制等の強化 水害リスク・ハザードマップの周知
・例年同様、防災訓練を行い緊急時の危機管理意識を向上させ
る。

環境省
被害の軽減、早
期復旧・復興の
ための対策

持続可能な登山道管理体
制の仕組みづくり

近自然工法による環境省直轄登山道の整備、九
州山岳保全フォームin阿蘇2025の開催

・阿蘇五岳以外の阿蘇地域全体における登山道管理体制構築の
展開。
・地域整備団体の管理技術向上。
・持続可能なモニタリング手法の検討。

嘉島町

益城町

甲佐町
被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策

被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策

被害の軽減、早
期復旧・復興の

ための対策

氾濫をできるだ
け防ぐ・減らす

ための対策

R4時点

（完了済）

R7時点 継続実施

全戸配布R7作成

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

R7完了

R7時点 目標

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本河川国道事務所高潮堤防整備（緑川・浜戸川）氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○治水安全度の向上を図るため、高潮堤防整備を実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

治水安全度の向上を図るため、高潮堤
防整備を実施

高潮堤防整備（緑川・浜戸川）

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○ 第１段階として平成１１年台風１８号規模の高潮被害

の解消を目的に実施してきたT.P.4.5m（高潮I期）の

堤防整備が令和４年度に完成し、現在実施中の第2段階

T.P.6.0m（高潮II期）の整備が進捗してきたことか

ら、令和７年度より並行してT.P.7.0m（完成）の整

備を実施中。

R7時点 目標

引き続き実施予定

鋼矢板 施工状況 （T.P.4.5m整備）
高潮区間

3k800

高潮区間

3k500

熊本市

宇土市

凡 例

：T.P4.5m整備（平成11年高潮対応）

：T.P6.0m整備（昭和2年高潮（既往最大）対応）

：T.P7.0m整備（計画規模高潮対応）

：R８実施個所（高潮Ⅱ期施工）

浜戸川走潟地区

海路口地区

浜戸川新開地区

網津地区

川口地区

緑川走潟地区

河 口 -0k400

有明海

鋼矢板 施工状況 （T.P.4.5m整備）



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本河川国道事務所堤防整備（緑川下流部）氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○緑川下流部の美登里地区及び莎崎地区において、堤防整備を実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

緑川下流部の美登里地区及び莎崎地
区において、堤防整備を実施

堤防整備（緑川下流部）

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○加勢川合流点下流に位置する美登里及び莎崎地区に
おいて、当面整備として、加勢川における河道掘削に
よる洪水流量増加に対応可能な堤防整備を実施中。

今後は中流区間において、整備を実施予定

R7時点 目標



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本河川国道事務所河道掘削（加勢川：野田堰下流）氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○流下能力の向上を図るため、加勢川の河道掘削を実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

流下能力の向上を図るため、加勢川の
河道掘削を実施

河道掘削（加勢川：野田堰下流）

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○加勢川は氾濫域に熊本市を抱え資産が集中しているが、治水
安全度が１／５程度と著しく低かったことから、平成２３年度よ
り河道掘削に着手し、流下能力の向上を図っている。

○令和２年度に第１段階の１／１０対応の河道整備が完了したこ
とにより、令和３年度以降は、第２段階の１／３０対応の河道
掘削を下流側の六間堰から実施しており、令和７年度も実施

R7時点 目標

引き続き野田堰下流まで河道掘削を実施予定

平成29年8月撮影

六
間
堰

野
田
堰

熊本市

嘉島町

4k
50

0

4k
00

0令和７年度まで
実施済み

令和８年度 実施区間

1/30対応河道掘削（当面整備）
1/10対応河道掘削
（令和2年度完了）



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本河川国道事務所防災ステーション整備（緑川上流部）氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○緑川上流部に円滑な復旧活動を行うための防災拠点（防災ステーション）の整備を実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

緑川上流部に円滑な復旧活動を行うた
めの防災拠点（防災ステーション）の整
備を実施

防災ステーション整備（緑川上流部）

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○緑川上流部における災害時の迅速かつ円滑な復旧活動

を行うための防災拠点（防災ステーション）について

令和７年度に完成。

R7完了

令和７年度に整備完了
令和８年４月より供用開始

整備後

整備前 計画平面図



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本河川国道事務所緑川ダム操作ルール変更氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○緑川ダム操作ルール変更の検討を実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

緑川ダム操作ルール変更の検討を実
施

緑川ダム操作ルール変更

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○基準地点城南で目標流量4,600m3/s、河道への配分流

量を3,700m3/sとし、900m3/sを洪水調節施設で対応。

○洪水調節開始流量は、ダム下流で河道の流下能力が低

い地点で設定していたが、河川改修が進捗したことに

より、洪水調節開始流量を500m3/sから800m3/sに変更

することで空き容量を確保。

○空き容量も活用し、洪水調節率を変更することによっ

て、洪水時の河川ピーク水位を低下させる。

今年度実施した操作ルール変更の検討を基にダムコンの変更設計を実施予定

R7時点 目標



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○緑川流域において、内外水統合型の多段階浸水想定区域図・水害リスクマップを公表予定

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

緑川流域において、内外水統合型の多
段階浸水想定区域図・水害リスクマッ
プを公表予定

内外水統合型の多段階浸水想定区域
図・水害リスクマップ

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

熊本河川国道事務所内外水統合型の多段階浸水想定区域図・
水害リスクマップ

被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

○土地利用や住まい方の工夫、水災害リスクを踏まえ
た防災まちづくりの検討及び企業の立地選択など、流
域治水の取組を推進することを目的として、緑川の国
管理区間および県管理区間、県管理区間の洪水浸水想
定最大区域に含まれる支川、下水道等からの内水氾濫
を考慮した「緑川水系内外水統合型の多段階浸水想定
図及び水害リスクマップ」を公表する予定。

○今後、水害版企業BCP策定支援等にも活用していく
予定。

R7公表完
了予定

令和７年度に公表完了

水害リスクマップ 多段階浸水想定区域図



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○日吉東小学校において、座学講義及びAR、簡易降雨体験機、浸水ドアを活用した防災教育を実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

日吉東小学校において、座学講義及び
AR、簡易降雨体験機、浸水ドアを活用
した防災教育を実施

小学校における出前講座

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

熊本河川国道事務所小学校における防災教育被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

○令和7年10月23日に日吉東小学校にて、地域とともに

育ち地域を担う子供たちの水防災意識の高揚を図ること
を目的に防災授業を開催。

○日吉東校区にクローズアップした流域の特徴や水災害
の歴史の座学講義と合わせて、「簡易降雨体験機」「浸水
ドア」「AR」などの体験型 の防災学習授業を行い、防災に
関する啓発活動を行った。

○「浸水ドアを体験し、浸水したドアがあんなに重いとは思
わなかった。早めに逃げることが大切だと学んだ。」と感想
をもらい、学生の防災意識向上に繋がった。

継続実施R7時点

他の学校への展開も含め、引き続き取り組みを進める



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○緑川流域の地域住民の防災意識向上を目的に緑川フェスタを開催【主催】緑川流域会議（緑川流域のNPO法人及び住民団体、熊本県、国土交通省、流域市町村）

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

緑川流域の地域住民の防災意識向上
を目的に緑川フェスタを開催

緑川フェスタ

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○緑川流域の地域住民の防災意識向上を目的に、「遊び
ながら学ぶ」をテーマに例年、緑川フェスタを開催している。

今年度は令和7年10月4日に開催し、来場者は約700名
であった。

○緑川流域団体をはじめ、流域自治体や災害時協定業
者などからPRブースを出展し、遊びながら流域治水や防

災について学べる内容となっており、他のＰＲブースにお
いても建設機械搭乗体験や流水圧体験、ジェットスキー
やＥボートの乗船体験等を行った。

○「実際に体験しながら、学ぶことで防災についてより理
解が深まった」との感想をいただき、防災意識向上に繋
がった。

継続実施R7時点

引き続き実施予定

熊本河川国道事務所緑川フェスタ被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○河川協力団体と連携し、緑川流域つなぐ座談会を実施【主催】緑川流域会議（緑川流域のNPO法人及び住民団体、熊本県、国土交通省、流域市町村）

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

河川協力団体と連携し、緑川流域つな
ぐ座談会を実施

地域連携×流域治水

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○緑川流域における住民団体のこれまでの活動を振り返る
とともに、「緑川流域のこれからを考える」をテーマに、流域の
団体間や世代間の更なる交流・連携やこれからを担う子ども
たちなど次世代への伝承・育成のあり方など、緑川流域が
抱える課題解決に向けて、官民が一緒になって幅広く意見交
換を行う会議（令和８年２月７日開催）

○河川協力団体が主催する会議（一般住民も参加可能）で、
流域治水を話題に入れながら、学生、学識者、地元住民、行
政等がそれぞれの観点からディスカッションを実施することで、
地域間の更なる連携の強化に繋がった。

継続実施R7時点

令和８年度は熊本地震から10年目の節目の年でもあるため、流域首長登壇の
緑川流域サミットを企画中。

熊本河川国道事務所緑川流域つなぐ座談会被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策



流域治水や水防災意識向上に関する取組

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

NPO法人天明水の会と連携し、天明中
学校の生徒と一緒に森林整備を実施。

森林整備等×流域治水

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○令和５年度より、地域住民等への流域治水の自分事化の推進のた
め、緑川流域の森林整備に取り組むNPO法人天明水の会（河川協力
団体）と連携し、下流域の中学生への近年の災害事例や気候変動の
影響による水災害の激甚化・頻発化について講義を実施し、上流の
山都町で森林整備を協働実施。

○山都町での森林整備では木の成長を妨げている草を刈る作業「下
草刈り」を行うことを通して、環境保全隊の一員として、地元の環境を
守り育てようとする意欲を育てることを目的に天明中学校の学生と一
緒に森林整備を行った

○実際に自ら手を動かして、作業をすることで、流域治水の自分事化
に繋がった。

継続実施R7時点

引き続き実施予定

○NPO法人天明水の会と連携し、天明中学校の生徒と一緒に森林整備を実施

熊本河川国道事務所森林整備等被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本河川国道事務所堤防整備（白川下流部）氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○堤防高と堤防幅が不足している中原地区及び小島地区において堤防整備を実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

堤防高と堤防幅が不足している中原地区及び
小島地区において堤防整備を実施

堤防整備（白川）

■令和８年度の取組予定
中原地区において継続して整備を実施予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○小島地区については令和６年度に整備完了

○現在、中原地区（左岸側）の堤防整備を実施中。

目標R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本河川国道事務所固定堰群改築事業（白川）氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○洪水時の流下阻害となっている市街部下流の固定堰群（3堰）の改築を行う

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

洪水時の流下阻害となっている市街部
下流の固定堰群（3堰）の改築を行う

固定堰群改築事業（白川）

■令和８年度の取組予定
右岸側堰本体のコンクリート打設を引き続き実施予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○令和６年度から右岸側の工事に着手、

令和７年度は右岸側の基礎工コンク

リートを打設。

目標R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○大江小学校において、白川大水害の体験談 及び AR等を活用した防災教育を実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

大江小学校において、白川大水害の体験
談 及び AR等を活用した防災教育を実施

小学校における防災教育

■令和８年度の取組予定
今後も地域と連携した防災教育について、
他の小学校への展開も含め引き続き取り組みを進める。

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○S28白川大水害から令和5年で70年を迎えたことを契
機とし、当時水害によって最も被害を受けた大江校区の
小学校・地域と連携して「白川大水害から100年後でも
災害を伝承し、地域の子供たちを守っていく」ことを目
指した災害伝承・水害の自分事化の取組を実施。

◯大江小学校の６年生へ向けて、白川大水害経験者の体
験談と当時の水害状況を再現したAR等の教材を活用し
て、白川大水害を伝承し、自ら備えることを目的とした
授業を昨年度に引き続き令和７年６月２０日に実施。

○「ARを見て体育館などの身近な場所があんなに浸か
ることに驚いた。命を守るために頑張る必要があると
思った。」と感想をもらい防災意識向上につながった。

継続実施R7時点

熊本河川国道事務所小学校における防災教育被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○ 10月26日に地域住民の防災意識の高揚を図り、自助・共助を基本とした地域防災力の向上を目的に白川水防災体験を開催

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

10月26日に地域住民の防災意識の高揚を図り、自助・共助を
基本とした地域防災力の向上を目的に白川水防災体験を開催

白川水防災体験

■令和８年度の取組予定
引き続き実施予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○10月26日に地域住民の防災意識の高揚
を図り、自助・共助を基本とした地域防災
力の向上を目的に白川水防災体験を開催。
○開催にあたり様々な関係者（自治体、建
設業者、地域の団体等）と一緒に展示ブー
スや体験機にて、災害、防災に関して説明。
○「子供が防災について体験型で楽しく学
ぶことができた。早めの避難の重要性が分
かった」など感想をいただき、防災意識の
向上につながった。

継続実施R7時点

熊本河川国道事務所白川水防災体験被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○みなみあそ観光局と連携し鶴屋友の会バスツアーで阿蘇立野ダムのツアーを実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

みなみあそ観光局と連携し鶴屋友の会バスツ
アーで阿蘇立野ダムのツアーを実施

阿蘇立野ダムに関するツアー

■令和８年度の取組予定
みなみあそ観光局と連携し、阿蘇立野ダムツアー継続に向けて調整中

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○企業が自主的に取り組むSDGsの内容
に沿った形で流域治水の連携を提案し、
SDGsに取り組む鶴屋友の会バスツアー
と流域治水×阿蘇立野ダムインフラツ
アーを実施。
みなみあそ観光局と連携しツアーを開催。
（R7.７.1３）
○ツアーには40名が参加し、ダム展示室
だけでなく、堤体内部に入り、ダムの構
造、役割について学習。
〇上流での取組を理解していただき、流
域治水の自分事化に繋がった。

継続実施R7時点

熊本河川国道事務所阿蘇立野ダムに関するツアー被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○白川水系白川洪水浸水想定区域 及び内外水統合型の多段階浸水想定図・水害リスクマップを活用

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

白川水系白川洪水浸水想定区域 及

び内外水統合型の多段階浸水想定
図・水害リスクマップを活用

白川水系白川洪水浸水想定区域の変更

内外水統合型の多段階浸水想定図・水
害リスクマップを公表

■令和８年度の取組予定
水害版企業BCP策定支援に継続的に活用する。
自治体等においての施設浸水対策検討にも継続的に活用する。

■令和７年度の取組内容、進捗状況

熊本河川国道事務所白川水系白川洪水浸水想定区域の変更
内外水統合型の多段階浸水想定図・水害リスクマップを公表

被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

継続実施R7時点

令和６年度に変更・公表した
白川水系白川洪水浸水想定区域 及び
内外水統合型の多段階浸水想定図・水害リスクマップ
を水害版企業BCP策定支援に活用
自治体等において施設浸水対策検討に活用

○白川水系白川洪水浸水想定区域
https://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/bousai/sinsuisoutei.html
○内外水統合型の多段階浸水想定図・水害リスクマップ
https://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/bousai/tadankaisinsuisouteizu.html

https://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/bousai/sinsuisoutei.html
https://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/bousai/tadankaisinsuisouteizu.html


流域治水や水防災意識向上に関する取組

○鶴屋百貨店を対象に水害版企業ＢＣＰの策定支援を実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

鶴屋百貨店を対象に水害版企業ＢＣＰ
の策定支援を実施

水害版企業ＢＣＰ策定支援

■令和８年度の取組予定
作成した水害版ＢＣＰ策定マニュアルを様々な企業へ展開予定。

■令和７年度の取組内容、進捗状況

熊本河川国道事務所水害版企業ＢＣＰ策定支援被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

被害対象を減少
させるための対策

○流域内の企業の水防災意識向上を目的に、令和6年度にモ
デルケースとしてコストコホールセンター熊本御船倉庫店、
御船町と連携し、水害版企業BCP策定を実施。

○コストコBCP策定（R6年度）の知見を活かして、令和7年
度に第２弾として、熊本市と連携し、SDGs企業である鶴屋
百貨店を対象に水害版企業ＢＣＰの策定支援を実施し、水害
版ＢＣＰ策定マニュアルを作成している。

目標R7時点



大雨時に洪水調節を実施。（令和７年度は事前放流の実施なし）

国土交通省
緑川ダム管理所

既存ダムの洪水調節機能の強化
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策



大雨により流入してきた流木塵芥の捕捉回収および貯水池内の堆積土砂の撤去を実施。

国土交通省
緑川ダム管理所

既存ダムの洪水調節機能の強化
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

■令和７年度取組

・令和７年８月の前線による線状降水帯の発生を伴う大雨により、緑川ダムには約４，８００ｍ３（例年の４～５倍）の流木や塵芥が流入し
てきましたが、それらを捕捉し回収することで、下流河川への流下を防いでいます。
・令和６年度より緑川ダムリフレッシュ事業に着手し、令和７年度は約30,000m3の貯水池内に堆積した土砂を撤去しています。今後も継
続して堆積土砂の撤去を行っていきます。

緑川ダム

回収後、流木集積状況

流木塵芥捕捉状況（令和7年8月11日）

貯水池内土砂掘削状況（令和7年11月）



阿蘇砂防事務所砂防堰堤整備等による土砂洪水氾濫対策
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

事業の進捗状況

○豪雨による山腹崩壊や土石流等に起因する災害から住民の命とくらしを守るため、人家等に対する直接的な土砂災害防止及び下
流河川の河床上昇に伴う洪水被害の防止を図ることを目的として砂防事業を実施中。

■令和８年度の取組予定

・砂防堰堤２５箇所の事業を推進し、令和８年３月末時点で１３箇所完成。令和８年度は１２箇所で事業を継続。

事業箇所図（令和7年度）

土石流となって流れ出てくる土砂や流
木を砂防堰堤でしっかりと受け止める
ことで、下流の民家等に被害が出るの
を防ぎます。

阿蘇市

大津町

高森町

南阿蘇村

砂防堰堤整備 等
（阿蘇カルデラ内）

２５箇所程度

西原村

⻄湯浦川１（阿蘇市）
令和５年10⽉完成

夜峰⼭２砂防堰堤(南阿蘇村)
令和６年３⽉完成

中⼭川砂防堰堤(⾼森町)
令和７年９⽉完成

⻄平川１砂防堰堤（阿蘇市）
令和８年4⽉時点施⼯中

砂防堰堤等の整備

■令和7年度の取組内容、進捗状況

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

砂防堰堤整備土砂洪水氾濫対策 R7時点



被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

災害伝承（地域防災力の向上） 阿蘇砂防事務所

○阿蘇地域の自然災害伝承分布図調査、災害伝承碑の登録申請の支援、災害伝承碑の普及

■令和７年度の取組内容、進捗状況

対策内容

災害伝承

実施内容
取組工程の進捗状況

短期 中期 中長期

●阿蘇砂防事務所において現地調査・聞き取りを

行い阿蘇地域の自然災害伝承分布図を作成

●国土地理院九州地方測量部と連携し、自然災

害伝承碑の登録申請を行う市町村に対し、登録

申請に必要な資料を提供するなどして支援を実施

●災害伝承碑の現地見学会を実施し、一般の参

加者向けに阿蘇地域の災害の歴史について説明、

災害伝承碑を普及

阿蘇地域の自然災害伝承分布図調査
災害伝承碑の登録申請の支援

流域治水や水防災意識向上に関する取組

■令和８年度の取組予定

災害伝承・地域防災力向上の取組として継続して実施

R7時点



被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

学校と連携した防災学習の実施 阿蘇砂防事務所

○土砂災害に対する生徒の理解がより一層深まるための工夫を行った防災学習

■令和７年度の取組内容、進捗状況

対策内容

学校と連携した防災授業の実施

実施内容

小学校、中学校、高校での防災授業

取組工程の進捗状況

短期 中期 中長期

流域治水や水防災意識向上に関する取組

▲後日届いた学校からのお礼の手紙を確認
から、「災害の自分事化」や「防災教育
の家庭への波及」の効果を確認

R7時点

学校と連携した防災学習を継続して実施

■令和８年度の取組予定

●教育委員会や学校のニーズをヒアリング等により把握した上で、『学習指導要領を踏まえた、土砂災害に対する生徒の理解が深まる
ための工夫』を『学習カリキュラム』に組み込み、そして『事務所職員自らが講師』となり授業を実施

▲理科の単元と土砂災害・砂防の取組を関連づけた教材で説明



被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

地区防災マップ作成支援（地域防災力の向上） 阿蘇砂防事務所

○地域防災力向上のため、地区防災マップの作成を支援

■令和７年度の取組内容、進捗状況

対策内容

地区防災マップ作成支援

実施内容

地区防災マップ作成支援

取組工程の進捗状況

短期 中期 中長期

●令和６年度は南阿蘇村長野地区、令和７年度は
阿蘇市的石地区を対象として、地区防災計画内に
掲載する地区防災マップの作成支援を実施。

●聞取り調査やワークショップ等を通じて、地区の
地元住民を主役としたマップ作成を実施。

●本取り組みにより他の地区でも地元住民が主体
となったマップ作成が波及することを期待。

地区防災マップ作成ワークショップの様子

まち歩きにより危険箇所を確認

市職員の取りまとめ作業軽減のた
め、住民自らタブレットと作成マニュ
アルを用いて、その場で危険箇所を
整理する方法を試行的に実施

趣旨説明

流域治水や水防災意識向上に関する取組

R7時点

地区防災マップの普及に向けて継続して実施

■令和８年度の取組予定



被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

防災啓発・地域活性化の取組 阿蘇砂防事務所

○地域のイベントやテレビ放送等を活用した防災啓発の取組

場面

■令和７年度の取組内容、進捗状況

対策内容

防災啓発・地域活性化の取組

実施内容

地域のイベントやテレビ放送等を
活用した防災啓発の取組

取組工程の進捗状況

短期 中期 中長期

●土砂災害の危険性や砂防事業について多く
の人に知っていただけるよう、地域のイベント
に参加して楽しく分かりやすい防災学習を実施。

●高森町のケーブルテレビ(TPC)と連携し、砂
防事業の紹介や学校で行った防災学習の様
子を放送。

まちなか防災２０２５

開催日：R7.6.21～6.22 場所：熊本市下通商店街

白川水防災体験

開催日：R７.10.26 場所：白川橋左岸緑地

高森町ケーブルテレビ（TPC）

放送内容
・高森高校１年生防災教育 ・中山川砂防堰堤完成式

高森高校１年生 防災学習

楽しく学ぶ防災フェスタ

開催日：R7.9.21 場所：国立阿蘇青少年交流の家

阿蘇の地形が３Dで映し出される
空間再現ディスプレイ

簡易立体地図の作成を通じて
阿蘇の地形を体感

防災クイズ（動物アンケート）で
自らの防災行動を振り返る

土石流模型で土砂災害の危険性
と砂防堰堤の効果を学ぶ

事務所職
員

職員自ら避難の重要性に
ついてお芝居で楽しく伝える 中山川砂防堰堤完成式

流域治水や水防災意識向上に関する取組

R7時点

防災啓発・地域活性化の取組として継続して実施

土石流模型で土砂災害の
危険性と砂防堰堤の効果を学ぶ

■令和８年度の取組予定



被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

草原保全に向けた取組 阿蘇砂防事務所

○草原保全に向けた関係機関との協力、野焼きボランティアへの参加

■令和７年度の取組内容、進捗状況

対策内容

草原保全に向けた取組

実施内容
取組工程の進捗状況

短期 中期 中長期

●環境省阿蘇くじゅう国立公園管理事務

所とお互いの事業内容について情報共

有、草原再生や阿蘇地域の課題等につ

いて意見交換を行い、協力体制を構築

●草原の保全と地域貢献のため野焼き

支援ボランティアに参加

草原保全に向けた関係機関との協力
野焼きボランティアへの参加

野焼き支援ボランティアに参加環境省 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所との意見交換

草原保全の取組として継続して実施

R7時点

■令和８年度の取組予定

流域治水や水防災意識向上に関する取組
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白川

○白川水系河川整備計画に基づき、熊本市区間において、年超過確率1/20～1/30規模の洪水に対する浸水被害軽減のため、弓削橋の
架替を実施中。

白川水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■令和８年度の取組
・Ｐ２橋脚工事、Ａ１橋台工事を引き続き実施予定。
・Ａ２橋台工事にR8出水期後から着手予定。

熊本県白川河川改修に伴う橋梁架替
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

県事業実施区間（熊本市区間）
L＝9.4 ｋｍ

白川

平面図

現弓削橋

現弓削橋

現弓削橋

白川

現弓削橋

施工状況（R８.１月）

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

橋梁架替
河道掘削、横断工作物の対策、堤防整備、
橋梁架替、遊水地整備

目標R7時点

流域治水や水防災意識向上に関する取組

■令和７年度の取組内容、進捗状況

着手前航空写真



R8：堤防整備予定
（右岸） L=0.4km

R7：堤防整備（暫定）
（右岸） L=0.8km

R8：用地買収・堤防整備予定
（右岸） L=0.8km

津久礼工区 久保田工区

○白川水系河川整備計画に基づき、菊陽町・大津町区間において、年超過確率1/10規模の洪水に対する浸水被害軽減のため、
堤防整備に向けた用地買収及び一部区間で堤防整備を実施中。

白川水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■令和８年度の取組

熊本県河道掘削や堤防整備の実施
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

・菊陽町津久礼工区～久保田工区の用地買収及び用地買収が完了した箇所の堤防整備を引き続き実施予定。

遊水地計画地

流域治水や水防災意識向上に関する取組

■令和７年度の取組内容、進捗状況

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

堤防整備
河道掘削、横断工作物の対策、堤防整備、
橋梁架替、遊水地整備

目標R7時点

着工前（R７.１０月）

位置図

菊陽町・大津町区間

津久礼工区・久保田工区

馬場楠堰改築
津久礼井堰改築

迫玉岡堰改築

竣工後（R８.３月）



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本県遊水地整備
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○白川水系河川整備計画に基づき、黒川において、年超過確率1/10規模の洪水に対する浸水被害軽減のため、黒川遊水地群の跡ヶ瀬
遊水地の整備を実施中。

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況 現地状況
跡ヶ瀬遊水地計画地

位置図

施工状況（Ｒ８年４月）

護岸工

遊水地掘削工

・跡ヶ瀬遊水地において、用地買収（取得率９１％）及び、関係機関と調整を図りながら、護岸工事、掘削工事を引き続き実施予定。

黒川

黒川

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

遊水地整備
河道掘削、横断工作物の対策、堤防整備、
橋梁架替、遊水地整備

R7時点 目標

R7
R6

護岸工



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本県河道バイパス区間の整備
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○緑川水系河川整備計画に基づき、潤川において、年超過確率概ね1/40規模の目標流量を安全に流下させることを目標に、上下流
バランスを考慮し、河道バイパス区間における河道整備（概ね1/10規模）を実施中。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

橋梁改築、樋門設置、護岸工
河道掘削、横断工作物の対策、堤防整備、
橋梁架替、遊水地整備

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

熊本市 ← → 宇土市
令和8年3月撮影

国道３号

位 置 図

緑川水系

樋門設置

橋梁改築

・河道バイパス区間において橋梁改築、樋門設置、護岸等の工事を引き続き実施予定。
・年度内に河道バイパスに切り替え予定。

潤川バイパス区間

潤川
（現河道）

県道宇土甲佐線

樋門設置

橋梁改築

R7時点 目標

河道バイパス区間



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○令和７年３月に緑川水系竜野川を特定都市河川に指定。
○竜野川流域水害対策計画の策定に向け、令和７年７月に設置した竜野川流域治水対策協議会において協議中。

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

・竜野川流域水害対策計画を策定予定。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

流域水害対策計画の策定特定都市河川 R7時点 目標

熊本県特定都市河川の取組
被害対象を減少させる
ための対策

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

浸水被害の軽減
みんなが参加できる
仕組み

計画に基づくハード
対策の加速化

雨水流出の抑制
流域における貯留
機能の保全

水害を減らす
まちづくり

特定都市河川指定によるメリット

R7.3 竜野川を特定都市河川に指定

R7.7 第1回 竜野川流域水害対策協議会

R7.12 第2回 竜野川流域水害対策協議会
（流域水害対策計画（素案【案】）の協議）

以降 第3回 竜野川流域水害対策協議会
（流域水害対策計画（案）の確認）

以降 竜野川流域水害対策計画の策定

以降 竜野川流域水害対策計画（素案）公表
住民意見聴取（パブリックコメント）
関係機関協議

R7.7.2  第１回竜野川流域水害対策協議会 R7.11.4 竜野川流域現地視察



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本県砂防関係施設の整備
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○豪雨による山腹崩壊や土石流等に起因する災害から住民の命とくらしを守るため、人家等に対する直接的な
土砂災害防止及び下流河川の河床上昇に伴う洪水被害の防止を図ることを目的として砂防事業を実施中。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

砂防堰堤整備、流木対策土砂災害対策

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

金山川砂防堰堤（H14完成）
上益城郡益城町

事業の進捗状況 砂防堰堤の効果事例

土石流となって流れ出てくる
土砂や流木を砂防堰堤で
しっかりと受け止めることで、
下流の民家等に被害が出る
のを防ぎます。

位置図（令和7年度）

土砂・流木被害を防止

R7.8月豪雨にて
土砂・流木を捕捉

◆砂防堰堤整備

緑川ダム

緑川流域

山下川
（R6完了）

五老ヶ谷
（R5完了）

中園川
（R5完了）

藤木川

黒谷川

杉の下川
（R5完了）

凡 例

砂防堰堤整備箇所
R6完成：山下川砂防堰堤（山都町）

R5完成：五老ヶ谷砂防堰堤（美里町）

赤井川

布田川

目標R7時点

・砂防堰堤８箇所の事業を推進。令和８年３月末時点で４箇所完成、２箇所工事に着手、２箇所設計に着手。

・令和８年度以降も、継続して砂防堰堤の整備及び新規整備箇所の調査を実施。



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本県、熊本森林管理署治山事業による土砂や流木の流出対策氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○山地災害が発生した箇所又はおそれのある箇所（山地災害危険地区）等を対象として、土砂の流出抑止や被害箇所の森林への復旧の
ため、治山ダムや山腹工を整備。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

治山施設の整備森林の整備・保全、治山施設の整備

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○山腹崩壊箇所の復旧

・林地が崩壊した箇所において、山腹工を
施工し森林へ復旧する取組を実施

○渓流荒廃箇所の復旧

・流木の発生や渓岸が浸食された渓流において、谷止工及び流木捕捉式治山ダムを施工し、土砂等
の流出を防ぐ取組を実施

・市町村 ：宇城市

・工事内容：山腹工

・市町村 ：山都町

・工事内容：谷止工
（鋼製）

・市町村 ：御船町

・工事内容：谷止工

・令和８年度以降も、山地災害が発生した箇所又は恐れのある箇所について、谷止工や山腹工等の復旧工事を実施。

目標R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本県、熊本森林管理署、森林整備センター
熊本水源林整備事務所森林の有する公益的機能の発揮に向けた森林整備・保全

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

森林の整備・保全
・森林の整備・保全（保育間伐、間伐、
枝打ち、再造林、下刈等）

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

○森林の有する山地災害防止機能や水源涵養機能等の公益的機能の発揮に向け、山地災害危険地区や白川・緑川上流域の森林を主体
として、引き続き、間伐等の森林整備を推進。

○併せて、森林整備を効率的・効果的に進めるため、森林経営管理制度の活用や施業技術の実証・普及等を実施。

○白川・緑川上流域の森林整備を主体
とした間伐等の森林整備の実施等

○森林経営管理制度を活用した森林の
集約化

○造林作業等の省力化・低コスト化に
向けた、新たな技術等の実証・普及

間伐後の森林 制度の活用に関する市町村支援（菊陽町） 生分解性防草シートの実証施工（イメージ）

・森林の有する山地災害防止機能や水源涵養機能等の公益的機能の発揮に向け、山地災害危険地区や白川・緑川上流域等の森林
を主体として、間伐や再造林等の森林整備を実施予定。
・併せて、森林整備を効率的・効果的に進めるため、森林経営管理制度の活用や施業技術の実証・普及等を引き続き実施。

目標R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本県水田の貯留機能向上（田んぼダムの推進）氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○熊本県では、現在、球磨川流域の人吉・球磨地域を中心に田んぼダムを推進しているが、今後は、県内全域に取組みを拡大していく
方針。

○白川・緑川流域においても、今後、田んぼダムの普及・拡大を進めていく予定。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

田んぼダムの普及拡大水田の貯留機能の向上

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

・水田の排水桝に流出量を調整するせき板を設置して、水田の雨水貯留効果をフル活用。

○田んぼダムの仕組みについて
○大雨時に水田からの排水量を抑制

・雨水をできるだけ水田に貯留することで、
ピーク時の流量を減少させ、水田からの
流出が緩和。

水田に雨水を貯留し、排水路への
流出を遅らせ浸水被害を軽減。

通常の水田の場合

ゲリラ豪雨や想定外の豪雨時には、
下流に浸水被害が発生。

田んぼダムの場合
○田んぼダムのイメージ

田んぼダム
未実施

田んぼダム
実施

○令和７年度の進捗状況
・田んぼダムの普及拡大に向け、関係市町村等へ取組み内容の説明を行った。
・田んぼダム取組面積（R7.3月時点）：白川流域 ： 1.0ha 緑川流域 ： 10.6ha

・県営基盤整備事業等を活用して、田んぼダムの取組拡大を目指す。
・田んぼダムの普及拡大に向け、取組み内容の説明会等を実施する。

目標R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○学校等と連携した防災教育支援事業や県政広報媒体等でのマイタイムライン作成呼びかけ等を実施

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

熊本県マイタイムラインの普及被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

・ 学校現場から児童生徒にマイタイムラインを普及し、また、児童生徒から
家庭への普及を図るため、県内の教職員に向けて、マイタイムラインや
防災教育に関する研修会を実施。

・ 県からのたより等県政広報媒体でのマイタイムライン作成の
呼びかけ。

・ 県内の新中学一年生に対し、マイタイムラインガイドブックを
配布。

・ 増加する在住外国人にマイタイムラインを普及するため
マイタイムラインタブロイド版を５か国語に翻訳。

・ まちなか防災2025等、各種イベントでのブース出展

教職員向け研修会→

県からのたより
[令和７年夏号] →

◆防災教育の支援

◆マイタイムラインの普及・啓発

・ 県内教職員を対象とした研修会等を継続し、教職員が自身でマイタイムラインを活用した防災教育を実施できるよう支援。
・ 県内の新中学一年生に対し、マイタイムラインガイドブックを配布。
・ テレビやラジオ、県からのたより等、県政広報媒体等でのマイタイムライン作成の呼びかけを継続的に実施。
・ ５か国語に翻訳したマイタイムラインタブロイド版を用いて、在住外国人に向けたマイタイムライン普及を実施。

マイタイムラインタブロイド版（英語版）↓

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

短期

学校等と連携した防災教育支援事業や県政広報媒
体等でのマイタイムライン作成呼びかけ等を実施

マイタイムラインの普及 継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

■令和８年度の取組予定

熊本県多様な避難方法による確実な避難の実施被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

大規模水害時における
広域避難実施に向けた研修会

大規模水害時における
広域避難実施に向けたワークショップ

○ 熊本大学から「熊本地域の風水害の特徴」に
関する講義や「都市水害の仕組みと防災対策」に関するデ
モンストレーションを実施。

○ 福岡管区気象台から「段階的に発表する防災気象情報」
について説明。

○ 令和４年度に熊本県が作成した「大規模水害時における
広域避難計画作成モデル」の概要を説明。

○ 県内を４ブロック（県北・県央・県南・天草）に分け、
計４回ワークショップを開催。

○ 各市町村において、要避難者数や避難所の収容力を算出し、
広域避難の必要性について検討。

○ 広域避難が必要な市町村は、広域避難実施に向けた検討を
行い、広域避難の必要がない市町村は、広域避難者の受入に
向けた検討を実施。

大規模災害時における広域避難実施に向けた研修会 開催状況
（令和５年８月３１日）

大規模災害時における広域避難実施に向けたワークショップ 開催状況
（令和６年１月１５日・１７日）

○ 県内市町村における広域避難計画の作成に向け、希望する市町村に対し個別支援を行う。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

短期

研修会やワークショップを実施し、県内市町村におけ
る広域避難計画の作成に向け、希望する市町村に
対し個別支援を行う。

多様な避難方法による
確実な避難の実施

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

熊本県防災担当職員の防災スキル向上に向けた訓練の実施被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

○県及び県内市町村では、令和２年７月豪雨の経験をふまえ、防災担当職員 の災害対応能力向上及び関係機関との
連携強化を目的として、豪雨対応訓練を令和３年１月より実施。令和８年２月から６巡目となる訓練を開始。

○訓練内容は、市町村の初動対応能力向上を図るため、消防・警察・自衛隊・海保等の関係機関からＬＯを派遣してもら
い情報伝達訓練を中心に実施。一部の市町村では、住民も訓練に参加し、より実践的な訓練としている。

・目的

県（広域本部・地域振興局を含む）と市町村において豪雨対応の訓練を行
い、初動対応能力を向上させる。

・訓練の狙い
（１）豪雨時における県及び各市町村防災担当職員の対応能力の向上
（２）消防、警察、自衛隊等関係機関との連携強化

・訓練参加機関
（１）訓練対象機関
県（危機管理防災課及び消防保安課、広域本部・地域振興局）、市町村
（２）訓練協力機関
熊本地方気象台、熊本県警察（各警察署）、各消防本部（局）、自衛隊等

・実施時期
年明けから出水期（１～５月）までに県内４５市町村を対象に全７回実施

・訓練の方式
ブラインド（シナリオを明示しない）方式

・訓練の振り返り（ＡＡＲ）
訓練終了後ただちに実施し、訓練参加者とコントローラ、警察・消防等の
LOから成果・問題点を出し合い、災害対応能力向上につなげる。

訓練風景

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

短期

防災担当職員 の災害対応能力向上及び関係
機関との連携強化を目的として、訓練を実施。

防災担当職員の防災スキル
向上に向けた訓練の実施

継続実施R7時点



熊本県避難体制等の強化
被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

流域治水や水防災意識向上に関する取組

○ 高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の高
潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を「高潮浸水想定区域」として令和８年３月に指定。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

・高潮浸水想定区域の指定・避難体制等の強化

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

・避難場所や避難経路等を定める地域防災計画に活用できるよう支援を実施予定。

R7完了

県HP ： 高潮浸水想定区域図について
※公表済の高潮浸水想定区域図 ： 変更なし

高潮浸水想定区域図（一部抜粋）高潮浸水想定区域図（全体図）

・外力 ： 想定最大規模（500年から数千年に一度程度の確率規模）
・中心気圧 ： 900hPa(室戸台風規模)  ・移動速度 ： 73km/h(伊勢湾台風規模)



熊本県水防管理者、水防団への水防資機材の情報共有
被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

流域治水や水防災意識向上に関する取組

○「熊本県水防計画書」に、最新の水防資機材の状況を掲載（令和７年度は６月に通知）。
○水防区本部（地域振興局）毎に開催する水防連絡会において、水防計画書の内容を水防管理者（市町村）等へ説明・情報共有。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

・水防計画書に最新の情報を記載
・水防管理者等へ説明・情報共有

水防管理者、水防団への水防資機材
の情報共有

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

・令和８年度熊本県水防計画に水防資機材の最新の情報を記載。水防管理者等へ説明・情報共有を実施予定。

令和７年度熊本県水防計画書（抜粋）

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

要配慮者利用施設避難確保計画の作
成・避難訓練の実施支援

避難体制等の強化

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

熊本県避難体制等の強化被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

○県内全ての要配慮者利用施設の管理者が早期に避難確保計画を作成するよう、
以下の取組を実施し、計画作成を支援。
① 避難確保計画作成についての講習会を開催
② 講習会に参加できなかった施設に向けて、計画作成支援動画を作成し、

Youtubeで公開
③ 施設が容易に自施設の浸水深を確認できるよう、県ホームページ

（防災情報くまもと）に掲載

・避難確保計画を未作成の施設への訪問、作成支援を実施予定。

継続実施R7時点



■取組内容の説明

〇大雨による浸水被害の防止・軽減のため、住宅や事業所等に設置する止水板に対して補助を行う。

熊本市止水板設置補助
被害対象を減少させる
ための対策

・令和7年8月豪雨において、熊本市内では内水氾濫によって戸建住宅

宅、マンション、店舗などで甚大な浸水被害が生じた。想定を超える豪雨

の際には、行政によるハード対策では限界があるため、自助の観点で浸

水被害を防止・軽減させる対策が求められた。

・本市では、令和8年1月22日から戸建住宅等に設置する止水板に対し

て補助金交付を開始し、1月末時点で約13件の申請を受け付けている

【対象地域】

・過去に浸水被害があった地域

・ハザードマップや内水浸水想定図で浸水の恐れがある地域

【補助対象】

・戸建住宅・マンション・店舗・事務所など対象となる建物を所有してい

る方、または所有者の同意を得た方

・建物等に止水板を設置する工事及びそれに伴う関連工事

・建物等に設置する止水板であって設置工事を要しないものを購入す

るもの（市販されている既製品に限る）

【補助金額】

・止水板設置工事（止水板及び関連工事）ならびに止水板の購入に要
した費用の2分の1（千円未満切り捨て、上限50万円）

【補助金交付の手順】



熊本市
立地適正化計画の策定（防災指針の追加を含む）、内外水一体型のリスクマップをふまえた
立地適正化計画の見直し

被害対象を減少させる
ための対策

○立地適正化計画に防災指針を追加し、災害リスクに備えた多核連携都市を目指す。

○居住誘導区域を中心に防災部局等の保有するハザード情報と都市部局が保有する都市の情報を組み合わせ災害リスクを分析。

○各地区の防災上の課題を踏まえ、関係部局と連携し災害リスクの回避や低減を図るための取組を総合的に組み合わせ展開。

■取組内容の説明

・令和３年３月の立地適正化計画改定により追加した“防災指針”を

活用し、防災部局や市民部局などと連携した 災害リスクの周知や各

種取組の推進を図る。

・令和６年度に公表された白川水系の内外水一体型のリスクマップ

等を踏まえ、“防災指針” の見直しを実施。

・最新のハザードを基に、居住誘導区域の災害リスクを抽出し、リス

クの回避・低減のための取組を位置付けた。



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○水害対応マイ・タイムラインの策定、運用

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

住民が主体的に避難活動を実施できる
ようにマイ・タイムラインの作成促進。

水害対応タイムラインの策定、運用

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

避難体制等の強化

昨年度に引き続き、地域の防災研修の内容にマイタイムラインを取り上げ、各家庭での
作成促進を図る。

・地域の防災研修の内容にマイ・タイムラインを
取り上げ、各家庭での作成促進を図った。

継続実施R7時点

宇土市被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

要配慮者利用施設における避難確保
計画作成促進と避難の実効性確保

避難体制等の強化

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

昨年度に引き続き、訓練を通して避難確保計画の内容に基づく訓練に対する支援を行う。

・避難確保計画の作成促進を図るとともに計画の見直し等を支援した。
併せて、訓練実施も促した。

宇土市避難体制等の強化充実被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○自主防災組織連絡協議会の設立と地区防災計画の作成促進

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

自主防災組織連絡協議会の設立避難体制等の強化

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

令和７年度に設立できなかった３地区の協議会立ち上げに向け、防災研修等啓発活動
の充実及び協議を図り、地区防災計画の作成を促す。

・昨年同様、市内７地区中３地区で連絡協議会が未設立のため、設立に向けて
防災研修等啓発活動を実施した。

宇土市避難体制等の強化被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○自主防災組織の活動の推進

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

自主防災組織の活動の推進土地の水害リスク情報の充実

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

宇城市土地の水害リスク情報の充実被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

・日時：実施日：令和７年５月１１日
・場所：宇城市松橋西防災拠点センター

・内容：地元区及び地元自主防災組織を対象とし
た防災講習会を行った。マイタイムラインの作成
や危険個所の把握、有事の際における行動につ
いて等の講習を行った。

R5時点

・今後も防災関係の講習会を適宜行っていく予定である。

継続実施R7時点



阿蘇市避難体制等の強化被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

流域治水や水防災意識向上に関する取組

○防災ハザードマップの作成（全戸配布）、WEB版ハザードマップの公開（多言語）
〇大雨の備えとして市広報誌による防災情報の啓発（全戸配布）〇大雨を想定した防災訓練とハザードマップ作成

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

・防災ハザードマップの作成（全戸配布）、WEB版ハザー
ドマップの公開（多言語）・大雨の備えとして市広報誌
による防災情報の発信（全戸配布）・大雨を想定した防
災訓練とハザードマップ作成

避難体制の強化

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況
〇以前大雨により災害が発生
した地域で防災訓練と地域の
ハザードマップを作成

〇本格的な出水期を前に、広
報あそ６月号にて防災情報
（災害から身を守るための重
要事項）を周知

各地域での防災訓練と地域のハザードマップの作成

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○ 出水期前に「災害に備える」ために確認すべき事項を広報誌に掲載し、市民への防災意識啓発活動を実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

出水期前に「災害に備える」ために確認すべき事
項を広報誌に掲載し、市民への防災意識啓発活
動を実施

出水期前の防災意識啓発

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

合志市出水期前の防災意識啓発被害対象を減少させるための対策

【広報による出水期前の防災意識啓発】
作成上のPoint
●防災について確認すべき事
項を４つに区分して掲載
１ 備蓄品の準備
２ 近所の災害リスクや避難
所の確認

３ 気象情報、災害情報サイ
トの確認

４ 災害時は市からの情報を
複数の手段で確認

●内容に関する市HPの記事へ
ＱＲコードを掲載し容易に検
索できるよう工夫

引き続き、市HPや広報誌等にて市民に対して、防災意識の啓発を行う。

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○ 市ＨＰにハザードマップをはじめ、避難情報に関するガイドライン等多言語対応した防災情報を掲載及び転入時に紹介

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

市ＨＰにハザードマップをはじめ、避難情報
に関するガイドライン等多言語対応した防
災情報を掲載及び転入時に紹介

外国人に向けた防災情報の周知

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

合志市外国人に向けた防災情報の周知（多言語対応）被害対象を減少させるための対策

【市ハザードマップの多言語対応（英語、中国語、韓国語）】

引き続き、外国人転入者に、多言語に対応した手段を活用し、防災に関する啓発活動を実施する。

● 外国人向けの防災情報
内閣府が作成した資料へのリンク先を記載

① 避難情報に関するガイドライン
② 外国人のための減災ポイント
③ 災害時に便利なアプリとＷＥＢサイトのお知らせ
④ 外国人への災害情報の発信について

● スマホによるハザードマップの確認方法● マイハザードマップの作成（防災知識の添付可能）

【韓国語】

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○ 子供も大人も楽しく体験することができ、防災について考えるきっかけ作りとなるイベントを実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

子供も大人も楽しく体験することができ、防災について
考えるきっかけ作りとなるイベントを実施

防災フェアの実施

■令和８年度の取組予定
防災に関する持続性のあるイベント等の企画、検討

■令和７年度の取組内容、進捗状況

美里町防災フェアの実施被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

①緑川ダム
②美里町社協・防災士
③熊本県
④警察署
⑤消防署
⑥自衛隊
⑦電気自動車
他各種団体 全11団体

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○ 防災アプリの運用開始

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

防災アプリの運用開始情報配信の多重化への取組

■令和８年度の取組予定
各種イベントや会議等で、防災アプリ活用の情報発信を継続していく

■令和７年度の取組内容、進捗状況

美里町情報配信の多重化への取組被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

【防災フェアでの周知活動、ダウンロード支援】

情報発信手段及び回線を多重化することにより災害に強い情報通信網の構築を図る

【
広
報
み
さ
と
4
月
号
の
記
事
】

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

大津町流域の雨水貯留機能向上氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○一定規模以上の開発行為に対する雨水貯留施設設置指導及び雨水貯留施設の設置補助を行う。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

雨水浸透桝設置補助事業、開発事業
等指導要綱に基づく浸透桝設置等の
指導を実施している。

流域の雨水貯留機能の向上

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況
雨水浸透桝設置申請に対し、15,000円/基（1件あたり最大4基）の補助を実施。

継続実施R7時点

流域の雨水貯留機能の向上に向け、引き続き事業推進を図っていく。



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○洪水・土砂災害ハザードマップ、ため池ハザードマップの作成、防災マップづくり等

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

・洪水・土砂災害ハザードマップ、ため
池ハザードマップの作成、防災マップづ
くり等

避難体制等の強化

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

大津町避難体制等の強化
被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

令和４年度に町管理河川の洪水浸
水想定区域を策定し、令和５年４月
に全戸配布を実施。全戸配布後は、
転入者に配布するなど全世帯に配
布をしている。

令和７年度も災害時において、町
民の方々に利用してもらっている。

ハザードマップを活用して、各地域による危険個所の確認と防災訓練を実施する。
白川流域の洪水浸水想定区域の変更に伴い、町のハザードマップの改訂を実施し、対象地域に配布するとともに
高解像度のハザードマップを町ホームページに掲載する。

継続実施R7時点



○防災情報伝達の迅速化、多重化(防災行政無線における災害緊急情報の周知（ﾒｰﾙ・公式ﾗｲﾝ・ＨＰと連動）)

流域治水や水防災意識向上に関する取組

■Ｒ７年度の取組内容、進捗状況

防災無線とホームページ及び登録制
メール、町公式ラインとの連携を開始。

水位予測システムによる情報を収集し
避難判断や災害予測に活用した。

■令和８年度の取組予定

防災無線情報を更に周知させる方法を検討。
継続して水位予測システムを避難判断や災害予測に活用する。

大津町避難体制等の強化
被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

・防災無線とホームページ及び登録制
メールとの連携
・水位予測システムによる情報把握

土地の水害リスク情報の充実

水位予測システム（白川 地点：陣内）

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

〇出水期前に防災特集「災害から命を守るために」と題し、正常性バイアス及び対策としてマイ
タイムライン等を紹介

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

出水期前に防災特集「災害から命を守るた
めに」と題し、正常性バイアス及び対策として
マイタイムライン等を紹介

誰にでもわかりやすく、正確かつ迅速
な情報提供の発信

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

菊陽町誰にでもわかりやすく、正確かつ迅速な情報提供
の発信

被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

継続して情報提供を実施予定

継続実施R7時点

広報「きくよう」６月号掲載状況

〇熊本県の雨の降り方の特性について説明し明
るいうちからの早めの避難について推奨

〇避難の障害となる可能性のある「正常性バイア
ス」について注意喚起し、対策についてマイタイム
ライン等紹介

〇激甚・頻発化する災害に対してはハード面での
対策だけでは、対応できない。一人一人が意識を
高め、自主防災組織や人のつながりなどソフト面
の対策も必要



菊陽町校庭貯留施設整備
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

菊陽中部小学校
運動場 概要図

〇菊陽中部小学校運動場地下に雨水貯留施設（Ｖ=1,986ｍ3）を整備し、放流量の調整を図っている。

■取組内容の説明

■令和８年度時点の取組進捗状況

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

校庭貯留施設の整備流域の雨水貯留機能向上
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流域の雨水貯留機能向上のため、適切に維持管理を行う。

白川

白川水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

R5時点
（完了）



菊陽町調整池整備による下流域への雨水排水調整
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

町内調整池
の位置図

〇雨水排水を調整池にて浸透させ、流出抑制により、白川下流域への水害軽減を図る。
５箇所の調整池で77,500ｍ3の貯留量がある。

■取組内容の説明

■令和８年度時点の取組進捗状況

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

調整池の整備流域の雨水貯留機能向上

久保第1調整池

石坂調整池

白川水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

R5時点
（完了）

流域の雨水貯留機能向上のため、適切に維持管理を行う。



流域治水や水防災意識向上に関する取組

〇 大雨や土砂災害への備えとして町のたかもりポイントチャンネル（ケーブルテレビ）を活用
した防災に関する情報発信

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

町独自の情報発信防災に関する情報発信

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

高森町防災に関する情報発信被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

たかもりポイントチャンネル（ケーブル
テレビ）を活用し、町民ひとりひとりの
防災に対する意識向上を図る目的と
して実施

たかもりポイントチャンネルを活用し、防災情報の発信を行う

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

〇 自主防災組織の育成・強化を図る

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

研修会や各種災害の避難訓練の実施自主防災組織の取り組み

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

高森町自主防災組織の取り組み被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

各種災害に対する避難訓練自主防災組織研修会

令和７年度に防災士連絡協議会を設立し、協議会の活動で講演会や各地区の自主防災組
織の合同訓練を予定

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

西原村調整池整備による下流域への排水調整氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○大雨時における下流域浸水被害防止として、高遊原台地からの排水を貯留・流量調整を行うことにより、浸水被害を軽減させる。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

調整池の整備流域の雨水貯留機能向上

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

緑ヶ丘地区調整池

下新所地区調整池

万徳地区調整池

緑ヶ丘地区調整池

下新所地区調整池

万徳地区調整池

調整池の整備状況

万徳調整池

下新所地区調整池

緑ヶ丘調整池

R4時点
（完了済）

調整池の整備は完了している。現在、維持管理に努めている。



流域治水や水防災意識向上に関する取組

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

計測を継続流域雨水貯留機能向上

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

草原の保全、ほ場を利用した治水

継続実施R7時点

・村内牧野等において野焼きを実施、熊本地震により休止していた箇所も再開に向けバックアップ【野焼き】
・水位計をほ場に設置してリアルタイムに水位を計測【田んぼダム】

・令和８年度においても継続して実施予定

〇野焼きの実施、田んぼダムの活用。

南阿蘇村



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○洪水・土砂災害、ため池ハザードマップの作成、防災マップづくり等

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

洪水・土砂災害、ため池ハザードマップ
の作成、防災マップづくり等

避難体制の強化

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

御船町避難体制等の強化被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

令和６年度に作成した「雨水出水想
定区域図※」をもとに、浸水が想定され
る区域や浸水する深さ、避難場所等の
情報をまとめ、「内水ハザードマップ」を
作成している。

※九州北西部地区で想定される最大規模の
降雨（1時間雨量153mm）があった際に内

水氾濫が想定される区域のシミュレーション
により作成

Ｒ８．４月～５月に全戸配布し、町ＨＰ及び町広報誌で周知する予定。
防災訓練や防災教育での活用により防災意識の向上を図る。

御船町

内水ハザードマップ

●災害を知る
●防災情報を知る
●避難を考える
●備える

御船町

内水ハザードマップ

●災害を知る
●防災情報を知る
●避難を考える
●備える

御船町

内水ハザードマップ

●災害を知る・・・・・・

●防災情報を知る・・・・
●避難を考える・・・・
●備える ・・・・

イメージ

雨水出水浸水想定区域図

全戸配布R7作成



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○防災（水防）意識醸成のために災害に関する小学校授業の実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

小学校授業水防教育の実施

■令和８年度の取組予定
引き続き要請等に応じて授業等を実施し、特に消防団（水防団）を知ってもらうためにも

消防団の定期的なイベントに結び付けていきたい。

■令和７年度の取組内容、進捗状況

嘉島西小学校3年生の社会科授業（2コマ）

の際に、消防団お仕事紹介に消防団（水防
団）が参加し消防団（水防団）の活動内容に
ついて広報。

活動内容については、8月水害後だったこと

もあり、水防団としての一面も紹介し、水害が
起きた際に自分を守るための防災啓発活動
を実施した。

嘉島町小学生への防災普及活動被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○防災（水防）意識醸成のために災害に対する出前授業等の実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

防災授業の実施
水防教育の実施（ハザードマップの周
知等）

■令和８年度の取組予定
引き続き要請等に応じて授業等を実施し、
担当課の定期的なイベントに結び付けていきたい。

■令和７年度の取組内容、進捗状況

イオン熊本から防災授業の要請が入り、
熊本県知事公室危機管理防災課と共に災
害をテーマに授業を実施した。（対象：小学
生）8月水害後だったこともあり、水害時どの

ような流れで町が災害対応を行っているの
か、今回の水害時水防面で対応を主で行っ
た消防団（水防団）の紹介をメインで行った。

実際に嘉島町洪水ハザードマップを展開
し目で見てもらうことで、水防に対する意識
向上を図った。

嘉島町民間企業への防災普及活動被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○嘉島災害対策会議の実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

嘉島町災害対策会議防災会議

■令和８年度の取組予定
引き続き、災害対策本部と消防団（水防団）との平時からの情報共有を行っていく。

■令和７年度の取組内容、進捗状況

例年、出水期前に開催している災害対
策会議内で水防団（消防団）等に水防資
機材の情報を含んだ本町水防計画につ
いて情報共有を図っている。

嘉島町災害（水防）対策会議の実施被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○町の気象情報をHP上に掲載（外部リンク含む）

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

町HPへ気象情報等ページ作成HPを活用した情報伝達

■令和８年度の取組予定
引き続き、災害時必要な情報を精査しHP更新を行って町民の情報収集の簡素化に寄与し、

個々人の防災意識のさらなる醸成に努める。

■令和７年度の取組内容、進捗状況

今まで、町の気象情報などを取得する
際、外部組織等のHP上から、降雨情報・

河川水位などを取得する必要があり、災
害時知りたい情報の取得が煩雑であっ
た。

令和７年度に、町のHP上に外部リンク

を掲載し、「警戒・警報」「河川水位・ライ
ブカメラ」「雨雲レーダー」「町ハザード
マップ」を1ページに掲載することで、住
民の情報の取得の簡素化に努めた。

嘉島町町ホームページの充実被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○町が独自に作成した消防団入団促進に関するパンフレットの配布等を実施した。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

消防団入団促進に関するパンフレット
配布

消防団入団促進

■令和８年度の取組予定

○消防団入団促進を図るため、引き続き、パンフレットを関係機関や地域などに配布し、町消
防団の取組などについて周知を図り、新入団員の増加に取り組んでいく。
○消防団員資格等取得費補助金について、来年度も継続して実施予定。

益城町水防団の人材不足の解消被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

【具体的な取組事項】
■消防団員数は、全国的にも減少傾向であり、本町
でも687人（平成２２年４月）から、464人（令和７年４
月１日）まで減少している。

■消防団入団を促進するため、パンフレットを関係
機関、地域に配布し入団促進活動を実施した。

■令和6年度から、消防団員が取得する免許等に係
る費用を助成する取組を実施。（消防団員資格等取
得費補助金）

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○出水時における河川巡視情報等の共有は、Logoチャット（自治体向けチャットツール）により、被害状況の報告や状況写真を
水防団（消防団）から報告し、町・水防団（消防団）との情報共有を図っている。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

Logoチャットによる被害状況の報告出水時の河川巡視情報等の共有

■令和８年度の取組予定
○SNSによる情報共有にあっては、個人情報などの取扱いに注意が必要であることから、SNS
による情報共有を行う場合は、情報の取扱いに十分注意するよう、周知していく。
○Webフォーム作成ツール等も活用することとし、情報共有の効率化に取り組む。

益城町出水時の河川巡視情報等の共有被害の軽減、早期復旧・復興の
ための対策

令和７年８月大雨時の消防団Logoチャットの報告画面

【具体的な取組事項】
■出水時における河川巡視情報等の共有は、水防
団（消防団）Logoチャットにより、報告している。当
該Logoチャットグループには、町消防団担当職員も
加入しており、消防団からの情報を即座に確認する
ことができる。

継続実施R7時点



益城町防災意識の啓発・教育被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

流域治水や水防災意識向上に関する取組

○町内小学校児童の防災教室や町総合防災訓練の実施により町民の防災意識向上を図っている。また県内外の防災イベントにも
積極的に参加し熊本地震の被災状況や復旧復興を伝えていくなど記憶の継承にも努めている

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

防災訓練や防災教育の継続実施町民の防災意識の向上

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

町内小学校の児童を対象にした防災
教室への職員派遣

「はじまりの島あわヂカラフェスティバ
ル2025」ブース出展

～兵庫県淡路市～

「先進建設・防災・減災技術フェアｉｎ熊
本2025」ブース出展

～グランメッセ熊本～

町民参加型の防災訓練や児童生徒への防災教育の継続実施、及び防災関係イベントへの積極的な参加

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○毎年５月に国、県、市町村及び民間で構成された委員により開催している防災会議及び水防協議会において、地域防災計画及
び水防計画について情報共有を図っている。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

益城町防災会議・水防災会議防災会議

■令和８年度の取組予定
○5月に防災会議 及び 水防災会議を開催する。

益城町地域防災計画及び水防計画の情報共有被害の軽減、早期復旧・復興の
ための対策

令和７年５月時の会議の様子

〇地域防災計画及び水防計画について情報共有を図っている

水防土のう配置状況図

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○河川管理者と協議し、令和7年度より秋津川へ堆積した土砂の撤去に着手した。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

秋津川への堆積した土砂の撤去河川掘削

■令和８年度の取組予定
○河川管理者に対し、着実な治水整備、適切な維持管理に努めるように依頼する。

益城町周辺地域の水害の減少及び下流への土砂流出の防止氾濫をできるだけ防ぐ・減らす
ための対策

令和7年度に河川掘削を行う箇所 馬水地区の掘削前の状況

R7完了



○本町の公式LINEの防災メニューに国土交通省が提供している「川の防災情報」ウェブサイトへのリンクを追加し、水位情報を
はじめとする防災情報へのアクセスを容易にすることで、住民の防災意識の向上や迅速な避難行動につなげることを目指す。

■取組内容の説明

＜本町で設置した危機管理型水位計＞

益城町公式LINEを活用した水位情報の提供
被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

・本町では、大雨の際に溢水するおそれのある水路

の水位情報を周知する取組の一環として、本町が設

置した危機管理型水位計の水位情報を「川の防災情

報」のウェブサイトに掲載。

・あわせて、公式LINEに「川の防災情報」へのリンクを

追加し、防災情報の充実を図る。

＜スマートフォン画面＞

影入道水位計

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

水位情報の提供情報発信

流域治水や水防災意識向上に関する取組

継続実施R7時点

■令和８年度の取組予定
ー



益城町雨水ポンプ場の建設 ・ 仮設排水ポンプによる内水排水
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

竣工（福富地区）

○熊本地震で地盤が沈下し、出水期に内水被害が発生している３地区において、浸水被害を解消するため、益城町雨水管理総合計
画に基づき、雨水ポンプ場を建設中。
○熊本地震で地盤が沈下し、出水期に内水被害が発生している地区に、仮設の排水ポンプを設置することで、内水被害を軽減。

■取組内容の説明

竣工（安永地区）

・雨水ポンプ場の建設工事を進めている３地区のうち２地区のポンプ場については、令和６年３月に供用開始。
・遠隔監視システムの導入により、ポンプの運転状況や水位、機器の異常などをリアルタイムで把握することが可能。

・３箇所目となる妙見地区については、令和８年３月より雨水ポンプ場が運転開始となる予定。

仮設水路に設置した自動運転ポンプ



取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

中小河川の河道拡幅、橋梁架替、河床
掘削、ため池の補強・有効活用等

支川等氾濫対策

流域治水や水防災意識向上に関する取組

甲佐町支川等氾濫対策（馬門川）氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための
対策

○中小河川の河道拡幅、橋梁架替、河床掘削、ため池の補強・有効活用等

・ため池②の用地買収、工事用道路に着手

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

馬門川付近の浸水被害状況（H19.7豪雨）

目標R7時点

堤体、常用・非常用洪水吐の設計

ため池②

馬門川

事業箇所

ため池① ため池②

ため池①

馬門川へ放流

○甲佐町の船津地区・有安地区では、馬門川の水位上昇により家屋等浸水被害が生じている。馬門川上流の既存ため池の改修を行い、馬門川の洪水
調節施設として有効活用することで浸水被害軽減を図る。令和７年度は、「ため池①の工事（R7.10完成）」、「ため池②の詳細設計」を実施。

対策位置図



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○防災情報伝達の迅速化、多重化

・これまでに設置した監視カメラ５台、浸水センサ８台の運用・管理
・必要に応じて、追加設置を検討

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

防災情報伝達の迅速化、多重化避難体制等の強化

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

甲佐町避難体制等の強化被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

○地域住民の早期避難や町で行う防災対策のため、監視カメラ、浸水センサの設置を行う。
令和７年度は、令和７年８月豪雨の浸水状況等を踏まえ、新たに監視カメラ３台、浸水センサ４台を設置。

・監視カメラ映像を一般公開して、河川や
道路の状況を確認できることで早期警戒・
早期避難へ繋げる。
・浸水センサを設置し、水位や浸水情報な
どを速やかに入手し、地域住民の早期避
難等へ繋げる。

監視カメラ

浸水センサ

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

〇 水防団、自主防災組織、消防署等の関係機関が連携した水防訓練の実施

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

自主防災組織の活動の推進避難体制等の強化

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

甲佐町自主防災組織の活動の推進被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

地域住民と消防団との合同訓練

自主防災組織及び消防団による合
同訓練を町内全地域で実施し、地
域防災力の向上を図りました。

継続して合同訓練を実施し、地域防災力の向上を図る。

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○水害・土砂災害等に関する危険区域の周知や、災害発生時に的確な行動をとるための情報提供を目的とした総合防災マップを町内全戸に配布。

○スマートフォンを活用することで、迅速な防災情報の提供及び災害等に関する情報の収集を目的とした防災アプリを活用。

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

水害リスク・ハザードマップの周知避難体制等の強化

■令和８年度の取組予定

■これまでの取組内容、進捗状況

山都町ハザードマップの周知及び住民の水害リスクに対する理解促進の取り
組み

被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

・土砂災害警戒区域のほか浸水想定区域や
避難所情報等を掲載した総合防災マップを作
成し、町内の全世帯へ配布。

・地震や火災発生時の行動マニュアル等も掲
載し、自主防災組織との連携により活用促進
を図る。

・消防・警察・自衛隊と連携した町の総合防災
訓練を実施。

・消防団は防災アプリの写真投稿機能等を活
用し、災害発生現場の詳細な情報をいち早く
伝達する。

【防災アプリの画面】

【防災訓練の状況】

【総合防災マップ】

・例年同様、防災訓練を行い緊急時の危機管理意識を向上させる。

継続実施R7時点



流域治水や水防災意識向上に関する取組

○近自然工法による環境省直轄登山道の整備、九州山岳保全フォーラムin阿蘇2025の開催

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

近自然工法による環境省直轄登山道
の整備、九州山岳保全フォーラムin阿
蘇2025の開催

持続可能な登山道管理体制の仕組み
づくり

■令和８年度の取組予定

■令和７年度の取組内容、進捗状況

環境省
阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

持続可能な登山道管理体制の仕組みづくり被害の軽減、早期復旧・復興のため
の対策

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所と阿蘇山道整備に
おいて、環境省直轄登山道を中心に近自然工法によ
る整備を実施。

令和７年１１月２９日、３０日に九州山岳保全フォーラ
ムin阿蘇2025を阿蘇山道整備と阿蘇ジオパーク推進

協議会と共催で実施。九州各地の登山道整備・山岳
保全に関わる関係者（行政、整備団体、民間企業）が、
阿蘇に集い、各地域の活動状況や体制、連携のあり
方、課題（人員・組織・財源等）を共有し、持続可能な
登山道管理体制の仕組みづくりについて意見交換を
行った。

〇阿蘇五岳以外の阿蘇地域全体における登山道管理体制構築の展開
〇地域整備団体の管理技術向上
〇持続可能なモニタリング手法の検討

持続可能な登山道管理体制



市町村における地域防災支援のための気象解説について、Web会議を活用した定期的な気象
解説、および悪天時の常時接続等の実施により改善

■令和７年度の防災等に関する取り組み 【熊本地方気象台】

県、市町村、報道機関等を対象として出水期（6月~10月）の毎週金曜日にWeb定時気象解説（1
週間先までの見通し）及び気象解説資料の提供
大雨の警報級の可能性が高まった場合等はWEB臨時気象解説を実施、さらに複数市町村への土砂災
害警戒情報等の警戒レベル4相当情報発表が想定される場合は、県及び市町村、河川事務所への
WEB解説を常時接続にして、リアルタイムで相互に情報交換ができる環境を整えている。

臨時のWeb気象解説
（悪天時常時接続）

・天気の見通し(現象のピークなど)
・警報等発表の見通し
・警報等解除の見通し

定期的なWeb気象解説
毎週金曜11:30〜

~10時開催案内(解説内容・URL)
~11時半 資料送付
11時30分~定時気象解説

当日スケジュール

・季節に応じた天気の見通し
・要望に応じた気象知識
・地震火山に関する知識

悪天時の常時接続の様子

解説内容

解説内容

解説資料の提供

過去の大雨事例の解説



• 熊本県が行う令和2年7月豪雨を教訓に防災担当職員の対応能力向上および関係機関との連
携強化を図る豪雨対応訓練への参加協力

• 令和７年は東京大学先端科学技術研究センターClimCORE（クライムコア）と連携し、再解
析（平成29年7月九州北部豪雨）データを利用した訓練を８市町（熊本市、益城町、甲佐
町、嘉島町、御船町、宇土市、宇城市、美里町）で実施（令和８年度も実施予定）。

気象情報に関連するシナリオ作成
市町村に特化した付与資料（防災情報等）の作成
コントローラ役としての訓練参加、JETT派遣を想定した災害警戒本部
運営訓練等での気象解説（令和7年は県に７回と８市町村に派遣）

※再解析データによる解析雨量、キキクル

訓練当日全体のイメージ

気象台の役割

訓練の様子

■令和７年度の防災等に関する取り組み 【熊本地方気象台】



新たな防災気象情報について （令和8年5月下旬から運用開始予定）
• これまで警戒レベルとの対応が複雑でわかりにくくなっていた河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報等について、避難情報の

５段階の警戒レベルに整合させ、避難の判断をしやすくする。
• これまで気象情報として発表していた情報を、極端な現象を速報的に伝える情報を「気象防災速報」、気象状況等を網羅的に解説

する情報を「気象解説情報」として、大きく2つに分類して発表する。
• 線状降水帯の予測精度向上に向けた取り組みの一環として、今後3時間以内に線状降水帯の発生により非常に激しい雨が降り続く

可能性が高まった場合に、「気象防災速報（線状降水帯直前予測）」を発表する。

■令和７年度の防災等に関する取り組み 【熊本地方気象台】

新たな防災気象情報については、以下の気象庁ＨＰのＵＲＬからご覧になれます。
URL：https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html

新たな防災気象情報の情報体系とその名称

線状降水帯の予測精度向上に向けた取り組み（情報の改善）

気象情報の改善

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html


議事３
３）令和７年８月出水の概要及びその後の取組について

資料－３
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今回の出水による最高水位
8月11日 6:20 7.49m

稲生野雨量観測所

計画高水位 7.35m

8月10日 8月11日

水
位
（
ｍ

）

時
間
雨
量
（
㎜
）

氾濫注意水位 4.30m

水防団待機水位 3.30m

避難判断水位 5.80m

氾濫危険水位 6.20m

既往最高水位 昭和47年７月 ６.５５m
76mm
（0-1時）

水防団待機水位～氾濫危険水位
約１．５時間

2:40

4:10

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります
※グラフの時間雨量は、正時の間に降った雨量を便宜的に当該時間に表示したものです
※本グラフには水文・水質データべースで欠測となっている時間の雨量データは含んでいません

〇令和7年8月7日から8月11日にかけて、九州地方で広く大雨となり、線状降水帯が繰り返し発生した。
〇11日には、熊本県に大雨特別警報が発表。
○緑川上流の緑川ダム雨量観測所では、1時間雨量113mm、12時間雨量471mmを記録
〇城南水位観測所および中甲橋水位観測所において、既往最高水位を記録。

水位観測所の水位令和７年８月の降雨状況

■累加雨量 ■雨量履歴

累加レーダ雨量
（8月8日0時～8月11日22時）

城南水位観測所

※既往最高水位

1時間 3時間 12時間 24時間

1時間 3時間 12時間 24時間
1時間 3時間 12時間 24時間

1時間 3時間 12時間 24時間
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今回の出水による最高水位
8月11日 5:10 5.36m

稲生野雨量観測所

計画高水位 5.91m

8月10日 8月11日

水
位
（
ｍ
）

時
間
雨
量
（
㎜
）

氾濫注意水位 3.00m

水防団待機水位 2.00m

避難判断水位 4.10m

氾濫危険水位 4.60m

既往最高水位 平成19年7月 4.98m

76mm
（0-1時）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります

※グラフの時間雨量は、正時の間に降った雨量を便宜的に当該時間に表示したものです
※本グラフには水文・水質データべースで欠測となっている時間の雨量データは含んでいません

※既往最高水位

中甲橋水位観測所

令和７年８月出水の概要
（熊本河川国道事務所（緑川）／令和７年８月７日〜１２日）



〇御船川の御船水位観測所においても、計画高水位を超過し、既往第３位を記録。
○加勢川の大六橋水位観測所においては、避難判断水位を超過し、既往第１０位を記録

水位観測所の水位

３）社会情勢の変化 出水の発生状況（令和7年8月洪水）
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今回の出水による最高水位
8月11日 5:00～5:30 4.23m

計画高水位4.90m

8月10日 8月11日

水
位
（
ｍ

）

時
間
雨
量
（
㎜
）

氾濫注意水位 3.20m

水防団待機水位 2.50m

避難判断水位 3.90m

氾濫危険水位 4.40m

既往最高水位 昭和63年5月 4.96m

63mm
（２３-０時）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります
※グラフの時間雨量は、正時の間に降った雨量を便宜的に当該時間に表示したものです
※本グラフには水文・水質データべースで欠測となっている時間の雨量データは含んでいません
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今回の出水による最高水位
8月11日 5:20 4.79m

御船水位観測所

計画高水位 4.66m

8月10日 8月11日

水
位
（
ｍ

）

時
間
雨
量
（
㎜
）

氾濫注意水位 3.00m

水防団待機水位 2.00m

避難判断水位 3.60m

氾濫危険水位 4.30m

既往最高水位 昭和６３年５月 6.46m

48mm
（0-1時）

※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります
※グラフの時間雨量は、正時の間に降った雨量を便宜的に当該時間に表示したものです
※本グラフには水文・水質データべースで欠測となっている時間の雨量データは含んでいません

御船水位観測所

大六橋水位観測所

大六橋水位観測所

御船水位観測所

緑川

緑川

御船川

８月１１日14時0０分頃

津森雨量観測所

島木雨量観測所

令和７年８月出水の概要
（熊本河川国道事務所（緑川）／令和７年８月７日〜１２日）



○令和７年８月７日から８月１１日にかけて、九州地方で広く大雨となり、線状降水帯が繰り返し発生。

○１１日には熊本県にも大雨特別警報が発表されました。

○白川流域では、気象庁の熊本雨量観測所（熊本市）において、既往の主な洪水を上回る降雨量を記録し、熊本市街部では内

水氾濫による被害が発生。

一方、下流域に比べて上流域の降雨量は小さかったため、外水氾濫は生じていない。
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湯ノ谷（雨量）

熊本（雨量）

湯ノ谷雨量観測所（南阿蘇村）
ゆのたに

代継橋水位観測所

（熊本市）

よつぎばし

T.P.7.7m

これまでの観測史上最高水位 6.15ｍ

氾濫危険水位 5.00ｍ

避難判断水位 4.70ｍ

氾濫注意水位 3.70ｍ

水防団待機水位 2.5ｍ

計画高水位 6.68ｍ

湯ノ谷

41mm

８月１０日 ８月１１日 ８月１２日

今回の出水による最高水位

8月11日 4：00 4.86ｍ

熊本

79mm

熊本雨量観測所（熊本市）
くまもと

白川（代継橋水位観測所）の年最高水位比較図

今回の出水による最高水位
8月11日 4時 4.86m

令和７年８月出水の概要
（熊本河川国道事務所（白川）／令和７年８月７日〜１２日）



凡 例
河道掘削、樹木伐採予定箇所赤

河道掘削 V=50千m3
樹木伐採 A=60千m2 

①

②

③

④

⑤

令和７年８月出水後の取組内容【河道掘削、樹木伐採】
（熊本河川国道事務所（緑川））

緑川水系緑川及び御船川流域内で浸水被害が発生した。

「防災・減災対策等強化事業推進費」の令和７年度 第３回配分として、緑川水系の河川事業に予
算配分されたため、再度災害防止として、河道掘削及び樹木伐採を実施予定



①

R７.８月出水後の取組内容【河道掘削、樹木伐採】
（熊本河川国道事務所（緑川））

②

⑤③

④

樹木伐採 樹木伐採 樹木伐採



流木等堆積
（緑川 0k000~30k000）

みふねまち

御船町

こうさまち

甲佐町

うとし

宇土市

くまもとし

熊本市

かしままち

嘉島町

うきし

宇城市

直轄河川災害復旧事業費
（令和７年８月１１日発生災（前線））

くまもとけん くまもとし みなみく うじぐちまち うじぐち

①熊本県熊本市南区海路口町海路口地先～
くまもとけん かみましきぐん こうさまち かみあげ

熊本県上益城郡甲佐町上揚地先
流木等堆積

一般災 ３２６，３２０千円

緑川水系緑川、御船川①箇所

熊本県熊本市南区海路口町海路口地先
～熊本県上益城郡甲佐町上揚地先

地先名

緑川 0k000～30k000
御船川 0k000～6k650

位置

流木等堆積災害区分

工種
数量

工種：清掃工

数量：V＝7,951ｍ3

費用：C＝326,320(千円)

凡例
：国河川管理区間

位置図

R７.８月出水後の取組内容【災害復旧】
（熊本河川国道事務所（緑川））

緑川水系緑川及び御船川流域の観測所で氾濫注意水位を超過する出水となった。
これにより、城南水位観測所、中甲橋水位観測所、御船水位観測所区間内で流木等の堆積が発生した。

当該区間には学料樋管の他、４０箇所の樋門・樋管が存在しており、次期出水で堆積している流木等が再流下し、樋管等に堆積するこ
とで、ゲート開閉操作の不能等の機能阻害を及ぼす恐れが大きいため、流木撤去を実施



緑川①流木等堆積状況（緑川上流）

令和7年8月18日撮影 令和7年8月18日撮影 令和7年8月18日撮影

令和7年8月18日撮影 令和7年8月18日撮影 令和7年8月18日撮影

令和7年8月18日撮影 令和7年8月18日撮影 令和7年8月18日撮影

R７.８月出水後の取組内容【災害復旧】
（熊本河川国道事務所（緑川））

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨



みふねまち

御船町

こうさまち

甲佐町

うとし

宇土市

くまもとし

熊本市

かしままち

嘉島町

うきし

宇城市

被災箇所① 被災箇所②

緑川水系緑川箇所

①熊本県下益城郡美里町岩下地先
②熊本県上益城郡甲佐町上揚地先

地先名

①緑川 26k200+35～26k600+10
②緑川 29k200+170～29k600+100

位置

①河岸侵食
②河岸侵食、石積崩壊

災害区分

工種
数量

①工種：法覆護岸工、仮設工

数量：L＝287ｍ

費用：C＝371,829(千円)

②工種：法覆護岸工、仮設工
数量：L=325m
費用：C=192,643（千円）

凡例
：国河川管理区間

位置図

直轄河川災害復旧事業費
（令和７年８月１１日発生災（前線））

くまもとけん しもましきぐん みさとまち いわした

①熊本県下益城郡美里町岩下地先
河岸侵食
一般災 ３７１，８２９千円

くまもとけん かみましきぐん こうさまち かみあげ

②熊本県上益城郡甲佐町上揚地先
河岸侵食・石積崩壊
一般災 １９２，６４３千円

R７.８月出水後の取組内容【災害復旧】
（熊本河川国道事務所（緑川））

緑川水系緑川及び御船川流域の観測所で氾濫注意水位を超過する出水となった。
緑川水系緑川の岩下地先及び上揚地先では河岸侵食が発生しており隣接する河川管理施設に影響を及ぼす恐れが大きい。



被災箇所①

緑川

R７.８月出水後の取組内容【災害復旧】
（熊本河川国道事務所（緑川））



緑川

撮影：令和7年8月20日

被災箇所②

R７.８月出水後の取組内容【災害復旧】
（熊本河川国道事務所（緑川））



流木等堆積
（白川 3k100~17k330）

直轄河川災害復旧事業費
（令和７年８月１１日発生災（前線））

くまもとけん くまもとし にしく じょうざんやくし

①熊本県熊本市西区城山薬師地先～
くまもとけん くまもとし ちゅうおうく くろかみ

熊本県熊本市中央区黒髪地先
流木等堆積

一般災 ９０，３２６千円

白川水系白川①箇所

熊本県熊本市西区城山薬師地先～
熊本県熊本市中央区黒髪地先

地先名

白川3k100～17k330位置

流木等堆積災害区分

工種
数量

工種：清掃工

数量：V＝2,221ｍ3

費用：C＝90,326(千円)

凡例
：国河川管理区間

位置図

R７.８月出水後の取組内容【災害復旧】
（熊本河川国道事務所（白川））

 白川水系白川流域の観測所で氾濫注意水位を超過する出水となった。
 これにより、代継橋（よつぎばし）水位観測所区間内で流木等の堆積が発生した。

 当該区間には中島樋管の他、２２箇所の樋門・樋管が存在しており、次期出水で堆積している流木等が再流下し、樋管等に堆積す
ることで、ゲート開閉操作の不能等の機能阻害を及ぼす恐れが大きいため、流木撤去を実施。
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流木等堆積状況代表写真（白川水系白川）

① ② ③

④ ⑤ ⑥

R７.８月出水後の取組内容【災害復旧】
（熊本河川国道事務所（白川））



R７.８月出水後の取組内容
（熊本県）

令和７年８月豪雨を踏まえた浸水被害対策

冠水状況（熊本市） 潤川（宇土市）

令和７年８月豪雨の概要等令和７年８月豪雨の概要等

対策に向けた取組み対策に向けた取組み

連携して浸水被害対策を検討連携して浸水被害対策を検討 検討会の様子

令和７年８月の大雨による浸水被害に関する検討会

（令和７年９月～令和８年３月）

土木部
河川※管理者の

農林水産部
農地等の浸水対策に取り組む

市町村
内水対策に取り組む

○県内５つの観測所で観測開始以来最高となる最大
１時間雨量を記録し、さらに大潮の満潮と重なった

○河川の流下や排水機場等の排水に影響し、内水氾濫や
河川氾濫により県内各地で甚大な浸水被害が発生

※一級河川の指定区間及び二級河川



R７.８月出水後の取組内容
（熊本県）

令和７年８月豪雨を踏まえた浸水被害対策

主な課題及び対策の概要主な課題及び対策の概要

・河川整備が途上
・計画を上回る降雨

・内水による浸水リスクの

把握が困難

・排水機場の浸水による

稼働停止

・内水対策が途上

・雨水ポンプ施設等の

浸水による稼働停止

内水リスク情報の周知 施設の高所化・耐水化
貯留施設等の整備

施設の耐水化等

坪井川（熊本市） 合津排水機場等（上天草市） 浸水状況（熊本市）

気候変動を考慮した

河川整備

気候変動を考慮した

河川整備
（河川整備基本方針等の早期策定）

課
題

対
策

共 通 沿 岸 部 市 街 地 部

浸水状況（八代市）



R７.８月出水後の取組内容
（熊本県）

令和７年８月豪雨を踏まえた浸水被害対策

地域特性を踏まえた対策地域特性を踏まえた対策

各流域治水プロジェクトへ反映各流域治水プロジェクトへ反映

関係者が協働し、継続的に進捗確認を行いながら対策を実施関係者が協働し、継続的に進捗確認を行いながら対策を実施

事業主体：●県土木部 ■県農林水産部 ○市町村 □その他事業主体：●県土木部 ■県農林水産部 ○市町村 □その他



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

熊本市

宇土市

嘉島町

御船町

甲佐町

益城町

西原村

菊陽町

美里町

宇城市

山都町

大津町

高潮堤防整備

堤防整備

堤防整備

橋梁架替

緑川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～歴史的な治水対策の保全及び未来に向けて流域が一体となった防災・減災対策～

災害危険区域の指定

立地適正化計画制度における
防災指針の作成（熊本市）

高潮堤防整備

森林の整備・保全
治山施設の整備

船津ダム

緑川ダム

天君ダム

事前放流

既存調整池容量の拡充

砂防堰堤整備

調整池の整備

ため池の補強・有効活用

ため池の調査・補強・有効活用

立地適正化計画制度における
防災指針の作成（益城町）

歴史的な治水対策の保全（轡塘）

堰改築

既存施設の有効活用

・ハザードマップの整備、避難訓練の実施（流域内の全市町村）
・水防災教育の実施（熊本市、宇土市、甲佐町、美里町）
・防災士の育成（熊本市、御船町、嘉島町、甲佐町、益城町、山都町、美里町）
・自主防災組織の活動の推進（熊本市、西原村、御船町、甲佐町、益城町、
美里町、山都町）

凡例
浸⽔想定区域
⼤⾂管理区間
居住誘導区域

校庭貯留施設整備

小学校敷地内貯留施設整備

・用水路等の事前排水（宇土市、嘉島町、甲佐町）
・排水機場の事前排水（熊本市、宇土市、宇城市、御船町）

堤防整備

河道掘削内田川
排水機場

上仲間
排水機場 古川

排水機場

鯰
排水機場

堤防整備

河道掘削

砂防堰堤整備

雨水貯留機能向上

河道掘削

雨水貯留機能向上

流木・塵芥捕捉

農業水利施設の整備

砂防堰堤整備

水田の貯留機能向上

・キキクルの普及等ICTを活用した早めの自主避難の促進
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備

⃝ S18.9洪水では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したこと等を踏まえ、以下の取り組みを一層推進する。国管理区間においては、気候変動（２℃上昇）下でも目標
とする治水安全度を維持するため、既往最大流量を記録したS18.9洪水に対し２℃上昇時の降雨量増加を考慮した雨量1.1倍となる規模の洪水を、安全に流下させることを目指す。

⃝ 堤防整備や河道掘削等の事前防災を引き続き推進し、洪水時の急激な水位上昇を抑制するために、遊水機能を有する土地や歴史的な治水対策の保全を図る。流出抑制対策の検討や特定都
市河川の指定に向けた検討、防災まちづくり等、流域市町村が一体となった防災・減災対策を図る。

海岸事業関係者との連携

内外水一体型のリスクマップを踏まえた
立地適正化計画の見直し（熊本市）

R8.5更新

※流域治水プロジェクト2.0で新たに追加した対策については、今後河川整備計画の過程で
より具体的な対策内容を検討する。

防災訓練の様子

下仲間
排水機場

下水道浸水対策
（バイパス管）

■被害対象を減少させるための対策
・内外水一体型のリスクマップを踏まえた立地適正化計画の見直し（熊本市）

・災害危険区域の指定（甲佐町、美里町）

・立地適正化計画制度における防災指針の作成（熊本市、益城町、宇城市）
・土砂災害特別警戒区域からの移転促進（流域内の全市町村）
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実
・止水板設置の補助（熊本市）

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
○国・県・市町村
・水位・河川監視カメラの設置（国、県、宇土市、菊陽町、西原村、甲佐町）

○県・市町村
・広域避難の促進（県、宇土市）
・マイタイムラインの作成・更新・普及（県、菊陽町、美里町、山都町）
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保等
（県、菊陽町）

・避難訓練の実施（流域の全市町村）
○国
・内外水一体型のリスクマップの作成
・防災ステーションの整備 ・排水機場の遠隔化
・まるごとまちごとハザードマップの作成（想定最大規模）
・三次元管内図の整備
・危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラの公開
・洪水予測の高度化
・水害版企業BCPの策定支援
・市・町が実施する水防災教育の支援

○熊本県
・水害リスク空白域の解消
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組

○市町村
・総合防災マップ、ハザードマップの整備（流域内の全市町村）
・ため池ハザードマップの作成、認知度向上
（大津町、西原村、宇土市、御船町、甲佐町、益城町、美里町、山都町）

・内水リスク情報の公表（熊本市、宇土市、宇城市、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町）
・防災無線・エリアメールの有効活用（大津町、菊陽町、嘉島町、御船町、
甲佐町、益城町、山都町）

・HP・防災アプリ等を活用した情報伝達
（熊本市、大津町、菊陽町、甲佐町、益城町、山都町）

・熊本地方気象台との連携による避難指示等の遅延防止（菊陽町）
・キキクルの普及等ICTを活用した早めの自主避難の促進（菊陽町）
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備（菊陽町）
・水防災教育の実施（熊本市、宇土市、甲佐町、美里町）
・防災士の育成（熊本市、御船町、嘉島町、甲佐町、益城町、山都町、美里町）
・自主防災組織の活動の推進（熊本市、西原村、御船町、甲佐町、益城町、
美里町、山都町）

・ワンコイン浸水センサの設置（熊本市、甲佐町）

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防整備、河道掘削、橋梁架替、堰改築、高潮堤防整備、天明新川水門整備 等

・下水道等の排水施設の整備 ・既存調整池容量の拡充 ・調整池の整備
・雨水貯留機能向上 ・水田の貯留機能向上 ・ため池の調査・補強・有効活用
・農業水利施設の整備 ・森林の整備・保全、治山施設の整備
・排水機場や用水路等の事前排水 ・校庭貯留施設整備 ・小学校敷地内貯留施設整備
・利水ダム等ダムにおける事前放流等の実施、体制構築（関係者：国、熊本県など）
・流木・塵芥の捕捉 ・既設施設の有効活用 ・竜野川合流点処理
・洪水調節施設の整備 ・遊水機能を有する土地の保全
・歴史的な治水対策の保全（轡塘） ・緑川ダム操作ルール変更
・砂防堰堤整備 ・海岸事業関係者との連携 ・特定都市河川の指定
・流域水害対策計画の策定 ・気候変動の影響を踏まえた確率降雨強度の見直し

歴史的な治水対策の保全（轡塘）

堤防

轡塘（くつわども）

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

特定都市河川の指定に向けた検討

立地適正化計画制度
における防災指針の
作成（宇城市）

河道掘削、樹木伐採

河道掘削

遊水機能を有する
土地の保全

河道掘削、樹木伐採

緑川ダム操作ルール変更

竜野川合流点処理

天明新川水門整備

堤防整備

河道掘削

堤防整備、河道掘削

堤防整備、河道掘削

河道掘削

堤防整備、河道掘削
橋梁架替、堰改築等

堤防整備

堤防整備、河道掘削

堤防整備、河道掘削
特定都市河川
流域水害対策計画の策定

堤防整備、河道掘削

堤防整備

堤防整備、河道掘削

堤防整備、河道掘削

堤防整備

加勢川上流洪水調節施設

下水道等の排水施設の整備

緑川防災ステーション
堤防整備、河道掘削



緑川流域治水プロジェクト

※ 上記の他、特定都市河川の指定に向けた検討を実施。



校庭貯留

凡 例
気候変動考慮時の浸水深0.5m以上
のエリア
大臣管理区間

砂防堰堤整備
砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

○ S28.6洪水では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したこと等を踏まえ、白川水系においても以下の取り組みを一層推進していくものとし、国管理区間においては、気
候変動（２℃上昇）下でも目標とする治水安全度を維持するため、河川整備計画規模である年超過確率1/60の規模に対し２℃上昇時の降雨量増加を考慮した雨量1.1倍となる規模の洪水
を安全に流下させることを目指す。

○ 堤防整備や河道掘削等の事前防災を引き続き推進するとともに、気候変動の影響に伴う降雨量や洪水発生頻度の変化という新たな課題や、流域の土地利用の変遷に伴う保水・遊水地域の
減少等をふまえ、将来にわたって安全な流域を実現するため、流出抑制対策の検討や防災まちづくり等、流域市町村が一体となった防災・減災対策を図る。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、護岸整備、橋梁架替、堰改築、
阿蘇立野ダム、河床掘削

・調整池の整備
・住宅等における雨水浸透施設の設置補助
・一定規模以上の開発行為に対する雨水地下浸透の指導
・流域の雨水貯留施設の設置補助
・雨水浸透桝の設置
・校庭貯留施設整備
・森林の整備・保全、治山施設の整備
・ため池の補強・有効活用
・草原の保全・再生（流域自治体、環境省）
・砂防堰堤整備
・流域流木対策（林野部局との連携強化）
・水田の貯留機能向上
・気候変動を踏まえた確率降雨強度の見直し 等

白川

熊本県

大分県

福岡県

宮崎県

鹿児島県

佐賀県

長崎県

位置図

※ 具体的な対策内容については、今後の調
査・検討等により変更となる場合がある。

■被害対象を減少させるための対策
・災害危険区域の指定
・立地適正化計画の策定（防災指針の追加を含む）
・中心市街地における老朽建築物の建替え促進による防災機能の強化
・防災マップ、避難所マニュアル等防災無線の多言語化等の検討
・地区公民館に対する補強工事補助による防災機能の強化
・土砂災害特別警戒区域からの移転促進（流域内の全市町村）
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実
・内外水一体型のリスクマップを踏まえた立地適正化計画の見直し

・止水板設置の補助（熊本市）

熊本市

堤防整備

横断工作物の対策
（固定堰の改築等）

流下能力向上対策
地域住民等の合意
を得た上で実施

河道掘削

横断工作物の対策
（固定堰群及び橋梁の改築等）

井
樋
山
堰

十
八
口
堰

薄
場
橋

三
本
松
堰

白
川
橋
梁

渡
鹿
堰

白川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～上流から河口まで一本でつながる治水対策及び流域が一体となった防災・減災対策～

河道掘削、堰改築 等

立地適正化計画の策定
（防災指針の追加を含む）

中心市街地における老
朽建築物の建替え促進
による防災機能の強化

調整池の整備

河川防災ステーションの整備

中心市街地における老朽建築物の建替え促進による
防災機能の強化

防災士育成の様子（防災セミナー）

R8.5更新

河道掘削・護岸整備

大津町

西原村

南阿蘇村

高森町

阿蘇市

白川

菊陽町

・森林の整備・保全
・治山施設の整備

水田の貯留機能向上

・土砂災害特別警戒区域からの移転促進
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災
害リスク情報の充実

・ハザードマップの作成
・水位監視カメラ設置
・ため池ハザードマップ作成

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

・ハザードマップの周知
・防災無線による情報発信

河床掘削

・ハザードマップの配布
・浸水想定区域の周知

白川左岸の
避難場所確保

白川（陣内）水位
予測システムに
よる情報把握

河道掘削

遊水地の整備

・防災マップ、避難所マニュアル等防災無線
の多言語化等の検討
・地区公民館に対する補強工事補助による
防災機能の強化

調整池の整備

堤防整備、河道掘削、橋梁架替、堰改築 等

阿蘇立野ダム

砂防堰堤整備

・防災教育、自主防災組織の活動の推進
・防災ハザードマップの作成

・総合防災マップの作成
・ため池ハザードマップの作成

ため池の補強・有効活用

・防災訓練
・消防団員防災士の育成
・自主防災組織の活動推進

災害危険区域の指定

内外水一体型のリスクマップを踏
まえた立地適正化計画の見直し

校庭貯留
施設整備

雨水浸透桝の設置

洪水・土砂災害ハザードマップづくり

水田の貯留機能向上
草原の保全・再生（流域自治体、環境省）

・流域の雨水貯水施設の設置補助

・VR・ＡＲを活用した体験型の防災訓練の実施
・キキクルの普及等ICTを活用した早めの自主避難の促進
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備
・マイタイムライン普及、避難訓練の促進
・防災無線の多言語化の検討

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
○国・県・市町村
・水位監視カメラの設置（国、県、高森町、西原村）
○県・市町村
・広域避難の促進・実施（県、流域内の全市町村）
・マイタイムライン普及、避難訓練の促進（県・菊陽町）

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確
保（県・菊陽町）
○国
・内外水一体型のリスクマップの作成
・三次元管内図の整備
・危機管理型水位計の公開
・洪水予測の高度化
・阿蘇ジオパーク推進協議会と連携した流域治水の情報発信
・阿蘇立野ダムインフラツアーと連携した流域治水の情報発信

・水害版企業BCPの策定支援
・市・町が実施する水防災教育の支援

○熊本県
・水害リスク空白域の解消
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組
○市町村
・総合防災マップ、ハザードマップの作成・更新（阿蘇市、西原村、大津町）
・内水リスク情報の公表（熊本市、菊陽町）
・ため池ハザードマップの作成（西原村）
・消防団防災士の育成、防災訓練の実施（南阿蘇村）
・防災教育、自主防災組織の活動の推進（阿蘇市、西原村、南阿蘇村）
・白川左岸の避難場所確保（大津町）
・ハザードマップの配布、浸水想定区域の周知（阿蘇市、南阿蘇村）
・熊本地方気象台との連携による避難指示等の遅延防止（菊陽町）
・白川（陣内）水位予測システムによる情報把握（大津町）
・VR・ARを活用した体験型の防災訓練の実施（菊陽町）
・キキクルの普及等ICTを活用した早めの自主避難の促進（菊陽町）
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備（菊陽町）
・防災無線の多言語化の検討（菊陽町）
・防災無線による情報発信（菊陽町）
・まるごとまちごとハザードマップの作成（想定最大規模）（熊本市）
・ワンコイン浸水センサの設置（熊本市）

※ 流域治水プロジェクト2.0で新たに追加し
た対策については、今後河川整備計画の過
程でより具体的な対策内容を検討する。

・まるごとまちごとハザードマップの作成
（想定最大規模）

流域流木対策
（林野部局との連携強化）

調整池の整備

道路新設に伴う
調整池の整備



白川水系流域治水プロジェクト



８月出水の対応及び取組内容
（熊本河川国道事務所（緑川）／令和７年８月７日〜１２日）

○概 要
・城南水位観測所及び中甲橋水位観測所において、既往最高水位を記録する出水となった。
・熊本河川国道事務所は、８月１０日からの大雨に際し、河川巡視を行った。
・出水により堆積した土砂や流木の撤去を実施中（今年度8,000ｍ３を撤去予定。）

主な活動内容
・河川巡視
・土砂・流木の撤去

堆積した塵芥（着手前） 撤去後堆積した塵芥（着手前） 撤去後

堆積した土砂（着手前） 撤去後 堆積した土砂（着手前） 撤去後



８月出水の対応及び取組内容
（熊本河川国道事務所（白川）／令和７年８月７〜１１日）

○概 要
・代継橋水位観測所では、避難判断水位を超える出水となった。
・熊本河川国道事務所は、８月１０日からの大雨に際し、河川巡視を行った。
・出水により堆積した土砂や流木の撤去を実施中（今年度2,200ｍ３を撤去予定）。
・阿蘇立野ダムにおいては約１００万m3を貯留させ、流木等捕捉施設や常用洪水吐きスクリーン、右岸上流斜面で捕捉した塵芥量は推計
1,000m3となった。

令和7年8月11日出水における洪水調節による治水効果

ダムから下流45kmの長大な区間において、
河川水位を約10～20cm(推定値)低下

出水時の状況

貯留前 貯留後（平常時７月下旬） （8月11日7時）

約100万m3
（水位約26m）を貯留

EL232.8m

主な活動内容
・河川巡視
・土砂・流木の撤去

堆積した塵芥（着手前） 撤去後堆積した塵芥（着手前） 撤去後



R７.８月出水後の取組内容
（熊本県／～R８．３月）

○概 要
・令和７年８月豪雨では、最大１時間雨量が令和２年７月豪雨を上回る１２３mmを記録し、河川や内水氾濫による浸水被害が発生。
・この大雨による浸水被害を受け、河川管理者の県の土木部と農地の浸水対策に取組む県の農林水産部が、内水対策を担う市町村等
とともに「令和７年８月の大雨による浸水被害に関する検討会」を設置し、浸水被害の状況やその要因等を分析しながら、「令和７年８月
豪雨を踏まえた浸水被害対策」を取りまとめた。各流域治水プロジェクトに位置付け、関係者が協働して浸水対策を実施する。

R7.12.18  第２回 令和７年８月の大雨による
浸水被害に関する検討会

R8.3.18  第４回 令和７年８月の大雨による
1浸水被害に関する検討会

R8.3.3  第３回 令和７年８月の大雨による
浸水被害に関する検討会

県HP：令和７年８月豪雨を踏まえた浸水被害対策について



R７.８月出水後の取組内容【堆積土砂の掘削】
（熊本県 県央広域本部／～R８年出水期）

○概 要
・白川（熊本市）、浜戸川（熊本市）の計３箇所で、R８年出水期までに河道内の堆積した土砂(約６，０７０m3）を撤去予定。

掘削予定箇所

②白川（熊本市北区龍田地内）

③浜戸川右岸（熊本市南区富合町小岩瀬地内）

着工前 竣工後

①白川（熊本市北区弓削地内）

着工前 竣工後

着工前 竣工後

凡例

：掘削予定箇所

出典：熊本県作成管内図
「熊本県作成管内図」をもとに熊本県が作成

②白川（龍田） ①白川（弓削）

③浜戸川（小岩瀬）



R７.８月出水後の取組内容【応急復旧工事】
(熊本県 宇城地域振興局／～R７.１０月)

①小熊野川右岸（宇城市豊野町中間地先）

○概 要
・浜戸川（宇城市）、筒川（美里町）など、計１６箇所で護岸被災箇所の応急復旧工事を実施。

②浜戸川右岸（宇城市豊野町巣林地先）

③筒川左岸（美里町甲佐平地先）

被災後 応急復旧後

被災後 応急復旧後

被災後 応急復旧後

応急復旧工事実施箇所

③筒川（甲佐平）

一の谷川（永富）

中園川（永富）

釈迦院川（岩野）

打吹川（中郡）②浜戸川（巣林）①小熊野川（中間）

×
×

×××

×

×

×
×

××

× ××

×

釈迦院川（払川）

下草野川（椿）

宝勝寺川（小市野）

山本川（中間）

×

福岡川（中間） 釈迦院川（坂本）

出典：熊本県作成管内図
「熊本県作成管内図」をもとに熊本県が作成

凡例

：応急復旧工事実施箇所×



R７.８月出水後の取組内容【堆積土砂の掘削】
（熊本県 宇城地域振興局／～R８出水期）

①小熊野川左岸（宇城市豊野町下郷地先）

○概 要
・小熊野川（宇城市）、津留川（美里町）など、計７箇所でR８出水期までに河道内の堆積した土砂(約４６，０００m3）を撤去予定。

掘削予定箇所

②津留川左岸（美里町岩下地先）

③筒川右岸（美里町甲佐平地先）

③筒川（甲佐平）

津留川（永富）

釈迦院川（払川）

②津留川（岩下）

浜戸川（馬場）浜戸川（糸石）

①小熊野川（下郷）

着工前 竣工後

着工前 竣工後

着工前 竣工後
出典：熊本県作成管内図

「熊本県作成管内図」をもとに熊本県が作成

凡例

：掘削予定箇所



竜野川（上早川）

御船川（滝尾）

矢形川（北甘木）

矢形川（高木）

秋津川（惣領） 木山川（惣領）

岩戸川（砥川）

赤井川（赤井）

木山川（小谷）

×

①御船川（七滝）

八勢川（上野）

御船川
（金内・田小野）

五老ヶ滝川
（入佐）

③笹原川（小笹） 笹原川（麻山）

都々良川
（小笹・後谷）

東御所川（御所）

笹原川（鶴ケ田）

大矢川（安方）

緑川（成君）

大矢川（須原）

大矢川（仏原）

②竜野川（下横田）

R７.８月出水後の取組内容【応急復旧工事・堆積土砂の掘削】
（熊本県 上益城振興局／～R８出水期）

応急対策：①御船川右岸（御船町七滝地先）

○概 要 ・御船川（御船町）で護岸被災箇所の応急復旧工事を実施。
○概 要 ・矢形川（嘉島町）、木山川（益城町）、御船川（御船町）、竜野川（甲佐町）、笹原川（山都町）など、計２５箇所でR８出水期までに

河道内に堆積した土砂(約４９，０００m3）を撤去予定。

応急復旧・掘削予定箇所

掘削：③笹原川（山都町小笹地先）

被災後 応急対策後

掘削：②竜野川（甲佐町下横田地先）
着工前

着工前

竣工後写真
※協議会（5/21）時に添付予定

竣工後

竣工後

出典：熊本県作成管内図
「熊本県作成管内図」をもとに熊本県が作成

凡例
：掘削予定箇所

：応急復旧工事実施箇所×



①白川（瀬田）②白川（大林）

③白川（岩坂）白川（久保田）

着工前

R７.８月出水後の取組内容
（熊本県 県北広域本部／～R８出水期）

○概 要
・白川（菊陽町、大津町）の計４箇所でR８出水期までに堆積した土砂（ 約１２，０００m3）を撤去。

②白川右岸（大津町大林地先）
着工前 竣工後

竣工後

掘削予定箇所

①白川右岸（大津町瀬田地先）

③白川（大津町岩坂地先）
着工前 竣工後

出典：熊本県作成管内図
「熊本県作成管内図」をもとに熊本県が作成

凡例

：掘削箇所



R７.８月出水後の取組内容【堆積土砂の掘削】
（熊本県 阿蘇地域振興局／～R８出水期）

○概 要
・黒川（阿蘇市）、白川（南阿蘇村）など、計７箇所でR８出水期までに河道内の堆積した土砂(約１０，６３０m3）を撤去予定。

③両併川左岸（南阿蘇村両併地先）

掘削予定箇所

出典：熊本県作成管内図
「熊本県作成管内図」をもとに熊本県が作成

着工前 竣工後

凡例

：掘削予定箇所

黒川（坂梨）

古恵川（宮地）東岳川（中道）①黒戸川（内牧）

②黒川（狩尾）

白川（河陰） ③両併川（両併）

①黒戸川左岸（阿蘇市内牧地先）

②黒川左岸（阿蘇市狩尾地先）
着工前 竣工後

着工前 竣工後



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県警察／令和７年８月１０日〜９月２５日）

主な活動内容出動延人数活動時間

・救出救助（４７件５９人）
・捜索活動（延べ７５９人）

救助活動
１９０人
捜索人員

延べ７５９人
8/10〜9/25

宇土市南段原町における
孤立者救助

坪井川における
捜索活動

有明海沿岸における
捜索活動

有明海における
捜索活動

○概 要
・熊本県警察は、８月１０日からの大雨に際し、「自然災害」による１１０番通報は８３４件（令和７年８月１０日から１２日までの間）
であり、災害発生現場における救助活動者は１９０人、安否不明者（行方不明者）捜索人員数は延べ７５９人で対応した。
・救助要請、道路冠水による立ち往生、土砂崩れ等の通報を受け、危険な状況の中、機動隊、管区機動隊、警察職員が関係機関と連携しな
がら救出救助活動や安否不明者（当時）の捜索等を行い、４７件５９人を救出救助した。

警察活動実施箇所（警察構成員関係箇所のみ表記）
・記録的短時間大雨情報 １７自治体

玉名市、菊池市、熊本市、山鹿市
合志市、玉東町、大津町、長洲町
和水町、美里町、宇城市、甲佐町
八代市、山都町、氷川町、天草市
上天草市

・大雨特別警報 ７自治体
玉名市、長洲町、宇城市、八代市
氷川町、上天草市、天草市

・主な活動内容
道路冠水、家屋への浸水、車両水没
土砂崩れ等に伴う救助要請等
安否不明者（当時）捜索



８月出水の対応及び取組内容
（第８師団（第１２普通科連隊）／令和７年８月９日〜１３日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・指揮所活動（駐屯地での情
報収集）
・連絡員の派遣（霧島市役所
及び姶良市役所）
・給水支援（約１７０ｔ、
６，５００名を支援）

２１５名８/９〜８/１３
約１００時間

給水支援活動の様子

地図を掲載する際は、下記を使用してください。
・市町村（都道府県）作成の管内図
・地理院地図（国土地理院提供のweb地図）
https://maps.gsi.go.jp/

※上記以外の地図を使用する場合は、提供元の利
用規約に従ってください。

※出典を明記してください。

概 要
第８師団（第１２普通科連隊）は、８月６日からの大雨に際し、令和７年８月９日から１３日にかけて指揮所活動、連絡員の派遣及び
給水支援を実施した。８月９日０８００以降、隼人市民サービスセンター（霧島市）及び松原なぎさ小学校（姶良市）において、給水支
援活動を開始、８月１３日１１４１、今後は自治体のみで対応が可能となったことから、鹿児島県知事から災害派遣撤収要請を受け、活動
を終了

水防活動実施箇所

出典︓国土地理院ウェブサイト

隼人市民
サービスセンター

松原なぎさ
小学校

陸上自衛隊
国分駐屯地

https://maps.gsi.go.jp/


８月６日からの大雨における水防活動
（熊本県熊本市消防団／令和７年８月１０日〜１１日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・巡回警戒広報４２件
・避難誘導（４世帯１３名）
・排水作業（１件）
・人命救助（２２件４５名）

４７１名８/１０〜
８/１１
約１０時間

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

富合校区
巡回警戒広報

小島地区の浸水被害
ボートによる人命救助

小島地区の浸水被害
ボートによる人命救助

松尾地区の浸水被害
ボートによる人命救助

○概 要
・熊本市消防団は、８月１０日からの大雨に際し、令和７年８月１０日から１１日にかけて延べ９６ケ分団４７１名が出動した。
・市内では、1時間雨量１１０㎜を超える豪雨により河川が増水した。
・各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、巡回警戒広報、住民の避難誘導、小型ポンプによる排水作業、ボートによる
人命救助等を行い、人的被害の軽減のため活動した。

水防活動実施箇所

出典︓国土地理院ウェブサイト
「地理院地図」をもとに熊本市が作成

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県宇土市／令和７年８月１１日）

網津川支流（住吉町地先）
冠水状況

網津川支流（住吉町地先）
排水ポンプ車による排水作業

○概 要
・宇土市では、８月１０日からの豪雨により、市内の多くの河川が増水した。
・豪雨と大潮の満潮が重なったことにより、市内各地で河川の氾濫、道路・住宅地の冠水などが発生した。
・人的、物的被害軽減のため、国土交通省及び地元業者に依頼し、市内2か所で内水の排水作業を実施した。

船場川支流（築籠町地先）
排水ポンプによる排水作業

船場川支流（築籠町地先）
排水ポンプによる排水作業



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県宇城市消防団／令和７年８月１０日〜９月２０日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・土のう積み（詳細不明）
・排水作業（５件）
・土砂撤去（約３０件）

５２６名
８/１０〜９/

３０
時間不明

宇城市松橋町での
土のう構築作業

○概 要
・宇城市消防団は、８月１０日からの大雨に際し、令和７年８月１０日から９月２０日にかけて延べ２０分団５２６名が出動した。
・市内では、1時間雨量１００㎜を超える豪雨により河川が増水した。
・各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、堤防への土のう積み、住民の避難誘導、排水ポンプ車による排水作業、ボー
トによる人命救助等を行い、人的被害の軽減のため活動した。

水防活動実施箇所

出典︓国土地理院ウェブサイト
「地理院地図」をもとに宇城市が作成

宇城市豊野町での
土砂撤去作業

宇城市豊野町での
土砂撤去作業



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県合志市消防団／令和７年８月１０日〜１１日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・状況確認
・応急復旧（法面崩壊1ヶ所）
・車両避難支援（２台） 等

２０名8/10〜8/11
約４時間

堀川（須屋地区）
越水状況

○概 要
・合志市消防団は、８月１０日からの大雨に際し、令和７年８月１０日から１１日にかけて4コ分団２０名が出動した。
・市内では、1時間雨量118㎜を超える豪雨により河川が増水した。
・内水氾濫や一部越水により、農地等一部法面崩壊、床上及び床下浸水等の被害を受ける危険な状況の中、状況確認、応急復旧、被害車
両の移動支援等を行い、被害軽減のため活動した。

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

堀川（榎ノ本地区）
越水状況

（榎ノ本地区）
内水氾濫状況

活動実施箇所

出典︓国土地理院ウェブサイト
「地理院地図」をもとに合志市が作成

状況確認
車両避難支援

状況確認

状況確認
応急復旧

状況確認



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県美里町消防団／令和７年８月１１日〜9月２８日）

主な活動内容出動延人数活動期間
・避難誘導（岩下地区）
・救急物資配送（甲佐平地区）
・土砂撤去作業（早楠地区 他）

７９名8/11〜9/28

【早楠地区の土砂被害 土砂撤去の支援活動】

【小筵地区の土砂被害
土砂撤去の支援活動】

○概 要
・美里町消防団は、８月１１日からの大雨に際し、令和７年８月１１日から９月２８日にかけて延べ７９名が出動した。
・町内では、1時間雨量143㎜を超える豪雨により多数の土砂崩れが発生し、河川も増水した。
・各地で越水等により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、住民の避難誘導等を行い、人的被害の軽減のため活動した。
また、孤立世帯への緊急支援物資の配送、町内各所に発生した土砂崩れ等の土砂撤去作業の支援活動も実施した。

水防活動実施箇所

出典︓国土地理院ウェブサイト
「地理院地図」をもとに美里町が作成

避難誘導活動

土砂撤去作業

緊急支援物資配送



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県大津町消防団／令和７年８月１０日〜１１日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・早期避難広報（町内全域）
・避難誘導
・被害状況確認
・被害箇所現地対応 等

232名
８/１０〜
８/１１
約６時間

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

上大津地区の落石 杉水地区の土砂流出

鳥子川地区の法面崩壊 仮宿地区の法面崩壊

○概 要
・大津町消防団は、８月１０日からの大雨に際し、令和７年８月１０日から１１日にかけて延べ８分団２３２名が出動した。
・町内では、記録的短時間大雨情報により短時間で河川が急激に増水した。
・各地域における早期避難の呼びかけや避難誘導、翌日以降の被害箇所の確認及び現地対応などを行い、人的被害の軽減のため活動した。

水防活動実施箇所

出典︓国土地理院ウェブサイト
「地理院地図」をもとに大津町が作成

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

平川河川増水

土砂崩れ、倒木等

避難誘導

道路冠水



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県菊陽町消防団／令和７年８月１０日〜１１日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・土のう積み（3箇所50袋）
・避難誘導（3世帯5名）
・危険個所の巡視等

115名
（精査中）

8/10〜8/11
約８時間

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

東ヶ丘（津久礼2712地先）
積み土のう工

新町地区の道路冠水

入道水地区の法面崩壊 光の森地区の水没車両

○概 要
・菊陽町消防団は、８月１０日からの大雨に際し、令和７年８月１０日から１１日にかけて延べ１１５名が出動した。
・内水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、危険個所の巡視、住民の避難誘導などを行い人的被害の軽減のため活動した。

水防活動実施箇所

出典︓菊陽町都市計画基本図
（菊陽町作成）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

法面崩壊

土のう設置



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県高森町／令和７年８月10日〜11日）

主な活動内容待機延人数活動時間
・自主避難所の開設
・被災情報の収集
・町道等のパトロール 等

17名8/10〜8/11
約25時間

町道被災写真 民家敷地裏の被災写真

町道被災写真 町道被災写真

○概 要
・高森町は、8月10日からの大雨に際し、令和７年8月10日から11日にかけて災害警戒本部・災害待機班・関係部署延べ17名が待機した。
・高森町では、1時間雨量100㎜を超える豪雨により河川が増水した。
・高森町全域でまとまった雨が降ったことにより、町道や河川等での多数の小規模被害発生。

水防活動実施箇所



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県南阿蘇村消防団／令和７年８月７日〜１１日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・土のう積み（1箇所）
・広報活動
・避難誘導（１箇所）
・小河川清掃活動 等

337名
（精査中）

8/7〜8/11
約10時間

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

河川の状況 小河川の清掃活動

氾濫の恐れがある場所に土のう準備 側溝の泥上げ活動等

○概 要
・南阿蘇村消防団は、８月７日からの大雨に際し、令和７年８月７日から１１日にかけて延べ３３８名が出動した。
・村内で特に大きな被害はなかったものの、一部で農地被害や家屋裏山の崩壊等が発生した。夜中の避難指示発令後、河川沿いに居住の住
民に対し消防団が各世帯を回り避難誘導や支援を実施した。
・一部河川が氾濫する恐れがあったので土のう積みを実施した。

水防活動実施箇所

出典︓国土地理院ウェブサイト
「地理院地図」をもとに南阿蘇村が作成

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

土のう設置



８月６日からの大雨における水防活動
（熊本県御船町消防団／令和７年８月１１日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・避難誘導
・排水作業
・広報活動

93名8/11
約10時間

御船川左岸
排水作業

木倉地区の浸水被害
排水作業

○概 要
・御船町消防団は、８月１０日からの大雨に際し、令和７年８月１１日に延べ８３名が出動した。
・町内では、豪雨により河川が増水した。
・各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、住民の避難誘導、ポンプ車による排水作業、広報活動等を行い、人的被害
の軽減のため活動した。

水防活動実施箇所

出典︓国土地理院ウェブサイト
「地理院地図」をもとに御船町が作成

御船川右岸
広報活動中



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県嘉島町消防団／令和７年８月11日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・避難喚起
・集落内巡視（13地区）
・人命救助 等

55名
8/11
約4時間

（最大7時間）

鯰地区巡視
集落内冠水状況

町冠水状況
ドローン撮影

高田地区巡視
高田みんなの広場公園冠水

鯰地区巡視
アンダーパス冠水

○概 要
・嘉島町消防団は、８月10日からの大雨に際し、令和７年8月11日に延べ13部隊、本部団員を含めて55名が出動した。
・町内では、10日深夜から続く降雨により町の周囲を囲む河川が増水した。
・各地で内水氾濫により道路・農地冠水や床上浸水等の建物被害を受ける地区もある危険な状況の中、集落内の巡視及び現場状況報告、
住民の避難喚起、ボートによる要救助者の人命救助等を行い、人的被害の軽減のため活動した。

水防活動実施箇所

出典︓国土地理院ウェブサイト
「地理院地図」をもとに嘉島町が作成



８月出水の対応及び取組内容
（熊本県益城町消防団／令和７年８月10日〜11日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・避難誘導
・交通誘導
・災害警戒巡視活動

104名8/10〜8/11
約８時間

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

町内の道路冠水状況 河川の流木

木山川 増水状況
（津森小学校前）

土砂崩れの状況

○概 要
・益城町消防団は、８月１０日からの大雨に際し、令和７年８月１０日から１１日にかけて延べ１０４名が出動した。
・町内では、１時間雨量７０㎜を超える豪雨により河川が増水、河川の一部越水が発生した。
・各地で道路冠水、床下・床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、住民の避難誘導、交通誘導、災害警戒巡視活動を行い、人的被害
の軽減のため活動した。

水防活動実施箇所

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

道路冠水、床上・床下浸水に伴う交通誘導、避難誘導

河川の越水による交通誘導

その他、山間部の土砂崩れ等の警戒巡視活動



８月６日からの大雨における水防活動
（熊本県甲佐町消防団／令和７年８月10日〜14日）

主な活動内容出動延人数活動時間
・土のう積み
・避難誘導
・人命救助（捜索）
・避難誘導 等

254名8/10〜8/11
約8時間

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

道路冠水
（下横田地区）

竜野川沿川の浸水被害
（中早川地区）

土砂崩れ 人命救助
（上豊内地区）

道路崩壊
（宮内地区）

○概 要
・甲佐町消防団は、８月10日からの大雨に際し、令和７年8月10日から14日にかけて延べ4部隊254名が出動した。
・町内では、1時間雨量110㎜を超える豪雨により河川が増水した。
・各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、堤防への土のう積み、住民の避難誘導、土砂崩れ等による捜索等を行い、
人的被害の軽減のため活動した。

水防活動実施箇所

出典︓甲佐町全図（1/50000）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）

水防活動写真
（※無い場合は被害状況等の写真）



８月出水の対応及び取組内容
（熊本地方気象台／令和７年８月６日〜１３日）

ホットライン

オンライン気象解説

10日から13日にかけ県庁へ職員を派遣し、防災対応を
支援
「災害直後」に被災市町村へ職員を派遣し、最新の気象
状況を解説するとともに、被災状況や支援ニーズを確認

JETT（気象庁防災対応支援チーム）

8月6日、8日、9日、10日に気象解説を実施
8月10日夜遅くから11日夕方まで、常時オンライン接続を実施

市町村防災担当者へのホットライン
警戒レベル４相当情報が予想される場合等に実施
市町村長へのホットライン
大雨特別警報を発表する等、過去の大きな災害時に
匹敵するような記録的な気象現象が予想される場合に実施

県庁へのJETT派遣 オンライン気象解説

土砂キキクル

洪水キキクル浸水キキクル

雨雲の動き
（8月10日22時45分）

キキクルは11日18時までの
過去24時間最大値

キキクルは11日18時までの
過去24時間最大値



議事３
４）事業継続力強化計画認定制度と支援について
・九州経済産業局からの情報提供

資料－４



事業継続力強化計画認定制度について

2026年5月
九州経済産業局

復興・事業継続推進室



近年の災害の状況
自然災害は全国どこでも起こりうるものであり、近年は災害が頻発・激甚化する傾向が顕著。
令和元年度以降、災害救助法が適用されたのは40都道府県

全国で頻発する自然災害（過去５年）
災害救助法適用地域災害名年

島根県島根県松江市における大規模火災

R3年度

静岡県、鳥取県、島根県、鹿児島県令和3年7月1日からの大雨

青森県
台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨に
よる災害

長野県、福岡県、佐賀県等令和3年8月11日からの大雨【局激】
長野県令和3年長野県茅野市において発生した土石流
宮城県、福島県令和４年福島県沖地震
宮城県令和4年7月14日からの大雨

R4年度

青森県、山形県、新潟県、石川県、福井県令和4年8月3日からの大雨
静岡県、山口県、宮崎県等令和4年台風第14号・第15号【局激】
新潟県令和4年12月17日からの大雪
北海道、新潟県令和4年12月22日からの大雪
（山形県）（令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れ）
鳥取県令和5年1月24日からの大雪
石川県令和5年石川県能登地方を震源とする地震【局激】

R5年度

茨城県、埼玉県、静岡県、和歌山県
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第２号による
災害

山口県令和5年6月29日からの大雨による災害
秋田県、福岡県等令和5年7月7日からの大雨による災害
沖縄県令和5年台風第6号の影響による停電
京都府、兵庫県、鳥取県令和5年台風第7号
福島県、茨城県、千葉県令和5年台風第13号
新潟県、富山県、石川県、福井県令和6年能登半島地震【本激】
（岐阜県）（令和6年1月23日からの大雪）

災害救助法適用地域災害名年
島根県令和6年7月9日からの大雨

R6年度

秋田県、山形県令和6年7月25日からの大雨【局激】

福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県等令和６年台風第１０号
石川県低気圧と前線による大雨【局激】
鹿児島県令和6年11月8日からの大雨
青森県令和6年12月28日からの大雪
福島県、新潟県令和7年2月4日からの大雪

埼玉県流域下水道管の破損に起因する道路陥没事
故

青森県、新潟県令和7年2月17日からの日本海側を中心と
した大雪

岩手県令和7年岩手県大船渡市の大規模火災
愛媛県令和7年3月23日に発生した林野火災
鹿児島県トカラ列島近海を震源とする地震

R7年度

沖縄県令和7年台風第8号
北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、
静岡県、三重県

令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴
う津波

福岡県、山口県、熊本県、石川県、鹿児島県令和7年8月6日からの大雨【局激】
秋田県令和7年8月20日からの大雨
鹿児島県令和7年台風第12号
秋田県令和7年9月2日からの大雨
静岡県令和7年台風第15号
三重県令和7年9月12日からの大雨
東京都令和7年台風第22号



令和2年7月豪雨（本激）
・熊本県
・大分県
・福岡県

相次いで災害に見舞われる九州【常態化する災害】

西日本豪雨（本激）
・福岡県
（飯塚市、久留米市）

熊本地震（本激）
・熊本県、大分県

平成29年度 令和元年度 令和7年度

九州北部豪雨（局激）
・福岡県
（朝倉市、東峰村）
・大分県（日田市）

佐賀豪雨（局激）
・佐賀県
（武雄市、大町町）

令和3年8月大雨（局激）
・佐賀県
（武雄市、大町町）
・長崎県（雲仙市）
・福岡県（久留米市）

＜熊本地震＞ ＜令和2年7月豪雨＞ ＜令和4年台風14号＞＜九州北部豪雨＞

令和2年度 令和4年度平成30年度平成28年度 令和3年度

令和7年8月豪雨（局激）
・熊本県

令和4年台風14号（局激）
・宮崎県
（諸塚村、椎葉村）

九州は、地震や台風、線状降水帯の発生による大雨などにより、多くの災害が発生している。



被災の規模が大きいほど営業停止期間が長期化する傾向にあり、営業停止期間が長期化すれば、
中小企業は取引先が減少する傾向がある。
地域やサプライチェーンで重要な役割を担う中小企業が事前の防災・減災対策の取組を講ずる
ことは、地域やサプライチェーンの機能の維持に繋がる。
被災による物的損失額別に見た営業停止期間

事前対策の必要性

営業停止期間別に見た、被災前後の取引先数の推移

13.7

18.1

31.1

31.9

53.7

64.8

79.0

73.3

62.6

61.5

41.5

31.5

7.4

8.5

6.3

6.6

4.9

3.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

営業停止なし

(n=1,069)

1週間以内

(n=656)

1か月以内

(n=254)

3か月以内

(n=91)

半年以内

(n=41)

半年超

(n=54)

減少 横ばい 増加

63.6

62.0

56.2

36.5

34.6

17.4

27.3

30.8

32.6

36.5

35.8

25.3

5.6

9.0

17.8

19.6

24.9

8.6

5.0

12.5

2.2

7.8

9.1

2.8

12.1

0% 100%

0円

(n=11)

1円～100万円未満

(n=321)

100～500万円未満

(n=322)

500～1,000万円未満

(n=197)

1,000～3,000万円未満

(n=179)

3,000万円以上

(n=281)

営業は停止せず 1週間以内 1か月以内

3か月以内 半年以内 半年超
出典︓三菱リサーチ＆コンサルティング（株）「中小企業の災害対応に関する調査」



国内におけるＢＣＰ策定の状況
ＢＣＰ（Business Continuity Plan）は、企業等が自然災害等の緊急事態に遭遇した場合にお
いて、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能
とするための方法、手段等の対策に関する計画。

ＢＣＰ策定企業割合は大企業・中小企業とも増加傾向にあるが、中小企業の策定率は大企業と
比べて低い。

ＢＣＰ策定の状況

19.8%

18.4%

17.7%

17.6%

7.3%

7.5%

7.6%

7.9%

22.9%

22.7%

24.6%

24.1%

41.8%

43.0%

42.1%

42.5%

8.2%

8.4%

8.0%

8.0%

2024年

2023年

2022年

2021年

策定している 現在、策定中 策定を検討している 策定していない 分からない
50.0%

48.6%

49.9%

49.6%
25.7 26.4 26.7 29.2 30.8 32.0 33.7 35.5 37.1 

12.3 12.1 11.7 11.5 13.6 14.7 14.7 15.3 16.5 

2016年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 2024年

大企業

中小企業

出典︓「事業継続計画（BCP）に対する意識調査（2024年）」（帝国データバンク）

ＢＣＰ策定率



ＢＣＰの効果・未策定の理由

出典︓「事業継続計画（BCP）に対する意識調査（2025年）（帝国データバンク）」より作成

ＢＣＰ未策定の理由

ＢＣＰ・事前対策
実施済み

ＢＣＰ・事前対策
一部実施済み

ＢＣＰ・事前対策
未実施

13日

23日

41日

生産再開までの日数

ＢＣＰ等実施済みに
比べ3倍の日数

ＢＣＰ・事前対策の効果

出典︓中小企業強靱化研究会中間取りまとめ（平成31年1月）

ＢＣＰを策定することで、自然災害が発生した際に操業度の減少に歯止めをかけるとともに、
ＢＣＰに基づき初動対応、事業継続対応を行うことで、復旧速度をあげることが可能。
一方、中小企業がＢＣＰを策定しない理由としては、ノウハウがない、人材や時間を確保でき
ない等の障壁がある。

2.5%

2.0%

3.2%

4.3%

4.6%

10.6%

14.6%

15.1%

18.7%

23.0%

25.2%

28.6%

33.1%

42.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

その他

策定に際してコンサルティング企業等の相談窓口が分からないと

策定に際して公的機関の相談窓口が分からない

ガイドライン等に自組織の業種に即した例示がない

親会社（グループ会社）のBCPに従っている

策定しなくてもその場で対処できる

リスクの具体的な想定が難しい

策定する費用を確保できない

策定する必要性を感じない

自社のみ策定しても効果が期待できない

書類づくりで終わってしまい、実践的に使える計画にすることが難しい

策定する時間を確保できない

策定する人材を確保できない

策定に必要なスキル・ノウハウがない



政府全体のＢＣＰ推進体制
内閣府において我が国の企業・組織全体に向けた事業継続ガイドラインを策定しているほか、
各省庁において事業分野に応じたＢＣＰ策定支援を実施。
中小企業分野については、より取組易い簡易なＢＣＰとして「事業継続力強化計画」認定制度
を令和元年に創設。計画策定による支援措置と合わせて、中小企業の防災・減災力の強化に向
けて取組を推進しているところ。

（内閣府防災担当）

（中小企業庁）

（国土交通省）

（厚生労働省）

（日本銀行）

【業種別】

（内閣官房国土強靱化担当）

事業継続ガイドライン

レジリエンス認証

中小企業ＢＣＰ策定運用指針（平成18年〜）
「事業継続力強化計画」認定制度（令和元年〜）

「建設会社における事業継続力認定」制度

【中小企業】

医療施設の災害対応のための
事業継続計画（ＢＣＰ）

金融機関における業務継続体制の整備

社会福祉施設等における
ＢＣＰ作成支援



事業継続力強化計画認定制度

発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）

ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策
計画の推進体制（経営層のコミットメント）

訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組

認定事業者によるロゴマーク使用
防災・減災設備導入に対する税制措置
低利融資、信用保証枠拡大等の金融支援
補助金採択時の加点措置

【計画認定スキーム】

経済産業大臣
（各経済産業局）

中小企業
小規模事業者

※協力者として、大企業や経済団
体等も参画可能

【計画の種類】
■事業継続力強化計画

中小企業・小規模事業者が単独、または、協力者の協力の下で実施
する計画

■連携事業継続力強化計画
２者以上の中小企業・小規模事業者が他の中小企業や大企業、経済
団体等との連携の下で実施する計画

事業継続力強化計画制度は、中小企業等の自然災害等への対策を促進するため、簡易なＢＣＰと
して、中小企業が行う防災・減災の事前対策等を経済産業大臣が認定するもの。
認定を受けた事業者は、認定ロゴマークの使用のほか、税制措置や低利融資等の支援策の活用が
可能。
令和元年に制度創設以来、延べ9.7万件超の事業継続力強化計画を認定。（令和８年度末時点）

計画の記載項目

認定を受けた事業者に対する支援

②認定

①申請



計画認定状況（地域別）

（令和８年３月末時点）

地域別認定状況

認定件数
(事業者100者あたり※の認定件数)県 うち連携

事業継続力強化計画

803,820（2.9）福岡
18698（3.1）佐賀
11935（2.4）長崎
381,111（2.4）熊本
26986（3.1）大分
20899（2.8）宮崎
12713（1.6）鹿児島

2059,162（2.6）合計
1,85097,768（2.9）__全国

認定件数地域

３，６２０北海道

４，６０４東北

３７，２８６関東

１４，７８６中部

１６，９３６近畿

５，８７１中国

４，８３３四国

９，１６２九州

６７０沖縄

９７，７６８合計

令和元年８月から令和８年３月末時点の認定件数は累計97,768件。うち連携事業継続力強化計
画は1,850件。
九州７県では9,162件、連携事業継続力強化計画は205件認定されている。

九州の認定実績内訳

※事業者数は、2021年6月時点の中小企業・小規模企業の数。
資料︓中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数（2021.6月時点）の集計結果」（令和3年経済センサス活動調査）

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/index.htm

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/index.htm


事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、「認定ロゴマー
ク」の使用等が可能。

「事業継続力強化計画認定ロゴマーク」の使用

支援策① ロゴマークの使用
認定事業者名のホームページ公表等

• 認定を受けた事業者は、「認定ロゴマーク」を使用できる。（使用規約同意書不要）

• また、認定制度の取組を広報することを目的として、公的機関等が使用する場合等も
「認定ロゴマーク」を使用できる。（中小企業庁が使用規約同意書を許諾した場合）

＜中小企業庁ＨＰ（事業継続力強化計画認定ロゴマーク）＞
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html#logomark

認定を受けた事業者名を中企庁ＨＰで公表

• 認定を受けた事業者は、中小企業庁のＨＰ等において、事業者名（事業者ＨＰのＵＲＬ）を掲載。（原則公開）

＜中小企業庁HP（認定事業者一覧）＞
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/list.html

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html#logomark
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/list.html


自然災害等への対策を強化するため、事業継続力強化計画／連携事業継続力強化計画に対象設備の
投資を行うことを記載して認定を受けた中小企業者が、認定後１年以内に予定していた設備導入を行った
場合に、特別償却1６% を適用できる。

支援策② 中小企業防災・減災投資促進税制

○対象者 ︓令和９年3月31日までに「事業継続力強化計画／連携事業継続力強化計画」
の認定を受けた中小企業者

○支援措置︓特別償却16%

○対象設備︓「事業継続力強化計画」等の認定を受けた日から１年以内に取得等をする事業継続力の強化に
特に資する以下の設備

対象となるものの用途又は細目減価償却資産の種類
（取得価額要件）

自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置等
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

機械及び装置
（100万円以上）

自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設
備

器具及び備品
（30万円以上）

自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動
制御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、
揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、耐震・制震・免震装置、架台（対象設備
をかさ上げするために取得等するものに限る）、防水シャッター等
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

建物附属設備
（60万円以上）

本税制の詳細は以下の実施要領を御確認ください。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/bousaizeisei_yoryo.pdf

【止水板】

【耐震装置】

【自家発電設備】

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/keizokuryoku/bousaizeisei_yoryo.pdf


事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が行う、設備投資に必要な資金について日本政策金融公庫
による低利融資を受けることが可能（運転資金は対象外）。

日本政策金融公庫による低利融資（ＢＣＰ資金）

支援策③ 金融支援

事業継続力強化計画の認定を受けた事業者は、事業継続力強化計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受け
る際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を受けることが可能。

信用保証枠の拡大

貸付金利

貸付限度額

貸付期間

設備資金について、基準利率から0.9％引下げ（運転資金については基準利率）
（※1）信用リスク・貸付期間などに応じて所定の利率が適用。

中小企業事業︓7億2,000万円（※2）

設備資金20年以内、長期運転資金7年以内（据置期間2年以内）

（※1）

（※2）設備資金において、0.9％の引下げが適用となるのは、貸付限度額のうち４億円まで。

別枠通常枠
2億円（組合4億円）2億円（組合4億円）普通保険

8,000万円8,000万円無担保保険
2,000万円2,000万円特別小口保険

2億円⇒3億円（組合４億円⇒６億円）（保証枠の拡大）新事業開拓保険
2億円⇒4億円（組合４億円⇒６億円）（保証枠の拡大）海外投資関係保険

保証限度額



事業継続力強化計画の認定事業者は、一部補助金の採択審査において、加点措置等がある。
事業継続力強化計画の策定または策定予定であることが補助要件とされる補助金がある。

支援策④ 補助金の加点措置・申請要件

【申請要件】
◎災害関係補助金
・地方公共団体による小規模事業者等支援推進事業費補助金（災害活用）
・グループ補助金/なりわい再建支援補助金
⇒事業継続力強化計画の計画策定が、災害復旧等に係る支援策の申請において必須要件。

【加点措置】
○ものづくり補助金

○事業承継・M&A補助金（専門家活用枠）

○中小企業省力化投資補助金（一般型）

○小規模事業者持続化補助金（一般型・通常枠）

○小規模事業者持続化補助金（創業型）



中小企業庁と損害保険会社、共済団体が連携しつつ、防災・減災対策に取り組む事業者を応援。具体的
には事業継続力強化計画の認定を取得した事業者のリスク実態に応じて保険料の割引を行うなど、新たな
取組を開始している。

損害保険会社

支援策⑤ 損害保険料等の割引

【対象企業】
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ・AIG損害保険株式会社
・共栄火災海上保険株式会社 ・セコム損害保険株式会社
・損害保険ジャパン株式会社 ・大同火災海上保険株式会社
・Chubb損害保険株式会社 ・東京海上日動火災保険株式会社
・日新火災海上保険株式会社 ・三井住友海上火災保険株式会社

「事業継続力強化計画」の認定を取得した事業者のリスク実態に応じて保険料の割引などを行い、中小企業・小規模
事業者の事業継続力の強化を一歩踏み込んで後押しするもの。

全日本火災共済協同組合連合会

事業継続力の強化に向けて連携している団体一覧 ＜各社の説明については以下URLを参照＞
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/dantai_ichiran.html

組合員のニーズを踏まえ、「地震危険補償特約」の取り扱いを実施。
また、「事業継続力強化計画」の認定を取得した事業者等に対して、一定の要件を満たす場合に、リスク実態に応じた
共済掛金の割引を個別に検討。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/dantai_ichiran.html


自治体によっては、事業継続力強化計画の策定を要件とした独自の補助金がある。また、競争入札への参
加について事業継続力強化計画の認定を加点項目にしている自治体もある。

例１︓止水板等設置事業費補助金
（福岡県久留米市）（要件）

【参考】地方自治体独自の支援措置

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020s
houkougyou/3020joseiseido/2021-1216-0956-74.html

例２︓競争入札参加資格審査（福岡県）（加点措置）

例３︓BCP等策定等支援事業（大分県）（策定支援）

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/818802_62899295_misc.pdf

https://www.city.oita.oita.jp/o155/shigotosangyo/kigyoshien/bcpshien2025.html

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020s
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/818802_62899295_misc.pdf
https://www.city.oita.oita.jp/o155/shigotosangyo/kigyoshien/bcpshien2025.html


【参考】「令和２年７月豪雨」での認定計画の効果
災害救助法適用地域（福岡県、熊本県、大分県）に所在する、「事業継続力強化計画」の認定を受けた
一部の企業にヒアリングを実施。有効回答のうち５割以上の企業において「被害が抑えられた」との回答あり。
被害を抑えた事業者からは、「機器の嵩上げを実施していた」、「計画に基づき、スムーズに避難を指示でき
た」との有効性を実感する回答がある一方、計画の不実施に伴う被害を抑えられなかった事例も存在。

影響なし, 
36%

抑えられた, 
55%

抑えられなかった, 
9%

＜認定企業の回答＞

N=69

浸水したが、計画に基づき、溶接機器等の設備や備品を低い場所から高い場所に移
動させていたため、被害を抑えられた。（福岡県・食品製造業）
計画に基づき、従業員の連絡網（ＳＮＳ）を作っていたため、安否確認及び設備の
再稼働がスムーズに行えた。（熊本県・卸売業）
展示場及び、一部機械が水没したが、計画に基づき、連絡網の整備の実施や、帳簿
等をクラウドに保存していたため、被害が抑えられた。（熊本県・サービス業）

＜被害を抑えられた回答＞

床上浸水に遭い、計画に記載していた重機・測量機等の保険が未加入かつ嵩上げを
不実施。機器等が破損してしまった。（福岡県・建設業）
計画に基づき、保険の内容を確認している最中に被災し、保険が適用にならない可能
性がある。事務所及び作業場が浸水し現在も再開に至ってない。
（大分県・卸売業）
計画では地震を想定していたため、水害に備えていなかった。（熊本県・サービス業）

＜被害を抑えられなかった回答＞

被害はないが、計画に基づき行動することで有効性を確認した。必要性を社内で改めて共有できた。（福岡県・食品製造業）
工場が停止し、生産が追いつかず取引先に迷惑をかけた。代替生産まで踏み込んで検討すべきと感じた。（福岡県・製造業）

＜その他の回答＞



ＢＣＰ・事業継続力強化計画策定の効果
「経営者や従業員のリスクに対する意識が向上した」「減災に繋がった」といったリスクの顕在化による影響の
低減（＝守りの効果）だけでなく、「重要業務の洗い出しが出来た」、「業務の改善・効率化につながった」、
「認定により取引先からの信頼が高まった」といった、平時の事業運営の効率化（＝攻めの効果）を評価す
る声も存在。

70.0%
40.4%

35.7%
17.9%

13.6%
13.3%

3.5%
0.9%
0.9%
1.9%

6.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

経営者や従業員のリスクに対する意識が向上したこと

ものづくり補助金で加点されたこと

重要業務の洗い出しが出来たこと
業務の改善・効率化につながったこと

認定により取引先からの信頼が高まったこと

減災につながったこと

税制優遇を受けたこと

連携先との補完ができたこと

入札時に加点され売上につながったこと

その他

特にメリットを感じていない

Q︓計画の策定や認定取得を通じて感じたメリットはなんですか︖

N=11,284
（３つまで該当するものを記載）

【出典】「事業継続力強化計画認定事業者に対するフォローアップ調査に係る業務」報告書

経営改善



訓練実施・見直しの効果

【売上被害軽減の効果】 【操業度の復旧スピードの効果】

出典︓独立行政法人中小企業基盤整備機構による調査結果から中小企業庁で作成

計画策定後に被災した事業者において、「訓練」や「計画内容の見直し」の実施が、「売上被
害軽減」や「操業度の復旧スピード」に効果があったと答える割合が高くなっている。

58.3%

41.0%

実施 未実施

72.3%

49.0%

実施 未実施

73.1%

46.7%

実施 未実施

77.6%

61.1%

実施 未実施

【売上被害軽減の効果】 【操業度の復旧スピードの効果】

訓練実施による効果 計画の見直しによる効果

N=235 N=105 N=231 N=102 N=78 N=255 N=76 N=249



中小企業の防災・減災対策を推進するため、中小企業基盤整備機構において、事業継続力強化計画の普
及・啓発、策定支援、実効性向上支援等を総合的に実施。

【参考】制度普及・策定支援等への取組

ポータルサイト運営
セミナー開催

計画策定支援

広
報
活
動

計
画
策
定

運
用
改
善

■中小企業強靱化ポータルサイト
・制度概要や支援策の紹介、計画策定方法の解説
・平時の取組、事業者及び支援者に対する優良事例等の紹介
・制度普及、計画策定促進に向けたパンフレット等の作成、公表

■オンラインセミナー
・事業者向け（制度紹介、策定のポイント）
・支援者向け（制度理解、支援のポイント）

■専門家派遣によるハンズオン支援
・中小機構地域本部及び外部委託先による案件発掘
・必要資金や対策効果を把握した上での計画策定を支援
（「リスクファイナンス判断シート」を活用した支援）
➢災害リスクの高い地域の事業者
➢サプライチェーンや地域経済の中核を担う事業者
へ積極的に支援を実施

計画策定後のフォローアップ
実効性向上支援

■専門家派遣によるフォローアップ支援
・中小機構地域本部及び診断協会による認定事業者への支援
・訓練実施や計画の見直し等の取組による実効性向上を企図

■訓練に係るワークショップ実施・コンテンツ提供
・被災をシミュレーションしたグループワークでの机上訓練
・自社で再現可能な訓練コンテンツの提供
・実効性向上に向けた補助ツール（連絡網整備）の提供



事前対策の重要性と事業継続力強化計画の策定を促進の観点からパンフレットを作成。
事前対策である「リスクファイナンス」の一つである「保険」の重要性を浸透させるため、パン
フレットを作成し損害保険の検討・見直しを推し進めている。

【参考】パンフレットによる普及活動

URL︓https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/pamflet/keizokuryoku_pamphlet.pdf URL︓https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/pamflet/hoken.pdf

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/pamflet/keizokuryoku_pamphlet.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/download/pamflet/hoken.pdf


【参考】ジギョケイの策定・実行にあたっての支援策
策定にあたっては単独型・連携型ともに中小機構の専門家による無料の策定支援が、認定後の
取組については、中小企業診断士による実効性向上支援がある。



ご静聴ありがとうございました

九州経済産業局 復興・事業継続推進室
TEL︓092－482－5488

←事業継続力強化計画の詳細



議事３

５）令和８年５月２９日からの防災気象情報の改善について
・熊本地方気象台からの情報提供

資料－５



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台

令和8年5⽉29⽇からの防災気象情報の改善

令和8年5⽉21⽇ 令和８年度熊本県央⽔防災対策合同会議



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台現在の主な防災気象情報と警戒レベルとの関係

防災気象情報
警戒
レベ
ル
相当
情報

⾏動を促す
情報

(避難情報等)
住⺠が

とるべき⾏動状況

警
戒
レ
ベ
ル

⾼潮害⼟砂災害
洪⽔等に関する情報

⼤⾬浸⽔害
（市町村
毎）

洪⽔害
（市町村
毎）

指定河川
洪⽔予報
（河川毎）

⾼潮氾濫発⽣情報
⼤⾬特別警報
（⼟砂災害）

⼤⾬特別警報
（浸⽔害）氾濫発⽣情報

５
相
当

緊急安全確保
命の危険

直ちに安全確保！
災害発
⽣⼜は
切迫

５

＜警戒レベル４までに必ず避難︕＞

⾼潮特別警報
⾼潮警報⼟砂災害警戒情報氾濫危険情報

４
相
当

避難指⽰危険な場所から
全員避難

災害の
おそれ
⾼い

４

警報に切り替える
可能性が⾼い
⾼潮注意報

⼤⾬警報
（⼟砂災害）洪⽔警報氾濫警戒情報

３
相
当

⾼齢者等避難危険な場所から
⾼齢者等は避難※

災害の
おそれ
あり

３

⾼潮注意報⼤⾬注意報洪⽔注意報氾濫注意情報
２
相
当

洪⽔、⼤⾬、
⾼潮注意報

⾃らの避難⾏動を
確認する

気象
状況
悪化

２

１
相
当

早期注意情報災害への⼼構えを
⾼める

今後気象
状況悪化
のおそれ

１

市町村は、
警戒レベル
相当情報
などを参考
に、総合的
に避難指⽰
等の発令を
判断する。

警戒レベル 現在の防災気象情報（警戒レベル相当情報）

防災気象情報と警戒レベルとの関係が分かりづらいという課題があり、「防災気象情報に関する検討会」
において2年半かけて検討。その最終とりまとめ（令和6年6⽉）に沿って防災気象情報を改善。

警戒レベルは、住⺠が災害時にとるべき避難⾏動が直感的にわかるよう、避難情報等を５
段階に整理したものです。（例︓警戒レベル４＝避難指⽰、警戒レベル３＝⾼齢者等避難）

防災気象情報は、避難情報の発令や住⺠の⾃主避難の参考となる「警戒レベル相当情
報」という位置づけですが、警戒レベルとの関係が分かりづらいという課題があります。



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台新しい防災気象情報（令和8年5⽉29⽇から運⽤開始予定）

（警戒レベルごとの）
住⺠が

とるべき⾏動
⾼潮

海⽔⾯の上昇や
波の打上げによる浸⽔

⼟砂災害
急傾斜地のがけ崩れや

⼟⽯流

⼤⾬
低地の浸⽔や

⼤河川以外の氾濫

河川氾濫
１級河川などの
⼤河川の氾濫

命の危険 直ちに安全確保︕レベル５
⾼潮特別警報

レベル５
⼟砂災害特別警報

レベル５
⼤⾬特別警報

レベル５
氾濫特別警報

警戒レベル
５相当

＜警戒レベル４までに危険な場所から かならず避難︕＞

危険な場所から全員避難レベル４
⾼潮危険警報

レベル４
⼟砂災害危険警報

レベル４
⼤⾬危険警報

レベル４
氾濫危険警報

警戒レベル
４相当

避難に時間を要する⼈は早めに避
難、避難の準備など

レベル３
⾼潮警報

レベル３
⼟砂災害警報

レベル３
⼤⾬警報

レベル３
氾濫警報

警戒レベル
３相当

避難⾏動を確認（避難場所や避
難ルート、避難のタイミングなど）

レベル２
⾼潮注意報

レベル２
⼟砂災害注意報

レベル２
⼤⾬注意報

レベル２
氾濫注意報

警戒レベル
２

災害への⼼構えを⾼める早期注意情報
警戒レベル
１

新しい防災気象情報の情報体系とその名称

防災気象情報（河川氾濫、⼤⾬、⼟砂災害、⾼潮）を５段階の警戒レベルにあわせて発表します。
対象災害ごとの情報として整理するとともに、レベル４相当の情報として危険警報を新設します。
情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表します。（例︓レベル４⼤⾬危険警報 等）

レベルの数字を⾒ただけで、どういう⾏動をとるべき気象状況になっているのか、
すぐにわかるようになることを⽬指す



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台河川氾濫・⼤⾬に関する情報

左記以外の河川も含む
洪⽔警報等⽔位周知河川洪⽔予報河川分類

約400河川河川数
河川事務所または
都道府県と気象台発表主体

河川ごと発表単位

外⽔氾濫対象とする
主な現象

⽔位（実測・予測）発表指標

レベル５氾濫特別警報5

情
報
名
称

レベル４氾濫危険警報４

レベル３氾濫警報３

レベル２氾濫注意報２

早期注意情報1

ー

気象台

市町村ごと
内⽔氾濫及び

洪⽔予報河川以外の外⽔氾濫
表⾯⾬量指数・流域⾬量指数

（解析・予測）

レベル５⼤⾬特別警報

レベル４⼤⾬危険警報

レベル３⼤⾬警報

レベル２⼤⾬注意報

早期注意情報

河川氾濫等に関する情報 ⼤⾬に
関する情報

洪⽔予報河川への
移⾏を促進

河川氾濫等に関する情報のうち、洪⽔予報河川は河川ごとに発表し、これを⼀般向けの警報扱いとします。これま
での気象台による市町村ごとの洪⽔警報・注意報の発表は⾏いません。

⽔位周知河川の氾濫危険情報等のレベル毎の⽔位の情報は、警戒レベルとの関係を含めてこれまで通りの運⽤
とし、洪⽔予報河川への移⾏を促進します。

浸⽔害を対象とした⼤⾬特別警報・警報・注意報は、⼤⾬に関する情報として警戒レベル毎に整理し、警戒レベル
相当情報として位置づけます。洪⽔予報河川以外の河川についても、⼤⾬に関する情報の中で⼀緒に扱います。

河川事務所・都
道府県による⽔位
情報は、これまでど
おり発表することと
し、警戒レベルとの
関係は変更しない。

当⾯は、⼤⾬に関
する情報でも扱う。

⼤⾬に関する情報で扱
う。

河川氾濫・⼤⾬に関する情報体系と名称



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台警戒レベル相当情報以外の特別警報・警報・注意報

警戒レベル相当情報（河川氾濫、⼤⾬、⼟砂災害、⾼潮）以外の特別警報・警報・注意
報は、これまでと変わりません。

 これらの情報について、気象庁ホームページ等では、特別警報は⿊背景、警報は⾚背景を⽤
いますが、警戒レベルには相当しないことに留意してください。

暴⾵、波浪、⼤雪、暴⾵雪特別警報

暴⾵、波浪、⼤雪、暴⾵雪警報

強⾵、波浪、⼤雪、⾵雪、
濃霧、雷、乾燥、なだれ、着氷、着雪、霜、低温、融雪注意報

警戒レベル相当情報以外の特別警報・警報・注意報

※これらの特別警報や警報は、レベル５（緊急安全確保）やレベル３（⾼齢者等避難）には
相当しないことに留意してください。



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台

3時間前3⽇前5⽇前 12時間前

警戒レベル相当情報・
その他の注意報・警報・特別警報

気象解説情報

時系列情報（明⽇までの警報等の⾒通し）

キキクル

気象防災速報

段階的に発表される防災気象情報

早期注意情報（警報級の可能性）

2⽇前

警戒レベル相当情報とあわせて、段階的に発表される様々な防災気象情報を防災対応の判
断に活⽤することが重要です。
 早期注意情報や時系列情報等は、⼼構えを⾼め、事前の体制確保の検討に活⽤してください。
 キキクルや気象防災速報は、避難の判断や後押しに活⽤してください。



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台早期注意情報・時系列情報

6⽇5⽇4⽇3⽇2⽇1⽇
12-2400-1218-2412-1806-1200-0618-24警報級の可能性

－－－－－－［中］［⾼］［中］－⼤⾬
－［中］［中］［⾼］［⾼］［中］－⼟砂災害

 早期注意情報（警戒レベル１）は、５⽇先までの警報級の現象の可能性を発表
 時系列情報は、警報・注意報に先⽴って、翌⽇までの気象状況の⾒通しを、毎⽇4回発表

明後⽇までを対象とした情報について、現⾏では⼤⾬に含まれる⼟砂災害の警報級の可能性を切り分けて
発表するとともに、現⾏よりも情報の時間幅を細分化。

早期注意情報（警報級の可能性）

時系列情報（明⽇までの警報等の⾒通し）

注意報基準を超えると予想される時間帯
(⾼潮については、注意報発表の可能性が
ある時間帯)

災害切迫

危険

警戒

注意

特別警報基準を超えると予想される時間帯

危険警報基準を超えると予想される時間帯
(⼟砂災害、⾼潮については、危険警報発表
の可能性がある時間帯)
警報基準を超えると予想される時間帯
(⼟砂災害、⾼潮については、警報発表の
可能性がある時間帯)



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台キキクル

⼤⾬や⼟砂災害に関する情報が発表された際、危険度が⾼まっている地域を確認するには
キキクルを活⽤してください。

 「⼤⾬キキクル」は、⼤河川以外の河川の氾濫と浸⽔の危険度を重ねて表⽰するもので、⼤
⾬に関する情報に対応しています。

 「⼟砂キキクル」は、⼟砂災害の危険度を表⽰するものです。表⽰⽅法は従来と変わりません
が、以下の特性の変化に留意が必要です。
 現⾏に⽐べ、警戒（⾚⾊）の判定が狭く、注意（⻩⾊）から危険（紫⾊）のケースが多くなります。
 4〜６時間先に警戒レベル４相当の基準に達すると予想してレベル３⼟砂災害警報を発表した場合
には、警戒（⾚⾊）の判定が出ていないことがあります。

⼟砂キキクルの特性変化（イメージ）⼤⾬キキクル（イメージ）

洪⽔
キキクル

浸⽔
キキクル

統合して表⽰

気象庁HPでは現⾏の洪⽔キキクルと浸⽔キキクルも切り替えて閲覧可能

現⾏に⽐べて⾚が絞り込まれ、⻩
から紫になることが多くなる傾向



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台

今後（令和8年5⽉29⽇〜）
記録的短時間⼤⾬情報

顕著な⼤⾬に関する気象情報

顕著な⼤雪に関する気象情報

現状

⻯巻注意情報

気象防災速報（線状降⽔帯発⽣）

気象防災速報（記録的短時間⼤⾬）

気象防災速報（短時間⼤雪）

気象防災速報（⻯巻注意/⻯巻⽬撃）

気象防災速報（線状降⽔帯直前予測）

気象防災速報・気象解説情報

(R8年5⽉29⽇運⽤開始予定)

 警戒レベル相当情報やそれ以外の警報等を補⾜する情報として、線状降⽔帯など顕著現象
が発⽣または発⽣しつつある場合に「気象防災速報」を発表します。

 現在・今後の気象状況や災害発⽣の危険度の⾒通しなどを網羅的に解説する情報として、
「気象解説情報」も適宜に発表します。
気象防災速報 ・・・極端な現象を速報的に伝える情報（府県単位でのみ発表）

気象解説情報 ・・・現在・今後の気象状況を網羅的に解説する情報（全国・地⽅・府県単位で発表）

全般台⾵情報(総合情報)

線状降⽔帯半⽇前予測を記載した
全般/地⽅/府県気象情報

気象解説情報（線状降⽔帯半⽇前予測）

気象解説情報（台⾵第○号）

気象解説情報（⼤⾬）

今後（令和8年5⽉29⽇〜）現状

⼤⾬に関する
全般/地⽅/府県気象情報



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台線状降⽔帯の予測精度向上に向けた取組（情報の改善）

「迫りくる危険から直ちに避難」→情報のリードタイムをのばす

令和８年
2〜3時間前を⽬標に

予測情報を発表

令和11年

市町村単位で把握可能な危険度分布
形式の情報を提供

令和６年 府県単位で予測

令和４年 地⽅単位で予測

半⽇前予測

補⾜情報として、線状降⽔帯による
⼤⾬の恐れがある⼤まかな領域を

図情報で表⽰（予定）

観測の強化、予測の強化により、線状降⽔帯に関する情報の段階的な改善を実施しています。
• 令和８年5⽉29⽇から、２〜３時間前を⽬標にした予測情報を提供予定
• 令和11年から、半⽇前に市町村単位で線状降⽔帯発⽣の可能性が把握可能な分布形式の情報を提供予定

情報のリードタイムを伸ばし、また、情報の発表の対象地域を狭めることで、国⺠ひとりひとりに危機感を伝え、防災対応に
つなげていきます。

線状降⽔帯発⽣の可能性が
把握可能な分布形式で表⽰（予定）

イメージ

イメージ

線状降⽔帯の⾬域を楕円で表⽰

令和３年 線状降⽔帯の発⽣を
お知らせする情報

令和５年 最⼤30分程度前倒し

発⽣情報

↓ さらに対象地域を狭める

直前予測



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台線状降⽔帯に関する情報の位置付け

30分前
〜現在

〜３時間前

〜半⽇程度前

線状降⽔帯
発⽣

線状降⽔帯発⽣
の可能性⾼まる

線状降⽔帯発⽣
の可能性あり

線状降⽔帯に関する情報 住⺠に求められる⾏動

気象解説情報(線状降⽔帯半⽇前予測)
内容︓線状降⽔帯による⼤⾬の半⽇程度前からの

呼びかけ

気象防災速報（線状降⽔帯直前予測）
内容︓線状降⽔帯による⼤⾬発⽣の確度が⾼まったこと

をお知らせ

気象防災速報（線状降⽔帯発⽣）
内容︓線状降⽔帯の発⽣をお知らせ

⼤⾬に対する⼼構えを
⼀段⾼め、避難準備等、
災害に備える

レベル４危険警報が発表
されるタイミングと近いことか
ら、周辺状況や⾃治体の
避難情報等もふまえ、避難
など適切な対応⾏動をとる

⾃治体からの避難情報や周
辺状況を確認し、速やかに
安全確保

R4 地⽅単位で呼びかけ
↓

R6 府県単位で呼びかけ
↓

R11 線状降⽔帯による⼤⾬
のおそれが⾼い領域を半
⽇前からメッシュ情報(市
町村単位）で提供予定

時間

補⾜

イメージ

補⾜

イメージ

R8 ・お知らせ開始（5⽉29⽇予定）
・線状降⽔帯による⼤⾬の
おそれのある⼤まかな領域を最⼤
3時間前から提供予定

補⾜

R3 ・お知らせ開始
・線状降⽔帯の⾬域を
楕円で表⽰

↓
R5 ・最⼤30分前倒しでお知らせ開始
R8 ・図情報（楕円表⽰）を更新予定

明るいうちから早めの避難

迫りくる危険から直ちに避難



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台

今年の梅⾬の⾒通し等について



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台熊本県内の梅⾬時期の降⽔量

九州北部地⽅の梅⾬⼊り、梅⾬明け⽇
【平年値】梅⾬⼊り︓6⽉4⽇頃、梅⾬明け︓7⽉19⽇頃
（令和7年︓梅⾬⼊り︓5⽉16⽇頃、梅⾬明け︓6⽉27⽇頃）

※九州北部地⽅︓⼭⼝県、福岡県、⼤分県、⻑崎県、佐賀県、熊本県

平年値
かなり多い 多い 平年並 少ない かなり少ない

熊本県内主要４地点における梅⾬時期の合計降⽔量(2016年以降)



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台

平年降⽔量（ｍｍ）
梅⾬期間 年間

熊本 835.3 2007.0 42
阿蘇⼄姫 1250.5 3009.6 42
⼈吉 1051.9 2534.9 41
⽜深 758.5 2109.8 36
下関 563.0 1712.3 33
福岡 548.7 1686.9 33
佐賀 693.8 1951.3 36
⻑崎 628.6 1894.7 33
⼤分 574.9 1727.0 33
宮崎 855.6 2625.5 33
⿅児島 935.1 2434.7 38

⽐率
％観測地点

熊本県の梅⾬の特徴

梅⾬時期の降⽔量と
年降⽔量の⽐率分布

(平年値）

熊本県内の年間降⽔量は、九州⼭地⻄側の球磨地⽅や阿蘇地⽅で特に多い。
また、年間降⽔量に占める梅⾬時期の降⽔量の割合が⽐較的⼤きいのが熊本県の特徴。
たとえば、熊本では年間降⽔量2000ミリ前後に対し、6〜7⽉の梅⾬時期の降⽔量は800ミリ程度で、
年間降⽔量の約４割を占める。

年降⽔量
（平年値）

梅⾬時期の降⽔量
（6,7⽉平年値の合計）

平年値（1991〜2020年）による、年間降⽔量に
占める梅⾬時期（６〜７⽉）の降⽔量の割合

梅雨時期



Kumamoto Meteorological Office
熊本地⽅気象台今年の梅⾬の⾒通し（6⽉〜8⽉の天候の⾒通し）

九州北部地⽅ 向こう３か⽉の予報のポイント（5/19発表）

平年と同様に曇りや⾬の⽇が多いでしょう。６⽉
期間の前半は、平年と同様に曇りや⾬の⽇が多いでしょう。期間の後半は、平年
と同様に晴れの⽇が多いでしょう。

７⽉

平年と同様に晴れの⽇が多いでしょう。８⽉

８⽉７⽉６⽉
低 並 ⾼（％）低 並 ⾼（％）低 並 ⾼（％）

気 温 ⾼い
10：30：60

⾼い
10：30：60

⾼い
10：30：60

少 並 多（％）少 並 多（％）少 並 多（％）
降⽔量 ほぼ平年並

30：40：30
ぼぼ平年並

30：40：30
ぼぼ平年並

30：30：40

 暖かい空気に覆われやすいため、気温は⾼い
 降⽔量はほぼ平年並の⾒込み



議事３
６）防災情報の共有について
・熊本河川国道事務所からの情報提供

資料－６





●令和7年度 出水実績 資料－①－１－１

　熊本河川国道事務所災害対策支部

・体制発令状況

注意 警戒 非常 解除

2025/7/8 18:13 20:04

2025/8/7 13:03 20:00

2025/8/9 7:31 13:40

2025/8/10 21:25

2025/8/11 2:40 城南 7.49

2025/8/13 17:15

2025/8/21 10:10

2025/8/22 9:45

2025/8/22 19:44 22:16

2025/8/28 22:01 23:30

2025/9/4 3:55

2025/9/5 7:45

2025/9/10 6:15 15:30

2025/10/11 18:45

2025/10/12 12:45

10 0 1 10

・水防警報発令状況

待機 （待機） 準備 出動 警戒 解除

2025/8/7 白川 代継橋 17:00 19:30

中甲橋 9:30 13:20

御船 10:10 13:30

白川 代継橋 0:30 1:40 13:50

緑川 中甲橋 1:50 15:50

城南 3:00 16:00

大六橋 0:50 2:00 16:10

御船 1:20 1:30:00 16:00

19 6 0 0 5 0 8

・洪水予報発令状況

発生情報 解除

白川 代継橋 1:40 9:50

加勢川 大六橋 10:40 1:30

御船川 御船 7:35 2:30 6:45 4:40

緑川 城南 10:40 1:30 2:50

緑川 中甲橋 2:30 10:40 9:10 2:50

24 5 3

2025/8/11

2025/8/9 緑川

合計 2

1 2025/8/11
16:40

合　 　計

日　付 発令河川
対象水位
観測所

洪水予警報発令状況

はん濫注意情報
はん濫注意情報
(警戒情報解除）

はん濫警戒情報 はん濫危険情報

10 台風

合計

日　付 発令河川
対象水位
観測所

水　 　防　 　警　 　報　 　発　 　令　 　状　 　況

8 台風

9 梅雨

6 大雨

7 大雨

5 台風

3 梅雨

4 梅雨

1 梅雨

2 梅雨

日　付 原因
体　 　制　 　発　 　令　 　状　 　況 対象

観測所
ピーク
水位

 ピーク時間
水位
種別





白川・緑川水系における既往洪水の出水状況（最高水位）

水系
河川名
観測所名
計画高水位
はん濫危険水位
避難判断水位
はん濫注意水位
水防団待機水位
順位 ｍ 年月日 ｍ 年月日 ｍ 年月日 ｍ 年月日

１位 6.32 H24.7.12 7.59 H24.7.12 8.17 H24.7.12 ※ H24.7.12
２位 5.88 S55.8.30 6.84 H2.7.2 7.66 S55.8.30 5.48 S55.8.30
３位 5.78 H2.7.2 6.47 S55.8.30 7.24 S57.7.24 5.38 H28.6.21
４位 5.52 S52.6.16 6.42 S57.7.24 6.93 H28.6.21 4.82 S52.6.16
５位 5.43 S46.7.22 5.82 H28.6.21 6.91 H2.7.2 4.81 R2.7.8
６位 5.4 S47.7.6 5.70 S47.7.6 6.72 S37.8.10 4.73 R5.7.3
７位 5.4 S57.7.24 5.68 S52.6.12 6.51 S52.6.16 4.69 H19.7.7
８位 5.22 S50.6.25 5.56 H5.6.18 6.30 S50.6.25 4.58 S57.7.24
９位 4.95 S55.7.30 5.53 H9.7.10 6.28 S55.7.30 4.52 H13.6.29
１０位 4.94 R5.7.3 5.50 S46.7.22 6.20 S46.7.22 4.50 H5.6.18

4.88 R7.8.11
※H24.7.12の立野については、欠測のために記録なし

水系
河川名
観測所名
計画高水位
はん濫危険水位
避難判断水位
はん濫注意水位
水防団待機水位
順位 ｍ 年月日 ｍ 年月日 ｍ 年月日 ｍ 年月日

１位 7.49 R7.8.11 5.36 R7.8.11 4.96 S63.5.3 6.46 S63.5.4
２位 6.55 S47.7.6 5.07 H19.7.6 4.96 H9.7.10 5.74 S49.7.16
３位 6.05 S57.7.24 4.57 R5.7.3 4.87 S57.7.24 4.79 R7.8.11
４位 5.84 H19.7.6 4.39 H28.6.21 4.86 H2.7.2 4.32 H28.6.21
５位 5.62 H28.6.21 4.10 S47.7.6 4.59 H3.7.1 4.23 R5.7.3
６位 5.37 S63.5.3 4.02 H18.6.24 4.46 S62.7.18 4.20 S52.8.9
７位 5.32 S40.6.30 3.91 S39.8.24 4.44 H7.7.4 4.15 S55.8.30
８位 5.30 S39.8.24 3.86 S40.6.30 4.32 S47.7.6 4.02 R3.5.17
９位 5.19 H18.6.24 3.83 H17.9.6 4.32 H5.6.18 3.99 S50.6.25
１０位 5.00 H7.7.4 3.81 S37.7.6 4.23 R7.8.11 3.97 S50.6.21

4.94 R2.7.11 3.64 S57.7.24 4.12 S60.7.9 3.86 H19.7.6

6.68m － － －

7.35m 5.91m 4.9m 4.66m

5.5m － － －
5.2m － － －

白川
白川

代継橋 子飼橋 陣内 立野

－
2.7m － － －
3.7m － －

緑川
緑川 加勢川 御船川

城南 中甲橋 大六橋 御船

6.2m 4.6m 4.4m 4.3m
5.8m 4.1m 3.9m 3.6m
4.3m 3.0m 3.2m 3.0m
3.3m 2.0m 2.5m 2.0m





白川・緑川水系

防災情報等の伝達について



2

白川・緑川水系 基準水位観測所諸元



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

水防法に基づく氾濫通報制度の新設に伴う氾濫す
る可能性のある水位（氾濫発生水位）について

令和８年 ４月

熊本河川国道事務所



背景



氾濫等の通報の水防計画への位置づけ



○氾濫によって住民の生命に影響が及ぶ蓋然性が高くなる状況（警戒レベル５となる場合）においては、その
状況の速やかな把握や迅速な身の安全を守る行動等の対応をとることが重要となる。
○氾濫による著しい危険が切迫した状態にあることを、河川管理者等が水防事務を担う都道府県知事等に
プッシュ型で通報し、通報を受けた都道府県知事が、水防関係者に通知を行うことで、市町村⾧等による迅
速な緊急安全確保措置の指示やその他の的確な水防活動に繋げる。

※なお、通報を受けた都道府県知事が気象庁⾧官にも通知を行うことで、特別警報の発表の判断要素として活用される。
※浸水想定区域・・・住宅等が所在する区域において、洪水や高潮による氾濫等により浸水が想定される区域（市町村がハザードマップを作成することとなっ
ている）

河川管理者等による氾濫に係る通報

新たな通報制度の概要

河川管理者等
（河川・下水道・海岸管理者）

都道府県知事
（水防）

※国管理河川は
国土交通大臣が通知

通報
市町村⾧
（水防、防災）

住民

気象庁⾧官

報
道
機
関

通知

水
防
活
動

著しい危険が切迫している
と認められるとき

緊急安全確保

相当な損害が発生する
おそれがあると認められるとき

水防活動・・・水災を警戒・防御し、被害を軽減する活動
・巡視活動、水防工法や避難誘導・救助活動



洪水に係る警戒レベル５相当情報の運用体制（洪水予報河川）

氾
濫
の
発
生・

切
迫
を
把
握※

河

氾濫の
発生・切迫

警戒レベル５相当情報の伝達の流れ［洪水予報河川］

河

気

河川管理者

都道府県知事（水防）
国土交通大臣

気象庁⾧官

※河川の水位や流量の変動、堤防、
水門等の損壊状況等の情報

①洪水による氾濫の発生や氾濫が迫っていることを関係者にプッシュ型で情報提供するため、河川管理者等は、氾
濫による危険の切迫を認める場合に都道府県知事へ通報する制度を創設
②国土交通大臣又は都道府県知事は、河川管理者からの通報に基づき、レベル５氾濫発生情報を関係機関へ通
知するほか、気象庁⾧官の求めに応じ、洪水の特別警報の判断に必要な情報（河川の水位や流量の変動、堤
防、水門等の損壊状況等）を提供
③市町村⾧は、国土交通大臣又は都道府県知事、気象庁⾧官からの「レベル５氾濫特別警報（レベル５氾濫発
生情報と共同で実施）」の通知を踏まえ、対象地域の住民に対して緊急安全確保の発令を判断

【水防法 第13条の４、新第24条の2第2項、気象業務法 新第13条の２第６項、第７項、第８項】

【水防法 新第24条の2第1項、新第25条第1項】

河川ごと発表

レベル５氾濫特別警報

レベル５氾濫発生情報
5

情

報

名

称

レベル４氾濫危険警報４

レベル３氾濫警報３

レベル２氾濫注意報２

早期注意情報1

通報

対象地域の住民
緊急安全確保

レベル５
氾濫特別警報
一般に周知

一
体
的
に

通
知
・
周
知

市町村長

報道機関

水防法に基づく洪水予報
は共同で引き続き実施

国
県・
気

国県

１

２
３

気

国県



河川氾濫等に関する情報の主な変更点（現行の情報）

＜現在の河川氾濫等に関する情報＞

左記以外の河川も含む
洪水警報等水位周知河川洪水予報河川分類

ー約1,800河川約400河川河川数

気象台河川事務所または都道府県河川事務所または
都道府県と気象台発表主体

市町村ごと河川ごと河川ごと発表単位

外水氾濫外水氾濫外水氾濫対象とする
主な現象

流域雨量指数・表面雨量指数
（解析・予測）水位（実測）水位（実測・予測）発表指標

氾濫発生情報氾濫発生情報5

情
報
名
称

氾濫危険情報氾濫危険情報４

洪水警報氾濫警戒情報氾濫警戒情報３

洪水注意報氾濫注意情報氾濫注意情報２

早期注意情報1

ー

気象台

市町村ごと

内水氾濫

表面雨量指数（流域雨量指数）
（解析・予測）

大雨特別警報（浸水害）

大雨警報（浸水害）
大雨注意報

※警戒レベル相当情報としての位置づけなし

早期注意情報

河川氾濫等に関する情報 大雨に
関する情報

 河川ごとの情報（水防活動用の情報）と市町村ごとの情報（一般向けの警報
等）がある。

 気象台の発表情報に、警戒レベル４相当や５相当の情報がないものがある。
 大雨警報・注意報は、警戒レベル相当情報としての位置づけがない。



河川氾濫・大雨に関する情報（今後の運用）

その他河川水位周知河川洪水予報河川分類

約18,000河川約1,800河川約400河川河川数

河川事務所または都道府県河川事務所または都道府県河川事務所または
都道府県と気象台発表主体

河川ごと河川ごと河川ごと発表単位

外水氾濫外水氾濫外水氾濫対象とする
主な現象

確認情報等水位（実測）水位（実測・予測）発表指標

レベル５氾濫発生情報レベル５氾濫発生情報レベル５氾濫発生情報
／レベル５氾濫特別警報5

情
報
名
称

レベル４氾濫危険情報レベル４氾濫危険警報４

レベル３氾濫警戒情報レベル３氾濫警報３

レベル２氾濫注意情報レベル２氾濫注意報２

早期注意情報1

ー

気象台

市町村ごと

内水氾濫及び
洪水予報河川以外の外水氾濫
表面雨量指数・流域雨量指数

（解析・予測）

レベル５大雨特別警報

レベル４大雨危険警報

レベル３大雨警報

レベル２大雨注意報

早期注意情報

河川氾濫等に関する情報 大雨に
関する情報

 令和８年５月下旬から、河川の氾濫に関する情報は、警戒レベルとの関係から以下のようになります。
 例えば、市町村⾧が避難指示発令を判断する警戒レベル４相当の情報は、

＜洪水予報河川＞ レベル4氾濫危険警報①等の相当情報を参照（氾濫危険情報から名称変更）
＜水位周知河川＞ レベル4氾濫危険情報②等の相当情報を参照（レベル表記を追加）

※河川の情報が入手できない場合などにレベル4大雨警報③を参照

＜その他河川(上記以外)＞ レベル４大雨危険警報③等を参照（洪水警報が大雨警報へ統合）
氾濫通報に基づくレベル５氾濫発生情報④は、洪水予報河川に加え、水位周知河川、その他河川のあらかじめ定められた
河川でのみ運用されます。このうち、洪水予報河川は、レベル５氾濫特別警報と一体的に発表されます。

市町村ごとの大雨警報
を参考に判断

河川氾濫・大雨に関する情報体系と名称

③

④④

①

④

②



基準水位観測所における設定水位

○国や都道府県では、洪水時において、予め定められた水位観測所における水位の情報を提供しています。
この予め定められた水位観測所を「基準水位観測所」といいます。

○基準水位観測所毎に、災害発生の危険度に応じた基準水位が設定されております。

注：上記の位置づけ等は、「越水」に関するものであり、「浸透」「侵食」については、監視
を強化し、危険がある場合は、上記水位によらず情報提供することとしています。

（特別警戒水位）

基準水位観測所における設定水位の意味
（危険な箇所で設定した以下の水位を、基準水位観測所地点の水位に置き換えて設定）

【氾濫注意水位】
• 水防団の出動の目安

【避難判断水位】
• 市町村長の高齢者等避難の発表判断の目安
• 住民の氾濫に関する情報への注意喚起

【氾濫危険水位】（特別警戒水位）
• 市町村長の避難指示の発令判断の目安
• 住民の避難判断の参考になる水位
（水位設定の考え方）
堤防等の構造の基準となる水位（計画高水位）若しくは、水位上昇速度及びリードタイム（避難指
示の発令、情報伝達及び避難に要する時間）を考慮して設定した水位のうち低い方の水位

（警戒水位）

氾濫注意水位

氾濫危険水位

氾濫の発生又
は切迫を把握

避難判断水位

水位などレベル

5

（
危
険
）

4

（
警
戒
）

3

（
注
意
）

2

1

【氾濫発生水位（氾濫する可能性のある水位）】（R8.5.29から）
• 市町村長の緊急安全確保の発令判断の目安
（水位設定の考え方）
受け持ち区間内において最初に、堤防からの越水や無堤部からの溢水が起きる水位。

※新設



氾濫等の通報にともなう洪水予報発表文（案）

１枚目 ２枚目



例外的な対応をする区域における通報制度（第２４条の２）の運用フロー

洪水予報等を行う基準観測所内の受持区域内には、霞堤、河岸段丘や谷地など地形的特徴から、相当に
早い段階で浸水が生じるものの、氾濫が発生しても浸水範囲等が限定的な箇所もあることから、これらの箇所
については、これまで氾濫発生情報の発表の対象とせず、市町村と連携し個別に連絡することにより避難を呼
びかける例外的な対応行う。

例外的な対応をする区域の例
住家や工場は氾濫の影響を受けにくい場所に集中してお
り、氾濫しても範囲や被害が限定的なため個別に対応

想定される浸水範囲

※イメージ

■予報区域と受持区域の関係

河川管理者等

その他
関係者

都道府県知事（水防）

通報 気象庁⾧官

一般
（必要に応じ報道機関の

協力を求める）

関係市町村の⾧

水防管理者

量水標管理者
越水の切迫
堤防の
決壊・損傷

義務

河川の状況に
関する情報を求
めることができる

※水防法第13条の４

※通用した者が
国土交通大臣の場合

★水防法第24条の2第2項

国土交通大臣（水防）

★水防法第24条の2第1項

氾濫による著しい
危険が切迫

相当な損害を
生ずるおそれ

市町村と連携して一般（住民）に周知することから
必ずしも報道機関を通じての周知は行わない

■例外的な対応の通報フロー 緊急安全確保措置
・住民に対しては、市町村と連携して個別に連絡
して避難を呼びかけるなどの対応を行う

⇒レベル５氾濫特別警報／
レベル５氾濫発生情報の対象としない

周知
通知

※水防計画書作成の手引きによる



水防法（国の機関が行う洪水予報等）

（国の機関が行う洪水予報等）

第十条 気象庁⾧官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣

及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」とい

う。）の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を

生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁⾧官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又

は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関

係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量

水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、その受けた通知に係る事項（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮

に係る事項に限る。）を通知しなければならない。

（水防警報）

第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖

沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又

は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければなら

ない。

３ 都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、都道府県の水防計

画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に

通知しなければならない。

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、その旨を公示しなければな

らない。



洪水予報の流れ

熊本県

【流域市町】
熊本市
宇土市
宇城市
嘉島町
甲佐町
御船町
美里町

報道関係機関
（ＮＨＫ、ＲＫＫ、ＫＡＢ、ＫＫＴ、ＴＫＵ）

自衛隊

一般住民

共同発表

関係機関

雨量情報水位情報

熊本地方気象台

雨量予測

地下街等
高齢者等利用施設
大規模工場等

水位の上昇に応じて、関係機関へ情報（洪水予報）を発表します。（水防法第10条）

熊本河川国道事務所

水位予測
※発令基準に到達



水防警報の流れ

熊本河川国道
事務所

熊本県

【流域市町】
熊本市
宇土市
宇城市
嘉島町
甲佐町
御船町
美里町

水防団

自衛隊

防災関係機関

水位情報
※発令基準に到達

水位の上昇に応じて、防災関係機関へ情報（水防警報）を発表します。（水防法第１６条）



白川水系雨量及び水位観測所位置図

白川水系 予報区域

代継橋

湯ノ谷（国
）

南阿蘇（気）

高森（気）

阿蘇乙姫（気）

洪水予報基準観
測所

区域河川名予報区間
名

水系名

代継橋左岸

熊本県熊本市東区渡鹿八丁目五百四十番の四地先の小磧橋
下流端から海まで
右岸

熊本県熊本市東区渡鹿八丁目五百四十番の四地先の小磧橋
下流端から海まで

白川白川白川

凡例
洪水予報を行う際に用いる雨量・水位観測所
気象庁雨量観測所 （○○（気））
国土交通省雨量観測所 （○○（国））
国土交通省水位観測所 （○○）



緑川水系雨量及び水位観測所位置図

緑川水系 予報区域

城南

中甲橋

山都（気）
宇土（気）

益城（気）

御船

大六橋

津森（国）

島木（国）

甲佐（気）

稲生野（国）

洪水予報基
準観測所

区域河川名予報区
間名

水系名

中甲橋
城南

左岸

熊本県上益城郡甲佐町大字上揚字佐戸１２２１番地
先から海まで
右岸

熊本県上益城郡甲佐町大字上揚字宮上９８８番の１
地先から海まで

緑川緑川水
系

緑川

城南左岸

熊本県熊本市南区富合町大字硴の江字地方２２２番
の１地先から緑川合流点まで
右岸

熊本県熊本市南区富合町大字莎崎字境目９５１番の
１地先から緑川合流点まで

浜戸川

御船左岸

熊本県上益城郡御船町大字辺田見字井手下１１６１
番地先から緑川合流地点まで
右岸

熊本県上益城郡御船町大字辺田見字甲斐山４９２番
にの１地先から緑川合流地点まで

御船川

大六橋左岸
熊本県上益城郡嘉島町大字下六嘉字吐合1661番の
１地先の旧大六橋下流端から緑川合流点まで
右岸
熊本県熊本市東区画図町下無田字鳥ヶ江331番地先
旧大六橋下流端から緑川合流点まで

加勢川

凡例
洪水予報を行う際に用いる雨量・水位観測所
気象庁雨量観測所 （○○（気））
国土交通省雨量観測所 （○○（国））
国土交通省水位観測所 （○○）





令和8年５月時点

白川・緑川水系
重要水防箇所について



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所について

「重要水防箇所」とは、洪水時に危険が予想され、重点的な巡視・点検が必要な箇所のこと
です。

洪水時には河川を流れる水量が大幅に増加するため、濁流が堤防を超えてあふれ出した
り、堤防そのものが決壊するおそれがあります。そのような被害を未然に防ぐため、水防団
は土のうを積むなどの「水防活動」を行い、堤防を守ります。そうした危機的な事態をいち早く
察知するため、洪水が一定の規模に達した場合には、水防団が堤防に危険な箇所がないか
どうか、巡視・点検を行います。

しかしながら、巡視・点検対象となる堤防の区間は非常に長いことから、より効率的に巡
視・点検を行うことで、危険な箇所を早期発見できるよう、現在の堤防の高さや幅、過去の漏
水被害などの実績を踏まえ、あらかじめ水防上重要な区間を定めることとしています。

国土交通省では、この水防上重要な区間（箇所）を「重要水防箇所」として、毎年３月に取り
まとめを行い、地元市町村、水防団等に対し、河川毎の重要水防箇所として周知を図ってい
ます。

御船町（御船川左岸排水活動
R7.8.11）

熊本市（松尾地区の浸水被害
ボートによる人命救助R7.8.11）

甲佐町（道路冠水（下横田地
区）R7.8.11）



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所現行の重要水防箇所評定基準

種別 重要度A 重要度B 要注意区間

越水
（溢水）

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮
位）が現況の堤防高を越える箇所。

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮
位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

堤体漏水

堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。
堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の
生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴
（被災状況が確認できるもの）がある箇所。
水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えら
れる箇所。

堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じ
ていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。
堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）はないが、堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機能に支障が生じ
る堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。
水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられ
る箇所。

基礎地盤漏水

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状
況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。
基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそ
れがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状
の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。
水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと
考えられる箇所。

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状
況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の
機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が
集中している箇所。
堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状
況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の
機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。
水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考え
られる箇所。

水衝・洗掘

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工
の箇所。
橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が
洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。波浪による河岸
の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されてい
るが、その対策が未施工の箇所。

工作物

河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管
その他の工作物の設置されている箇所。
橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の
水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の
水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕
高に満たない箇所。

工事施工
出水期間中に堤防を開削する工
事箇所又は仮締切等により本堤
に影響を及ぼす箇所。

新堤防・破堤跡・旧川跡
新堤防で築造後3年以内の箇所。
破堤跡又は旧川跡の箇所。

陸閘 陸閘が設置されている箇所。



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所評定基準

「越水（溢水）」

重要度A
・計画高水流量規模※の洪水
の水位(高潮区間の堤防にあっ
ては計画高潮位)が現況の堤防
高を超える箇所。

重要度B
・計画高水流量規模※１の洪水の
水位(高潮区間の堤防にあっては
計画高潮位)と現況の堤防高との

差が堤防の計画余裕高※２に満
たない箇所。



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所評定基準

「堤体漏水」

排水不良による法すべり

「しぼり水」の例

堤体漏水は、河川
の水位が上昇する
ことで堤防内に水が
浸透し、法尻付近で
漏水が発生し法面
のすべり等により破
堤に至る



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所評定基準

「基礎地盤漏水」

基礎地盤漏水は、
河川の水位が上
昇することで堤防
下部の地層から
水みちが発生し、
川裏で漏水し、破
堤に至る

漏水による噴砂の例

漏水による噴砂の例



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所評定基準

「水衝・洗掘」

重要度A
・水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れ
しているが、その対策が未施工の箇所。
・橋台取り付け部やその他の工作物の突出
箇所で堤防護岸の根固め等が洗われ一部破
損しているが、その対策が未施工の箇所。
・波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した
実績があるが、その対策が未施工の箇所。

重要度B
・水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れ
にならない程度に洗掘されているが、その
対策が未施工の箇所。



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所評定基準

「工作物」

重要度A
・河川管理施設等応急対策基準
に基づく改善措置が必要な堰・橋
梁・樋管その他の工作物の設置さ
れている箇所。

・橋梁その他の河川横断工作物
の桁下高等が計画高水流量規模
の洪水の水位(高潮区間の堤防に
あっては計画高潮位)以下となる
箇所。

重要度B
・橋梁その他の河川横断工作物
の桁下高等と計画高水流量規模
の洪水の水位(高潮区間の堤防に
あっては計画高潮位)との差が堤
防の計画余裕高に満たない箇所。



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所

○白川水系

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

R7年度 34.454 6.480 15.805 3.043 25.328
R8年度 34.454 6.480 15.805 1.913 24.198
増減 0.000 0.000 0.000 -1.130 -1.130

○緑川水系

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

R7年度 99.624 8.795 61.180 4.542 74.517
R8年度 99.624 8.795 60.345 4.939 74.079
増減 0.000 0.000 -0.835 0.397 -0.438

緑川

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

R7年度 58.625 5.595 30.455 3.058 39.108
R8年度 58.625 5.595 30.020 3.303 38.918
増減 0.000 0.000 -0.435 0.245 -0.190
加勢川

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

R7年度 20.553 2.600 15.800 0.000 18.400
R8年度 20.553 2.600 15.800 0.000 18.400
増減 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
御船川

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

R7年度 10.477 0.600 6.850 0.000 7.450
R8年度 10.477 0.600 6.850 0.000 7.450
増減 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
浜戸川

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

R7年度 9.969 0.000 8.075 1.484 9.559
R8年度 9.969 0.000 7.675 1.636 9.311
増減 0.000 0.000 -0.400 0.152 -0.248

重要水防箇所の変化（R8.5（新）版）

単位：km

白川水系・・・
重要水防ランクに変更なし。
要注意区間は工事後3年経過により1130m減少した。

緑川水系・・・
築堤箇所において、重要水防Bランクが835mランクダウン。
要注意区間は、築堤箇所および工事後3年経過を踏まえ、

397m増加した。

緑川、浜戸川 ･･･重要水防ランクBの減少、要注意区間の増加
加勢川、御船川･･･今年度は変化なし



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R8.3版）

・重要水防箇所に変化なし



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R8.3版）

・重要水防箇所に変化なし



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R8.3版）

・施工から3年経過による要注意削除

要注意
→ ランク外

評価

施工から3年経過理由



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R8.5版）

・築堤工事完了に伴うランクダウン
・施工から3年経過による要注意削除

要注意
→ ランク外

評価

施工から3年経過理由

越水B
→ 要注意

評価

築堤工事の完了理由

越水B
→ 要注意

評価

築堤工事の完了理由

越水B
→ 要注意

評価

築堤工事の完了理由

越水B
→ 要注意

評価

築堤工事の完了理由



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R8.5版）

・重要水防箇所に変化無し・重要水防箇所に変化なし

個別対応箇所



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R8.5版）

越水 B、堤体漏水B
→越水B

評価

過去工事箇所の反映理由

・御船川下流右岸のみ、一部項目
を修正（ランク変更なし）。

個別対応箇所



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R8.5版）

・重要水防箇所に変化無し

重点監視区間（浸透）
⇒ そのまま

評
価

堤体漏水Bの設定区
間であるため

理
由



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R8.5版）

・重要水防箇所に変化なし

個別対応箇所

個別対応箇所





Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

河川防災情報提供に関する国土交通省の取り組み

令和８年 ４月

熊本河川国道事務所



河川の防災情報提供の取り組み（事務所ホームページ：雨量・水位情報の提供）

【熊本河川国道事務所HP】

毎正時又は１０分毎の水位が確認できる。
各水位レベルに応じて数値の色が変化。

毎正時又は１０分毎の雨量、累加雨量が確認できる。

地図又は表から
雨量観測所をクリック

地図又は表から
水位観測所をクリック

防災情報を
クリック

水位観測所の位置

白川・緑川の水位／
阿蘇立野ダム情報をクリック

白川・緑川流域の雨量を
クリック

○熊本河川国道事務所HP：https://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/】2



河川の防災情報提供の取り組み（事務所ホームページ：カメラ）

【熊本河川国道事務所HP】

防災情報を
クリック

白川水系に設置してある２０箇所のカメラが見ることができます。
※Ｒ６から阿蘇立野ダムの４箇所のカメラも追加

※緑川ライブカメラをクリックすれば、緑川水系に設置してある３４箇所の
カメラも同様に見ることができます。

見たいカメラをクリック

R6から阿蘇立野ダムのカメラ
も追加になりました！

地図又は画像から
見たいカメラをクリック

○熊本河川国道事務所HP：https://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/】3



河川の防災情報提供の取り組み（NHK地上デジタル放送による河川防災情報の提供）

 河川防災情報を住民にお知らせする取り組みの一つとして、「地上デジタル放送」のデータ放送用
情報提供システムを構築し、運用。（現在放送メディア：NHKデジタル総合テレビ データ放送）

 取り扱うデータは、九州内の国土交通省・各県等の所有する観測所の水位・雨量データで、ほぼリ
アルタイムで伝達することが可能。（現状（NHK）では１０分更新データを採用）

基準水位を超過する河川が一覧で表示 水位の増減がリアルタイムで表示



河川の防災情報提供の取り組み（川の防災情報・アラームメール）

https://www.river.go.jp/
https://www.river.go.jp/s/

https://www.river.go.jp/e/

川の防災情報

川の防災情報とは、国土交通省が、インターネット等
により提供しているサービスであり、各観測局におけ
る雨量や水位のリアルタイムのデータをパソコンや
スマートフォンを通じて取得できます。

河川情報アラームメール

河川情報アラームメールは九州管内の一級水系
に配置した雨量・水位観測所の中から、利用者
が必要とする観測所を選んで登録すると、基準
値を超過した観測所のデータが配信される仕組
みになっています。
また、配信するタイミングについても、利用者が
利用目的に応じて個別に設定できるようになって
います。

QRコード

河川情報アラームメール（携帯端末）
qsr-kasenalarm-entry@kp.mlit.go.jp



河川の防災情報提供の取り組み（川の防災情報）

発表されている「洪水予報等」をクリック

「洪水予報文等の本文」をクリック

■国管理河川において洪水予報等を発表した場合には、6時間先までの予測水位を確認できるようになりました。

※6時間先の予測水位については、洪水予報発表時の
予測水位ですので、時間が経過している場合、実際との
乖離が大きくなっていることがあるのでご注意ください。

6時間先までの予測水位

○川の防災情報：https://www.river.go.jp/



河川の防災情報提供の取り組み（水害リスクライン）

◆水害リスクラインは、左右岸別・概ね200m毎に上下流連続的に洪水危険度を表示（見
える化）し、災害の切迫感をわかりやすく伝えるため開発したシステム。

①左右岸別・概ね２００ｍごとに計算した水位と堤防の高さや危険水位を比較することで
その区間の洪水の危険度（越水による氾濫や危険水位の超過）を表示する。

②河川CCTVカメラ映像
③破堤点ごとの浸水想定
④観測所上流の流域平均雨量＋水位観測所における現況水位

観測所水位
（ポップアップ） 浸水想定区域図

（スクロール拡大）

カメラ画像
（ポップアップ）

観測所水位
（ポップアップ）

○水害リスクライン：https://frl.river.go.jp/



緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信（全国的な取組）

平成30年５月１日から、国が管理する白川、緑川で、川が氾濫する可能性が高まった時に、対象
の地域にいる人に氾濫の危険をお知らせする情報が自動で発信されるようになりました。

河川管理者（国）
・気象庁

洪水情報のプッシュ型配信イメージ

住民の皆様

携帯電話会社
（NTTﾄﾞｺﾓ、KDDI・沖縄ｾﾙﾗｰ、
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ含む））

洪水情報
緊急速報
メール

•河川氾濫のおそれ

•警戒レベル４相当

•こちらは国土交通省九州地方整備局です

•内容：○○川の○○（○○市）付近で水
位が上昇し、避難指示の目安となる氾濫危
険水位に到達しました。

•行動要請：防災無線、テレビ等で自治体
の情報を確認し、各自安全確保を図るなど
適切な防災行動をとってください

•本通知は、浸水のおそれのある市町村に
配信しており、対象地域周辺でも受信する
場合があります

！ ×緊急速報

•河川氾濫発生

•警戒レベル5相当

•こちらは国土交通省九州地方整備局です

•内容：○○川の○○市○○地先（○岸、
○側）付近で堤防が壊れ、河川の水が大量
に溢れ出ています

•行動要請：防災無線、テレビ等で自治体
の情報を確認し、命を守るための適切な防
災行動をとってください

•本通知は、浸水のおそれのある市町村に
配信しており、対象地域周辺でも受信する
場合があります

！ ×緊急速報

•緊急速報

•警戒レベル5相当

•こちらは国土交通省九州地方整備局です

•内容：○○川の○○市○○地先（○岸、
○側）付近で河川の水が堤防を越えて流れ
出ています

•行動要請：防災無線、テレビ等で自治体
の情報を確認し、命を守るための適切な防
災行動をとってください

•本通知は、浸水のおそれのある市町村に
配信しており、対象地域周辺でも受信する
場合があります

！ ×緊急速報

②-ⅱ 河川氾濫発生
（堤防が壊れ、河川の水が大量に溢れ出し
ている時）

②-ⅰ 河川氾濫発生
（河川の水が堤防を越えて流れ出ている時）①河川氾濫のおそれ

配信エリア基準観測所対象水系：河川

熊本市代継橋水位観測所（熊本県熊本市）白川水系：白川

熊本市、宇土市、宇城市、嘉島町、
御船町、甲佐町、美里町

城南水位観測所 （熊本県熊本市）
中甲橋水位観測所（熊本県下益城郡美里町）

緑川水系：緑川、浜戸川

熊本市、嘉島町、御船町大六橋水位観測所（熊本県上益城郡嘉島町）緑川水系：加勢川

熊本市、嘉島町、御船町御船水位観測所 （熊本県上益城郡御船町）緑川水系：御船川

対象河川と観測所及び配信エリア

氾濫危険水位超過時（レベル４）と氾濫発生時（レベル５）に「緊急速報メール」として、住民へ配信。氾濫危険水位超過時（レベル４）と氾濫発生時（レベル５）に「緊急速報メール」として、住民へ配信。



地点別浸水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）

システム概要

国土交通省が提供する浸水シミュレーションシステム。国土交通省の各地方整備局
や都道府県の公表する浸水想定区域図を基に、地理院地図上に浸水域などを表示
することができます。

・自宅や事業所などが浸水するおそれがあるか
・氾濫が生じた場合の浸水範囲や浸水の変化
・CGアニメーションでどの程度の浸水深があるか
・浸水到達時間や浸水継続時間
・水位観測地点から現在の河川の水位情報
・３Ｄ表示で地形と浸水との関係性が直感的に

◇浸水ナビからわかること

○浸水ナビ：https://suiboumap.gsi.go.jp/

「浸水ナビ」で検索



危機管理型水位計設置による防災情報強化【国土交通省】

【凡例 】
●危機管理型水位計設置箇所（21箇所）
●基準水位観測所
●水位観測所

みどりかわ
危機管理型水位計
(御船町滝川地先）

県管理区間設置箇所国管理区間設置箇所

川の水位情報
：https://k.river.go.jp/

←白川

代継橋

白川河口 小島

子飼橋

白川左岸９／６００
熊本市十禅寺地先

白川中央１３／２００
大甲橋

（H30設置）

白川左岸１６／５００
熊本市渡鹿地先

（H30設置）

（R1設置）

←加勢川

←浜戸川

←緑川

中甲橋

城南

大六橋

御船

網津

（H30設置）

上揚

御船川左岸４／２００
御船町滝川地先

御船川右岸３／２００
御船町小坂地先

御船川左岸３／２００
御船町小坂地先御船川左岸０／６００

嘉島町上島地先

緑川右岸１５／６００
御船町豊秋地先

緑川左岸１２／６００
城南町永地先

加勢川右岸１０／６００
熊本市下無田地先

浜戸川左岸１／０００
宇土市新開町地先

緑川右岸７／７５０
熊本市野田地先

加勢川左岸４／０００
熊本市野田地先

加勢川左岸２／６００
熊本市野田地先

緑川右岸２８／１５０
甲佐町豊内地先

（H30設置）

緑川左岸２４／０００
甲佐町船津地先

（H30設置）

緑川右岸２２／２９０
甲佐町糸田地先

（H30設置）

緑川右岸１６／５００
熊本市出水地先

（H30設置）

緑川右岸１２／２００
嘉島町上仲間地先

御船川右岸５／１００
御船町滝川地先

（H30設置）

加勢川右岸７／６００
熊本市御幸木部地先

（H30設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）
（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

←御船川

○熊本河川国道事務所では、河川に整備しているCCTVカメラで視認の出来ない危険箇所等において、危機管理
型水位計を設置。

○出水時に危険箇所実位置での水位観測（現状把握）を行うことにより、関係市町へ、より正確な防災情報を提供。



黒川

中松

橋

川

木葉
玉東

鶴羽田橋

須屋

山室橋

吉原橋

高平橋

西里

鶴野橋

天満橋

坪井下流

池上
坪井 健軍川

藻器堀川

除川

千間江湖

南高江

県津森

赤井

網津川

潤川
県御船

浅川

五丁川

八間川

鏡川

立門

片角

河原川

旭志

泗水

第二大鞘橋

千丁町北村

花原川

乙姫川

黒川

赤井川

岩戸川
木部川

五老ヶ滝川

竜野川

浜戸川

小川

白川

笹原川

上久具橋松崎橋

小熊野川

浜戸川

津留川

松本橋

黒川３
黒川２

釈迦院川

秋津川
秋津川(益城)

筒川

千滝川

木山川（阿蘇）

木山川（阿蘇）

神掛橋

落合橋
嘉島

大矢川

吉田川岩村川

岩原川
千田川

浦谷川

江田川

日平川

千田川

豊田川
浦田川

三蔵川

川

白木川

人川

上生川
堀川

峠川

矢護川

明神川

長崎川

八枚戸川

八間川
鏡川

田川

危機管理型水位計設置による防災情報強化【熊本県】

○熊本県では、河川の監視体制や県民への情報提供を強化するため危機管理型水位計を設置。
【合計113ヵ所（うち白川緑川水系22ヵ所）。R8.3末時点】

○出水時に河川の監視や県民の早期避難につなげることを目的として、より正確な防災情報を提供。

【白川緑川水系】

危機管理型従来型

７９３４１級水系

３４５９２級水系

川の水位情報：https://k.river.go.jp/

河川名水系級事務所

竜野川緑川１級上益城

五老滝川緑川１級上益城

笹原川緑川１級上益城

大矢川緑川１級上益城

小熊野川緑川１級宇城

⾧崎川⾧崎川２級宇城

郡浦川郡浦川２級宇城

明神川大野川２級宇城

八枚戸川八枚戸川２級宇城

浜戸川緑川１級宇城

網田川網田川２級宇城

津留川緑川１級宇城

釈迦院川緑川１級宇城

筒川緑川１級宇城

流藻川流藻川２級八代

下大野川二見川２級八代

夜狩川大鞘川２級八代

油谷川球磨川１級八代

八間川八間川２級八代

乙千屋川佐敷川２級芦北

吉尾川球磨川１級芦北

橋本川湯の浦川２級芦北

銅山川球磨川１級球磨

免田川球磨川１級球磨

小川球磨川１級球磨

川内川球磨川１級球磨

山田川球磨川１級球磨

出水川球磨川１級球磨

牛繰川球磨川１級球磨

小椎川球磨川１級球磨

柳橋川球磨川１級球磨

万江川球磨川１級球磨

千田川菊池川１級鹿本

筑後川筑後川１級阿蘇

志賀瀬川筑後川１級阿蘇

木山川緑川１級阿蘇

鏡川鏡川２級八代

津奈木川津奈木川２級芦北

胸川球磨川１級球磨

町山口川町山口川２級天草

万江川球磨川１級球磨

万江川球磨川１級球磨

免田川球磨川１級球磨

免田川球磨川１級球磨

小さで川球磨川１級球磨

都川球磨川１級球磨

百済木川球磨川１級八代

佐敷川佐敷川２級芦北

宮浦川佐敷川２級芦北

関川関川２級玉名

川内川球磨川１級球磨

鵜川球磨川１級球磨

那良川球磨川１級球磨

芋川球磨川１級球磨

中園川球磨川１級球磨

告川球磨川１級球磨

河川名水系級事務所
峠川菊池川１級菊池
堀川坪井川２級菊池
上生川菊池川１級菊池
白川白川１級菊池
矢護川菊池川１級菊池
上内田川菊池川１級鹿本
木野川菊池川１級鹿本
岩原川菊池川１級鹿本
岩村川菊池川１級鹿本
岩野川菊池川１級鹿本
吉田川菊池川１級鹿本
千田川菊池川１級鹿本
浦方川菊池川１級鹿本
志賀瀬川2筑後川１級阿蘇
志賀瀬川1筑後川１級阿蘇
筑後川筑後川１級阿蘇
中原川筑後川１級阿蘇
玉来川1大野川１級阿蘇
玉来川2大野川１級阿蘇
黒川2白川１級阿蘇
黒川3白川１級阿蘇
黒川1白川１級阿蘇
花原川白川１級阿蘇
乙姫川白川１級阿蘇
木山川緑川１級阿蘇
産山川大野川１級阿蘇
合津川合津川２級天草
亀川亀川２級天草
高浜川高浜川２級天草
大江川大江川２級天草
碇石川大宮地川２級天草
葛河内川一町田川２級天草

白木河内川一町田川２級天草
上津浦川上津浦川２級天草
稗田川上津浦川２級天草
楠甫川楠甫川２級天草
三蔵川菊池川１級玉名
友田川行末川２級玉名
増永川浦川２級玉名
白木川菊池川１級玉名
浦田川菊池川１級玉名
江田川菊池川１級玉名
日平川菊池川１級玉名
浦谷川菊池川１級玉名
十町川菊池川１級玉名
岩村川菊池川１級玉名
宮崎川宮崎川２級玉名
内田川菊池川１級玉名
琵琶瀬川関川２級玉名
唐人川唐人川２級玉名
関川関川２級玉名
木部川緑川１級熊本
秋津川緑川１級熊本
豊田川菊池川１級熊本
秋津川緑川１級上益城
赤井川緑川１級上益城
岩戸川緑川１級上益城



白川・緑川防災情報提供システム（市町村向け）

※R6から立野ダム情報を
追加しました。

◆本システムは、白川・緑川流域における水害時の迅速かつ的確な防災対応を支援することを目的として、河川水位・
雨量・浸水状況等の防災関連情報を一元的に集約・可視化しているシステムである。

ダム情報CCTVカメラ状況

トップ画面 河川水位の予測情報提供

主な改良点①
：市町村ごとの情報表示に対応

主な改良点②

：浸水センサや水位計、カメラ情報
へのアクセス性向上

主な改良点③
：水害リスクラインの水位情報を表示

白川緑川防災情報提供システム：
https://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/kasenbousai/



白川・緑川防災情報提供システム（流域市町向け）

 熊本河川国道事務所では、平成２８年度から白川緑川水系の河川防災情報を流域市町を対象に
提供しています。

 取り扱うデータは、白川緑川流域内の国土交通省・各県等の所有する観測所の水位・雨量データ
及び予測水位をほぼリアルタイムで伝達することが可能です。

 令和８年度に、一元的に河川防災情報を確認できるよう、水害リスクラインの予測水位や浸水セン
サー、危機管理型河川監視カメラを当該システム内で確認できるよう改良を予定しています。

改良イメージ

改良イメージ



白川・緑川防災情報提供システム（流域市町向け）

水害リスクライ
ン

2.9
03.5
13.9
84.0
23.9
13.6
5

防災情報提供システム（水位情報）

水害リスクラインの
予測水位を追加表示

改良イメージ



熊本河川国道事務所
水害版企業BCP作成マニュアルの概要

 水災害発生時において、社員やその家族、ならびに顧客の命を守るとともに、被害の軽減および早期の事業再開を目的とした事業継続計画（BCP:
Business Continuity Plan）の作成促進のために、「水害版企業BCP」作成マニュアルを作成しました。

 本マニュアルでは、「基本シート」を活用した４ステップ（①洪水時に発生する重大な被害を予想、②被害に対し、何を優先的にやるべきか考える（重要な
対応）③誰がやるか決める（役割分担）④いつするか決める（タイミング））で作成でき、タイムライン形式で見える化することが可能です。

 流域市町村等と連携し企業への普及を図っていくなど、流域治水（被害の軽減、早期復旧・復興のための対策）の取り組みを推進していきます。
 熊本河川国道事務所HPにて、公表する予定です。

まず、基本的な対応の方向性
を「重要な対応」として整理

⇒具体的な対応内容を記載

担当者が不在の場合も想定
し、副担当者の枠も明記

対応事項について、
実施すべきタイミング

のセルを着色

想定最大又は設定した
規模の洪水に対し、想定
される被害の内訳を記載

◆BCPを作成するメリット（一部）
①導入効果

②作成した企業の方の声
 BCPを作成することで、水害時に何をすべきかが明確に

なった。
 皆で話し合い、整理することで、水害時の課題を具体的に

認識できた。
 実際の出水時に出社停止を判断でき、従業員の安全確

保につながった。

★BCPを策定することで

・顧客と従業員の命を守ることができる
・従業員の防災意識が向上し、その家族の命を守ることができる
・雇用の継続と地域持続的な発展が期待される





流域タイムラインについて

熊本河川国道事務所



流域タイムラインについて 熊本河川国道事務所

流域タイムライン

 河川事務所等が管理する河川の流域を対象に、河川・気象情報をもとに発表する洪水予報な
ど、自らの基本的な防災行動を時系列で確認するとともに、災害後の振り返りに用いること
を目的とする。

 災害対策基本法第36条第1項の規定により定めた国土交通省防災業務計画（令和3年10月）に
より、「避難情報に着目した水災害対応タイムラインを複数の市町村を対象とした流域タイ
ムラインに見直す」こととなった。

 河川・気象情報の提供や、これを受けた市町村による避難情報の発令あるいは個別の地域・
地区の住民避難につなげるため、流域タイムラインと市町村タイムライン、マイタイムライ
ンなどの世帯や地区毎に作成されるタイムラインなどが、階層的かつ相互に連携し、作成・
活用されることが重要である。

 同一の洪水予報の予報区域や、最も重視する水位観測所が同一であるなど、流域単位の市町
村を対象として、河川事務所等の防災行動を確認するための「流域タイムライン」を市町村
等の関係機関と連携して作成・運用する。
この際、大規模氾濫減災協議会等を活用して市町村タイムラインとの整合を図ることとする。
なお、これまで活用してきた避難情報（勧告）着目型タイムラインは、市町村タイムライン
の作成の参考となる。

令和４年度中に作成を完了し、令和５年度出水期から運用



流域タイムラインについて 熊本河川国道事務所

河川・気象の行動のきっかけとなる情報をまとめた流域タイムラインを作成・活用

 河川・気象情報の提供やこれを受けた市町村による避難情報の発令など基本的な行動を時系
列で整理するタイムラインを流域などの単位で作成。

 河川の増水・氾濫時の更なる円滑な防災対応や訓練等に活用することで振り返りによる改善
を実施。

台風接近時等のＷＥＢ会議ツールによる危機感の共有を実施

 市町村による避難情報発令などの防災対応を支援するため、河川事務所、気象台のほか、都
道府県の河川・砂防部局とも連携し、ＷＥＢ会議ツールを活用することで防災情報や危機感
の共有、流域自治体の対応状況等を関係者で一斉に共有。



緑川流域タイムライン（案）
(１) 流域タイムライン発動段階 （２）流域注意段階 （３） 流域警戒段階 （４） 早期避難段階 （５） 避難段階 （６） 避難完了段階 （７） 応急対応段階

３～２日前準備 １日前準備

気象情報

○3～2日後に台風が緑川流域に影響する恐れ
○3～2日後に大雨が予想され緑川流域に影響する恐れ
○早期注意情報（警報級の可能性）（中・高）
○府県気象情報

○1日後に台風が緑川流域に影響する恐れ
○1日後に大雨が予想され緑川流域に影響する恐れ
○大雨注意報
〇洪水注意報

○大雨警報（浸水害）
○大雨警報（土砂災害）
○梅雨期末期に大雨の可能性
○府県気象情報（線状降水帯予測を含む）
〇洪水警報

○顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発生）が発表され
たとき
○緑川流域内（管内）で土砂災害警戒情報発表
○記録的短時間大雨情報発表

○緑川流域内（管内）で、大雨特別警報発表 ○洪水による災害が発生
○土砂災害が発生

国管理河川
の水位情報

○水防団待機水位超過
　城南：3.30m（熊本、宇土、宇城、御船、嘉島、甲佐）
　中甲橋：2.00m（熊本、美里、御船、甲佐）
　大六橋：2.50m（熊本、御船、嘉島）
　御船：2.00m（熊本、御船、嘉島）

○氾濫注意水位超過
　城南：4.30m（熊本、宇土、宇城、御船、嘉島、甲佐）
　中甲橋：3.00m（熊本、美里、御船、甲佐）
　大六橋：3.20m（熊本、御船、嘉島）
　御船：3.00m（熊本、御船、嘉島）

○避難判断水位超過
　城南：5.80m（熊本、宇土、宇城、御船、嘉島、甲佐）
　中甲橋：4.10m（熊本、美里、御船、甲佐）
　大六橋：3.90m（熊本、御船、嘉島）
　御船：3.60m（熊本、御船、嘉島）

○氾濫危険水位超過
　城南：6.20m（熊本、宇土、宇城、御船、嘉島、甲佐）
　中甲橋：4.60m（熊本、美里、御船、甲佐）
　大六橋：4.40m（熊本、御船、嘉島）
　御船：4.30m（熊本、御船、嘉島）

県管理河川
の水位情報

○水防団待機水位超過
　天明新川（南高江）　：2.67m（熊本）
　浜戸川（浜戸川）　 　：2.09m（熊本）
　健軍川（健軍川）　 　：0.88m（熊本）
　藻器堀川（藻器堀川）：1.10m（熊本）
　潤川（潤川）　 　：1.96m（宇土）
　木山川（県津森）　 　：1.70m（益城）
　木山川（赤井）　　 　 ：2.53m（益城）
　矢形川（落合橋）　 　：2.15m（御船）
　矢形川（嘉島）　　 　：4.68m（嘉島）
　千滝川（千滝川）　 　：2.17m（山都）
　御船川（県御船）　 　：3.03m（御船）

○氾濫注意水位超過
　天明新川（南高江）　：2.84m（熊本）
　浜戸川（浜戸川）　 　：2.96m（熊本）
　健軍川（健軍川）　 　：1.45m（熊本）
　藻器堀川（藻器堀川）：1.76m（熊本）
　潤川（潤川）　 　：2.16m（宇土）
　木山川（県津森）　 　：2.28m（益城）
　木山川（赤井）　　 　 ：3.63m（益城）
　矢形川（落合橋）　 　：3.38m（御船）
　矢形川（嘉島）　　 　：5.75m（嘉島）
　千滝川（千滝川）　 　：2.77m（山都）
　御船川（県御船）　 　：3.62m（御船）

○避難判断水位超過
　天明新川（南高江）　：2.84m（熊本）
　浜戸川（浜戸川）　 　：2.96m（熊本）
　健軍川（健軍川）　 　：1.45m（熊本）
　藻器堀川（藻器堀川）：1.76m（熊本）
　潤川（潤川）　 　：2.16m（宇土）
　木山川（県津森）　 　：3.14m（益城）
　木山川（赤井）　　 　 ：3.86m（益城）
　矢形川（落合橋）　 　：3.65m（御船）
　矢形川（嘉島）　　 　：6.91m（嘉島）
　千滝川（千滝川）　 　：2.77m（山都）
　御船川（県御船）　 　：3.62m（御船）

○氾濫危険水位超過
　天明新川（南高江）　：3.12m（熊本）
　浜戸川（浜戸川）　 　：3.42m（熊本）
　健軍川（健軍川）　 　：1.99m（熊本）
　藻器堀川（藻器堀川）：2.02m（熊本）
　潤川（潤川）　 　：2.28m（宇土）
　木山川（県津森）　 　：3.35m（益城）
　木山川（赤井）　　 　 ：4.39m（益城）
　矢形川（落合橋）　 　：3.76m（御船）
　矢形川（嘉島）　　 　：7.01m（嘉島）
　千滝川（千滝川）　 　：3.21m（山都）
　御船川（県御船）　 　：3.93m（御船）

その他
□流域タイムライン発動の内部周知
□大雨・台風説明会（気象台）への参加
□流域タイムラインメンバーWeb会議による情報共有（開催され
た場合）
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□流域注意段階への移行を内部周知
□大雨・台風説明会（気象台）への参加
□流域タイムラインメンバーWeb会議による情報共有（開催され
た場合）
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□流域警戒段階への移行を内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□早期避難段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□避難段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□避難完了段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有 災

害

発

生

□避難対応段階への移行（災害発生）について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□下記情報を提供
・早期注意情報［警報級の可能性］
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・大雨注意報［浸水・土砂］
・洪水注意報
・土砂キキクル：黄色
・洪水キキクル：黄色
・浸水キキクル：黄色
・各種府県気象情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・大雨警報［浸水・土砂］
・大雨注意報［土砂：夜間～早朝に大雨警報（土砂災害）に切り

替える可能性が高い注意報］
・洪水警報
・土砂キキクル：赤色
・洪水キキクル：赤色
・浸水キキクル：赤色
・各種府県気象情報（線状降水帯予測を含む）
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・洪水予報：緑川氾濫注意情報
・土砂キキクル：赤色
・洪水キキクル：赤色
・浸水キキクル：赤色
・各種府県気象情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・土砂災害警戒情報
・洪水予報：緑川氾濫警戒情報
・土砂キキクル：赤色→紫色
・洪水キキクル：赤色→紫色
・浸水キキクル：赤色→紫色
・顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発生）
・各種府県気象情報
・記録的短時間大雨情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・大雨特別警報［浸水・土砂］
・洪水予報：緑川氾濫危険情報
・土砂キキクル：紫色→黒色
・洪水キキクル：紫色→黒色
・浸水キキクル：紫色→黒色
・顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発生）
・記録的短時間大雨情報
・各種府県気象情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・洪水予報：緑川氾濫発生情報
・土砂キキクル：黒色
・洪水キキクル：黒色
・浸水キキクル：黒色

□合同記者発表（必要に応じて）
□管内市町村の対応状況の確認

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
□事務所HP（防災情報）等にてリアルタイム情報を提供（以降継
続）
□気象・海象情報収集（降雨、台風進路、高潮情報の確認）
（以降継続）
□施設（水門・排水機場等）の点検・操作確認
□災害対策用資機材・復旧資機材等の確認及び確保
□リエゾン体制の確認
□協力機関の体制確認
□緑川ダムの予備、事前放流の可能性について確認
□船津ダム、天君ダムの予備、事前放流の可能性について確認

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
□注意体制の発令（大雨警報が発表された場合、緑川ダムが事
前放流を行う場合）
□職員出勤（急激な水位上昇の監視）
□緑川ダムの予備、事前放流の可能性について確認
□船津ダム、天君ダムの予備、事前放流の可能性について確認

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
□流域市町村の災害情報収集(以降継続）
□注意体制の発令（大雨警報が発表された場合、緑川ダムが洪
水調節を行う場合、水防団待機水位を超過した場合）
■水防警報（待機・準備）
□排水施設運転開始の準備
□樋門樋管等の操作委託先へ情報提供
□緑川ダム・船津ダム・天君ダム放流情報の把握（以後継続）

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
□警戒体制の発令（氾濫注意水位を超過した場合、緑川ダムが
洪水調節を行う場合）
■洪水予報（氾濫注意情報）を関係機関に周知
■水防警報（出動）
□ホットライン（氾濫注意水位到達）
□CCTVによる監視強化
□河川巡視開始
□河川巡視で確認された被害情報を関係市町村へ連絡（以後
継続）
□応援体制の確認・必要に応じ要請（防災エキスパート等）
□市町村からの要請に基づきリエゾン派遣の調整

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
■洪水予報（氾濫警戒情報）を関係機関に周知
■水防警報（警戒）
□ホットライン（避難判断水位到達）
□樋門・樋管操作状況の情報共有（操作員の避難状況も併せて
確認）
□市町村からの要請に基づきリエゾンの派遣

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
□非常体制の発令（氾濫危険水位を超過した場合、緑川ダムの
放流量が計画最大放流量に達し、またはその恐れがある場合、
あるいは、ただし書き操作を行う場合）
■洪水予報（氾濫危険情報） を関係機関に周知
□ホットライン（氾濫危険水位到達）
□ホットライン（大雨特別警報発表時）
□ホットライン（連続（概ね３時間内）して、２回記録的短時間大
雨情報が発表された場合）
□堤防等の河川管理施設の被害、内水や市町村の避難・被害、
水防団の活動状況の情報収集(以降継続）
□河川巡視員への退避指示（必要に応じ）
□樋門・樋管操作員への退避指示（必要に応じ）
□流量観測員への退避指示（必要に応じ）
□排水機場運転調整（停止）開始準備（開始水位到達の通知）

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
■洪水予報（氾濫発生情報）　関係機関に周知
□災害応援・災害対策機械等の要請・出動・受け入れ
□排水機場運転調整（停止）指示
□ホットライン（氾濫発生・堤防決壊）
□TEC-FORCE受入れ
□緊急復旧

□気象情報の把握（以降継続）
■下記情報を発信
・緑川ダムの予備放流や事前放流の現状や今後の予定等（予
備放流や事前放流を行う場合）

■下記情報を発信
・緑川ダムの予備放流や事前放流の現状や今後の予定等（予
備放流や事前放流を行う場合）
□洪水警戒体制の発令（注意報が発表された場合、洪水が予想
される場合）

■下記情報を発信
・緑川ダムの「放流開始」の通知や現在の状況や今後の予定等
□警戒体制移行の判断
□サイレン等による警報の実施

■下記情報を発信
・緑川ダムの「洪水調節開始」の通知や現在の状況や今後の予
定等

■下記情報を発信
・緑川ダムの「緊急放流開始３時間前・１時間前」の通知や現在
の状況等
□非常体制移行の判断
□サイレン等による警報の実施

■下記情報を発信
・緑川ダムの「緊急放流開始」の通知や現在の状況等
□サイレン等による警報の実施

■下記情報を発信
・緑川ダムの現在の状況や今後の予定等

県庁

□市町村へ住民の早期避難の呼びかけを依頼（必要に応じて）
□知事等から県民へ早期避難の呼びかけを実施（甚大な被害
が想定される場合）
□気象庁から気象情報を入手（以降継続）

□注意体制（梅雨期）
□被害状況等の確認
□市町村等への注意喚起

□災害警戒本部の設置
□避難指示の発令状況確認
□被害状況等の 把握確認
□九地整、自衛隊等ＬＯ派遣受入の検討・準備、市町村へのＬＯ
派遣の確認
□報道機関への避難判断水位超過情報発表
□市町村避難所開設状況の確認

□県災害対策本部の設置
□被害状況等の確認
□緊急安全確保の発令状況の確認
□災害の発生のおそれ段階での応援の検討（県内応援・緊急消
防援助隊）
□報道機関への氾濫危険水位超過情報発表
□市町村避難所開設状況の確認

□被害状況等の確認
□緊急消防援助隊の要請、自衛隊災害派遣要請の検討
□各種応援協定等に基づく応援要請検討
□報道機関への氾濫発生情報発表
□自衛隊へ災害派遣要請

宇城
地域振興局

□気象情報の把握（以降継続） □対処方針の検討
□管内市町村への注意喚起、連携確認
□通信システム、情報連絡網等の再点検
□各市町村区と予防的自主避難者に対応する避難所の開設場
所確認
□注意体制（梅雨期のみ）
□職員出勤（急激な水位上昇の監視）

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
■水防警報（待機・準備）発表
□警戒体制（以降継続）
□排水施設運転開始の準備
□樋門樋管等の操作委託先へ情報提供

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情報発表）
■水防警報（出動）発表
□CCTVによる監視強化
□河川巡視開始
□河川巡視で確認された被害情報を関係市町村へ連絡（以後
継続）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■水防警報（警戒）発表
□樋門・樋管操作状況の情報共有（操作員の避難状況も併せて
確認）
□管内市町村の避難者数の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情報発表）

□地方災害対策本部の設置
□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村への大雨特別警報・記録的短時間大雨情報が発
令された旨の伝達
■水防警報（厳重警戒）発表
□市町村長へのホットライン（氾濫危険水位到達）
□河川巡視員への退避指示（必要に応じ）
□樋門・樋管操作員への退避指示（必要に応じ）
□流量観測員への退避指示（必要に応じ）
□排水機場運転調整（停止）開始準備（開始水位到達の通知）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■氾濫発生情報発表
□市町村長へのホットライン（氾濫発生）

○○
地域振興局

□気象情報の把握（以降継続） □対処方針の検討
□管内市町村への注意喚起、連携確認
□通信システム、情報連絡網等の再点検
□各市町村区と予防的自主避難者に対応する避難所の開設場
所確認
□消防局等関係機関との連携確認
□注意体制（梅雨期のみ）
□職員出勤（急激な水位上昇の監視）

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
■水防警報（待機・準備）発表
□警戒体制（以降継続）
□排水施設運転開始の準備
□樋門樋管等の操作委託先へ情報提供

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情報発表）
■水防警報（出動）発表
□CCTVによる監視強化
□河川巡視開始
□河川巡視で確認された被害情報を関係市町村へ連絡（以後
継続）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■水防警報（警戒）発表
□樋門・樋管操作状況の情報共有（操作員の避難状況も併せて
確認）
□管内市町村の避難者数の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情報発表）

□地方災害対策本部の設置
□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村への大雨特別警報・記録的短時間大雨情報が発
令された旨の伝達
■水防警報（厳重警戒）発表
□市町村長へのホットライン（氾濫危険水位到達）
□河川巡視員への退避指示（必要に応じ）
□樋門・樋管操作員への退避指示（必要に応じ）
□流量観測員への退避指示（必要に応じ）
□排水機場運転調整（停止）開始準備（開始水位到達の通知）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■氾濫発生情報発表
□市町村長へのホットライン（氾濫発生）

船津ダム
企業局

□気象情報の把握（以降継続）
■下記情報を発信
・船津ダムの予備放流や事前放流の現状や今後の予定等（予
備放流や事前放流を行う場合）

■下記情報を発信
・船津ダムの予備放流や事前放流の現状や今後の予定等（予
備放流や事前放流を行う場合）
□洪水警戒体制の発令（注意報が発表された場合、洪水が予想
される場合）

■下記情報を発信
・船津ダムの「放流開始」の通知
□サイレンによる警報の実施。パトロールによる警戒の実施。

■下記情報を発信
・船津ダムの「洪水流量到達」等の通知
□緑川ダムとの連携

■下記情報を発信
・船津ダムの「洪水流量到達」等の通知
□緑川ダムとの連携

■下記情報を発信
・船津ダムの「洪水流量到達」等の通知
□非常体制移行の判断
□緑川ダムとの連携

□緑川ダムとの連携

天君ダム
御船町
上益城
地域振興局
県庁

□気象情報の把握（以降継続） ■予備警戒体制の発令（注意報が発表された場合、洪水が予想
される場合）

■下記情報を発信
・天君ダムの「流入量が洪水量に達したとき、放流開始」等の通
知
□サイレン・警報車等による警報の実施
■洪水警戒体制の発令（警報が発表された場合、洪水が予想さ
れる場合）

■下記情報を発信

・天君ダムの「流入量が設計洪水量の５０％に達したとき、流入
量が設計洪水量に達したとき」等の通知

■下記情報を発信
・天君ダムの「緊急放流開始３時間前・１時間前」の通知や現在
の状況等
□非常体制移行の判断
□サイレン・警報車等による警報の実施

■下記情報を発信
・天君ダムの「緊急放流開始」の通知や現在の状況等
□サイレン・警報車等による警報の実施

■下記情報を発信
・天君ダムの現在の状況や今後の予定等

熊本市

□情報収集態勢
□（状況により）初動準備態勢

□初動準備態勢
□(状況により)高齢者等避難

□初動準備態勢（維持） □応急活動準備態勢
□高齢者等避難
□避難指示

□災害対応態勢
□避難指示
□緊急安全確保

□全庁総力態勢
□緊急安全確保

宇土市
□防災初期対応対策会議 □注意体制 □警報体制　 □災対本部設置

□災害警戒本部
□特別警戒水位　□災対本部設置
□高齢者等避難　□避難指示

□危険水位
□緊急安全確保

宇城市

□注意報発令態勢
□（状況により）警報待機態勢

□警報発令態勢　□第一次防災体制 □警報発令態勢（維持）　□第二次防災体制 □待機配備態勢　□第三次防災体制
□高齢者等避難
□一号配備態勢　□第四次防災体制
□避難指示

□災害対策本部体制
□緊急安全確保

美里町
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

大津町
□通常体制 □職員　注意体制 □職員　第１警戒態勢（水防班１班出動）

□避難所開設
□高齢者等避難検討

□職員　第１警戒態勢（水防班１班出動）
□避難所開設
□高齢者等避難

□職員　第２警戒態勢（水防班２班以上出動）
□避難所開設
□避難指示

□職員　第２警戒態勢（水防班２班以上出動）
□避難所開設
□避難指示

□職員　災害対策本部設置
□避難所開設　災害対応
□緊急安全確保

菊陽町

 □水防警戒第一段階（待機） ・堤防警戒配置につく   □水防警戒第二段階（準備）　・器具・資材の整備　・出動準備 □水防警戒第三段階（出動）
・水防活動

□高齢者等避難

□避難指示

西原村
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

御船町
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

嘉島町
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

益城町
□注意体制 □注意体制 □警戒体制　　□高齢者等避難 □警戒体制 □高齢者等避難

□避難指示
□第１号配備体制　　□第２号配備体制
□災害警戒本部 □避難指示

□緊急安全確保　　□第３号配備体制
□災害対策本部

甲佐町
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

山都町
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

【令和8年度　試行版（案）】

□警戒体制
□高齢者等避難の発令状況確認
□市町村避難所開設状況の確認
□被害状況等の確認
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■：メーリングリストによる情報共有事項

作成年月：令和８年３月



白川流域タイムライン（案）
(１) 流域タイムライン発動段階 （２）流域注意段階 （３） 流域警戒段階 （４） 早期避難段階 （５） 避難段階 （６） 避難完了段階 （７） 応急対応段階

３～２日前準備 １日前準備

気象情報

○3～2日後に台風が白川流域に影響する恐れ
○3～2日後に大雨が予想され白川流域に影響
する恐れ
○早期注意情報（警報級の可能性）（中・高）
○府県気象情報

○1日後に台風が白川流域に影響する恐れ
○1日後に大雨が予想され緑川流域に影響する
恐れ
○大雨注意報
〇洪水注意報

○大雨警報（浸水害）
○大雨警報（土砂災害）
○梅雨期末期に大雨の可能性
○府県気象情報（線状降水帯予測を含む）
〇洪水警報

○顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発
生）が発表されたとき
○白川流域内（管内）で土砂災害警戒情報発表
○記録的短時間大雨情報発表

○白川流域内（管内）で、大雨特別警報発表 ○洪水による災害が発生
○土砂災害が発生

国管理河川
の水位情報

○水防団待機水位超過
代継橋：2.70m（熊本）

○氾濫注意水位超過
代継橋：3.70m（熊本）

○避難判断水位超過
代継橋：5.20m（熊本）

○氾濫危険水位超過
代継橋：5.50m（熊本）

県管理河川
の水位情報

○水防団待機水位超過
白川（吉原橋）：1.67m（熊本）
黒川（黒川）　 ：2.07m（阿蘇）
白川（中松）　 ：1.52m（南阿蘇）

○氾濫注意水位超過
白川（吉原橋）：2.62m（熊本）
黒川（黒川）　 ：3.45m（阿蘇）
白川（中松）　 ：2.41m（南阿蘇）

○避難判断水位超過
白川（吉原橋）：3.51m（熊本）
黒川（黒川）　 ：3.65m（阿蘇）
白川（中松）　 ：2.69m（南阿蘇）

○氾濫危険水位超過
白川（吉原橋）：3.95m（熊本）
黒川（黒川）　 ：4.53m（阿蘇）
白川（中松）　 ：3.07m（南阿蘇）

その他
□流域タイムライン発動の内部周知
□大雨・台風説明会（気象台）への参加
□流域タイムラインメンバーWeb会議による情報
共有（開催された場合）
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□流域注意段階への移行を内部周知
□大雨・台風説明会（気象台）への参加
□流域タイムラインメンバーWeb会議による情報
共有（開催された場合）
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□流域警戒段階への移行を内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□早期避難段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□避難段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□避難完了段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

災
害
発
生

□避難対応段階への移行（災害発生）について
内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□下記情報を提供
・早期注意情報［警報級の可能性］
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・大雨注意報［浸水・土砂］
・洪水注意報
・土砂キキクル：黄色
・洪水キキクル：黄色
・浸水キキクル：黄色
・各種府県気象情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・大雨警報［浸水・土砂］
・大雨注意報［土砂：夜間～早朝に大雨警報（土

砂災害）に切り替える可能性が高い注意報］
・洪水警報
・土砂キキクル：赤色
・洪水キキクル：赤色
・浸水キキクル：赤色
・各種府県気象情報（線状降水帯予測を含む）
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・洪水予報：白川氾濫注意情報
・土砂キキクル：赤色
・洪水キキクル：赤色
・浸水キキクル：赤色
・各種府県気象情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・土砂災害警戒情報
・洪水予報：白川氾濫警戒情報
・土砂キキクル：赤色→紫色
・洪水キキクル：赤色→紫色
・浸水キキクル：赤色→紫色
・顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発

生）
・各種府県気象情報
・記録的短時間大雨情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・大雨特別警報［浸水・土砂］
・洪水予報：白川氾濫危険情報
・土砂キキクル：紫色→黒色
・洪水キキクル：紫色→黒色
・浸水キキクル：紫色→黒色
・顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発

生）
・記録的短時間大雨情報
・各種府県気象情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・洪水予報：白川氾濫発生情報
・土砂キキクル：黒色
・洪水キキクル：黒色
・浸水キキクル：黒色

□合同記者発表（必要に応じて）
□管内市町村の対応状況の確認

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
□事務所HP（防災情報）等にてリアルタイム情報
を提供（以降継続）
□気象・海象情報収集（降雨、台風進路、高潮情
報の確認）　（以降継続）
□施設（水門・排水機場等）の点検・操作確認
□災害対策用資機材・復旧資機材等の確認及び
確保
□リエゾン体制の確認
□協力機関の体制確認

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
□注意体制の発令（大雨警報が発表された場
合）
□職員出勤（急激な水位上昇の監視）

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
□流域市町村の災害情報収集(以降継続）
□注意体制の発令（大雨警報が発表された場
合、水防団待機水位を超過した場合）
■水防警報（待機・準備）
□排水施設運転開始の準備
□樋門樋管等の操作委託先へ情報提供

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
□警戒体制の発令（氾濫注意水位を超過した場
合）
■洪水予報（氾濫注意情報）を関係機関に周知
■水防警報（出動）
□ホットライン（氾濫注意水位到達）
□CCTVによる監視強化
□河川巡視開始
□河川巡視で確認された被害情報を関係市町村
へ連絡（以後継続）
□応援体制の確認・必要に応じ要請（防災エキス
パート等）
□市町村からの要請に基づきリエゾン派遣の調
整

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
■洪水予報（氾濫警戒情報）を関係機関に周知
■水防警報（警戒）
□ホットライン（避難判断水位到達）
□樋門・樋管操作状況の情報共有（操作員の避
難状況も併せて確認）
□市町村からの要請に基づきリエゾンの派遣

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
□非常体制の発令（氾濫危険水位を超過した場
合）
■洪水予報（氾濫危険情報） を関係機関に周知
□ホットライン（氾濫危険水位到達）
□ホットライン（大雨特別警報発表時）
□ホットライン（連続（概ね３時間内）して、２回記
録的短時間大雨情報が発表された場合）
□堤防等の河川管理施設の被害、内水や市町
村の避難・被害、水防団の活動状況の情報収集
(以降継続）
□河川巡視員への退避指示（必要に応じ）
□樋門・樋管操作員への退避指示（必要に応じ）
□流量観測員への退避指示（必要に応じ）
□排水機場運転調整（停止）開始準備（開始水位
到達の通知）

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
■洪水予報（氾濫発生情報）　関係機関に周知
□災害応援・災害対策機械等の要請・出動・受け
入れ
□排水機場運転調整（停止）指示
□ホットライン（氾濫発生・堤防決壊）
□TEC-FORCE受入れ
□緊急復旧

□防災情報（気象、降雨、水位、流量情報）の収
集・記録・分析（以降継続）
□被害情報の収集分析（以降継続）

□注意体制の発令（洪水警戒体制発令基準【①
警報発令、②台風中心位置、③2時間雨量＆累
加雨量】に該当した場合）

■下記情報を発信
・立野ダムの「洪水警戒体制」の通知

□注意体制の発令（洪水警戒体制発令基準【①
警報発令、②台風中心位置、③2時間雨量＆累
加雨量】に該当した場合)
□現場巡視（点検）の実施
□洪水警戒体制の発令（注意体制が発令され、
流入量が洪水量500m3/sを超えるとことが予想さ
れる場合）
■下記情報を発信
・立野ダムの「洪水警戒体制」の通知
・立野ダムの「防災操作（洪水調節）開始」や現在
の状況等の現状や今後の予定等の情報提供

□警戒体制の発令（注意体制が発令され、流入
量が洪水量500m3/sを超えるとことが予想される
場合、氾濫注意水位を超過した場合、または工
事用道路等に規制を伴う災害が発生した場合）
□現場巡視（点検）の実施
■下記情報を発信
・立野ダムの「防災操作（洪水調節）開始」や現在
の状況等の現状や今後の予定等の情報提供

□非常体制の発令（サーチャージ水位超過の恐
れがある場合（警報実施基準該当時））
■下記情報を発信
・立野ダムの「非常用洪水吐からの越流予告」の
通知（3時間前、1時間前）や現在の状況等の情
報提供
□サイレン・警報車等による警報の実施

□非常体制の発令（氾濫危険水位を超過した場
合、または工事用道路等に重大な災害が発生し
た場合）
□現場巡視（点検）の実施
■下記情報を発信
・立野ダムの「非常用洪水吐からの越流開始」の
通知や現在の状況等の情報提供
□サイレンによる警報の実施

□災害応援・災害対策機械等の要請・出動・受け
入れ
□現地対策支部の設置
□TEC-FORCE受入れ

■下記情報を発信
・立野ダムの「非常用洪水吐からの越流終了」や
現在の状況等の情報提供

県庁

□市町村へ住民の早期避難の呼びかけを依頼
（必要に応じて）
□知事等から県民へ早期避難の呼びかけを実
施（甚大な被害が想定される場合）
□気象庁から気象情報を入手（以降継続）

□注意体制（梅雨期）
□被害状況等の確認
□市町村等への注意喚起

□災害警戒本部の設置
□避難指示の発令状況確認
□被害状況等の確認
□九地整、自衛隊等ＬＯ派遣受入の検討・準備、
市町村へのＬＯ派遣の確認
□報道機関への避難判断水位超過情報発表
□市町村避難所開設状況の確認

□県災害対策本部の設置
□被害状況等の確認
□緊急安全確保の発令状況の確認
□災害の発生のおそれ段階での応援の検討（県
内応援・緊急消防援助隊）
□報道機関への氾濫危険水位超過情報発表
□市町村避難所開設状況の確認

□被害状況等の確認
□緊急消防援助隊の要請、自衛隊災害派遣要
請の検討
□各種応援協定等に基づく応援要請検討
□報道機関への氾濫発生情報発表
□自衛隊へ災害派遣要請

○○
地域振興局

□気象情報の把握（以降継続） □対処方針の検討
□管内市町村への注意喚起、連携確認
□通信システム、情報連絡網等の再点検
□各市町村区と予防的自主避難者に対応する避
難所の開設場所確認
□消防局等関係機関との連携確認
□注意体制（梅雨期のみ）
□職員出勤（急激な水位上昇の監視）

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
■水防警報（待機・準備）発表
□警戒体制（以降継続）
□排水施設運転開始の準備
□樋門樋管等の操作委託先へ情報提供

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情
報発表）
■水防警報（出動）発表
□CCTVによる監視強化
□河川巡視開始
□河川巡視で確認された被害情報を関係市町村
へ連絡（以後継続）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■水防警報（警戒）発表
□樋門・樋管操作状況の情報共有（操作員の避
難状況も併せて確認）
□管内市町村の避難者数の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情
報発表）

□地方災害対策本部の設置
□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村への大雨特別警報・記録的短時間
大雨情報が発令された旨の伝達
■水防警報（厳重警戒）発表
□市町村長へのホットライン（氾濫危険水位到
達）
□河川巡視員への退避指示（必要に応じ）
□樋門・樋管操作員への退避指示（必要に応じ）
□流量観測員への退避指示（必要に応じ）
□排水機場運転調整（停止）開始準備（開始水位
到達の通知）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■氾濫発生情報発表
□市町村長へのホットライン（氾濫発生）

熊本市

□ 情報収集態勢
□（状況により）初動準備態勢

□初動準備態勢
□(状況により)高齢者等避難

□初動準備態勢（維持） □応急活動準備態勢
□高齢者等避難
□避難指示

□災害対応態勢
□避難指示
□緊急安全確保

□全庁総力態勢
□緊急安全確保

阿蘇市

□気象情報の把握（以降継続）
□資機材の状況確認・準備

□注意報発令態勢
□（状況により）第一警戒体制（予防的避難）

□第一警戒体制
□水防団待機

□第一警戒体制（維持）
□高齢者等避難

□第一警戒体制（維持）　□高齢者等避難
□（状況により）第二警戒体制
□（状況により）避難指示
□（状況により）災害対策本部

□第二警戒体制　□避難指示
□災害対策本部
□緊急安全確保

大津町

□通常体制 □職員　注意体制 □職員　第１警戒態勢（水防班１班出動）
□避難所開設
□高齢者等避難検討

□職員　第１警戒態勢（水防班１班出動）
□避難所開設
□高齢者等避難

□職員　第２警戒態勢（水防班２班以上出動）
□避難所開設
□避難指示

□職員　第２警戒態勢（水防班２班以上出動）
□避難所開設
□避難指示

□職員　災害対策本部設置
□避難所開設　災害対応
□緊急安全確保

菊陽町

□対応体制の検討 □注意報体制 □水防警戒第一段階（待機）
・堤防警戒配置につく

警戒本部体制
□避難所開設
□高齢者等避難

□水防警戒第二段階（準備）
・器具・資材の整備
・出動準備

□避難所開設
□高齢者等避難

□水防警戒第三段階（出動）
・水防活動

□高齢者等避難
災害対策本部体制（状況により）
□避難指示

□避難指示
□緊急安全確保
□災害対策本部（第２次又は第３次）

□緊急安全確保
□災害対策本部（第３次）

高森町 □注意体制 □警報体制 □高齢者等避難、避難指示 □危険水位 □緊急避難安全確保

西原村
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

南阿蘇村

□気象情報収集
□状況により情報連絡体制

□情報連絡体制（担当者待機）
□警報発令時対応
□初動対応関係機関との連絡体制確認

□情報連絡体制（状況により災害警戒体制に
移行）

□第１配備態勢
□高齢者等避難
□消防団による広報並びに監視活動強化

□災害警戒本部体制
□状況により第２配備態勢
□白川流域居住者への避難呼びかけ強化
□防災サイレンによる住民への危険度周知
□消防団による住民避難への支援

□災害警戒本部体制（状況により災害対策本部）
□白川流域居住者の最終確認

※逃げ遅れ防止
□緊急安全確保

□災害対策本部体制
□被害状況等の把握

【令和8年度　試行版（案）】

□警戒体制
□高齢者等避難の発令状況確認
□市町村避難所開設状況の確認
□被害状況等の確認

流域自治体

白川流域模式図

流域タイム
ラインの

段階移行の
基準

関係機関共通対応

熊本地方気象台

熊本河川国道事務所

熊本河川国道事務所
（立野ダム）

熊本県

■：メーリングリストによる情報共有事項

作成年月：令和８年３月

：国河川

：県河川

：国の水位観測所（基準観測所）

：国の水位観測所の受け持ち区間

：熊本県の水位観測所（基準観測所）

有明海

黒川 白川

白川

白川

代継橋

熊本市

菊陽町

大津町

阿蘇市

高森町

南阿蘇村

立野ダム
（建設中）

西原村

中松

黒川

陣内

吉原橋

立野ダム
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